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説:
一
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
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お
け
る
建
物
賃
貸
借
と
オ
ス
マ
ン
の
パ
リ
改
造
事
業

-

l

フ
ラ
ン
ス
住
宅
法
制
の
史
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説

5

小
括
|
|
住
宅
賃
貸
借
の
法
構
造
の
特
質
(
以
上
、
四
六
巻
三
号
)

二
第
二
帝
政
期
の
都
市
改
造
事
業
と
賃
貸
不
動
産
市
場

-
オ
ス
マ
ン
に
よ
る
パ
リ
改
造
事
業
ー
ー
そ
の
概
要

ω
事
業
の
概
要
と
そ
の
狙
い

同
事
業
の
制
度
的
仕
組
み

2

公
的
土
地
取
得
と
そ
の
現
実

川
超
過
収
用
と
そ
れ
を
め
ぐ
る
対
抗

凶
収
用
補
償
と
そ
れ
を
め
ぐ
る
対
抗

3

不
動
産
建
設
の
状
況
と
賃
貸
不
動
産
市
場
の
構
造
変
化

川
オ
ス
マ
ン
・
タ
イ
プ
の
不
動
産
建
設
の
メ
カ
ニ
ズ
ム

間
も
う
一
つ
の
住
宅
市
場
と
二
つ
の
住
宅
市
場
の
相
魁
(
以
上
、
本
号
)

第
二
帝
政
期
の
高
家
賃
問
題
と
制
度
改
革
要
求

論

第
二
帝
政
期
の
都
市
改
造
事
業
と
賃
貸
不
動
産
市
場

具
体
的
に
は
、

オ
ス
マ
ン
の
都
市
改
造
事
業
の
歴
史
的
意
義
が
住
宅
問
題
と
い
う
観
点
か
ら
検
討
さ
れ
る
。

本
節
の
課
題
は
、
第
二
帝
政
期
の
都
市
改
造
事
業
が
住
宅
問
題
と
建
物
賃
貸
借
関
係
に
及
ぼ
し
た
影
響
を
分
析
す
る
こ
と
で
あ
る
。
よ
り

こ
の
観
点
か
ら
眺
め
る
場
合
に
ま
ず
も
っ
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、

オ
ス
マ
ン
に
よ
る
パ
リ
改
造
事
業
の
遂
行
が
、

家
賃
高
騰
を
も
た
ら
し
、
建
物
所
有
者
と
賃
借
入
と
の
対
抗
関
係
を
激
化
さ
せ
た
こ
と
で
あ
る
。
家
賃
高
騰
の
原
因
は
、
直
接
的
に
は
、
都

か
つ
て
な
い
激
し
さ
で
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心
部
に
お
け
る
道
路
開
設
等
の
事
業
実
施
に
よ
っ
て
大
量
の
労
働
者
住
宅
の
取
壊
し
が
生
じ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
事
業
の
過
程
で
そ
れ
に

見
合
う
量
の
労
働
者
住
宅
の
供
給
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
あ
る
。
し
か
し
、

そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
さ
ら
に
注
意
す
べ
き
は
、

オ
ス
マ

一九世紀フランスにおける建物賃貸借とオスマンのパリ改造事業 (2)

そ
の
よ
う
な
短
期
的
な
労
働
者
住
宅
の
供
給
不
足
を
生
じ
さ
せ
た
だ
け
で
な
く
、
賃
貸
不
動
産
市
場
の
構
造
変
化
を
も
た
ら

し
、
そ
の
結
果
、
よ
り
長
期
的
・
構
造
的
な
労
働
者
住
宅
供
給
不
足
の
原
因
に
な
っ
た
と
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
賃
貸
不
動
産
市
場
の
構

(
1
)
 

造
変
化
と
は
、
端
的
に
い
え
ば
、
住
宅
を
「
他
と
同
様
の
一
の
商
品
ロ
ロ
m
呂田『円

E
E回
目
巾
円
。
自
四
国
巾
一
巾
回
国
ロ
丹
『

2
」
と
捉
え
る
賃
貸
住
宅
市
場

ン
の
事
業
は
、

の
成
立
で
あ
る
。

か
か
る
問
題
関
心
を
中
心
と
し
つ
つ
、
以
下
、
オ
ス
マ
ン
の
パ
リ
改
造
事
業
の
内
容
と
歴
史
的
意
義
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
こ
の

事
業
は
、
大
き
く
は
、
公
共
団
体
に
よ
る
公
的
土
地
取
得
と
、
そ
の
後
の
私
人
へ
の
再
売
却
と
私
人
に
よ
る
建
物
建
設
と
の
二
つ
の
局
面
に

そ
の
検
討
に
入
る
前
に
、
素
描
に
止

分
か
れ
る
の
で
、
以
下
で
も
こ
の
二
つ
に
分
け
て
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
(
↓

2
、

3
)
。
し
か
し
、

ま
ら
ざ
る
を
え
な
い
と
は
い
え
、
事
業
の
概
要
を
述
べ
て
お
く
の
が
適
当
で
あ
ろ
う
(
↓

1
)
。

(
1
)
こ
の
表
現
は
、
河
口
問
問
『

pzg尽
の
己
何
回
目
〉
Z
0
・
3も
ミ
言
語
ミ
』

R
a
g
s
-ト
8
3
h
s
s
E
な

h司
書
ミ
臼

S
三
室
宇
室
町
内
ヘ
』
色
。
I
H
忠
弘
ト

C
5口
同
巾
円
円
?
戸
市
山
畑
山
一
寸
・
匂
・
句
。
か
ら
採
っ
た
も
の
で
あ
る
。
後
に
検
討
す
る
よ
う
に
、
こ
の
表
現
は
、
な
お
補
足
を
必
要
と
す
る
と
は
い
え
、
事
態

の
本
質
を
的
確
に
捉
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

オ
ス
マ
ン
に
よ
る
パ
リ
改
造
事
業
|
|
そ
の
概
要

北法46(4・59)793

1 

事
業
の
概
要
と
そ
の
狙
い

一
八
五
三
年
六
月
一
一
一
一
目
、
時
の
皇
帝
ナ
ポ
レ
オ
ン
三
世
は
、
男
爵
オ
ス
マ
ン

(
回
向
。
ロ
の

g
『
岡
市
印
。
開
口
間
宮
内
国

E
目
的
自
白
ロ
ロ
)

を
パ
リ
行
政



説

の
最
高
責
任
者
で
あ
る
セ

l
ヌ
県
知
事
に
任
命
し
た
。
オ
ス
マ
ン
は
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
三
世
の
意
を
受
け
て
直
ち
に
懸
案
の
本
格
的
な
パ
リ
改

造
事
業
に
取
り
か
か
り
、
知
事
選
任
の
年
一
八
五
三
年
に
は
、
ス
ト
ラ
ス
ブ
ゥ
ル
大
通
り
開
設
等
の
工
事
が
開
始
さ
れ
る

(
な
お
、

リ
ヴ
ォ

北法46(4・60)794

言命

リ
通
り
の
延
長
工
事
は
そ
の
前
年
一
八
五
二
年
か
ら
始
ま
っ
て
い
た
)
。
そ
し
て
、
第
二
帝
政
が
崩
壊
す
る
直
前
の
一
八
七

O
年
一
月
に
オ

ス
マ
ン
が
解
任
さ
れ
る
ま
で
、
パ
リ
の
全
域
を
対
象
と
す
る
大
規
模
な
都
市
改
造
事
業
が
展
開
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
有
名
な
オ
ス
マ

(
2
)
 

ン
の
パ
リ
改
造
事
業
で
あ
る
。
第
二
帝
政
期
に
お
い
て
は
、
パ
リ
に
限
定
さ
れ
ず
、
地
方
の
大
都
市
|
|
リ
ヨ
ン
、
マ
ル
セ
イ
ユ
、
ル
・
ア

l

(
3
)
 

ヴ
ル
、
ル
ア
ン
:
:
:
|
|
に
お
い
て
も
大
規
模
な
都
市
改
造
事
業
が
実
施
さ
れ
た
。
し
か
し
、
そ
の
規
模
の
点
で
も
歴
史
的
意
義
の
点
で
も
、

オ
ス
マ
ン
に
よ
る
パ
リ
改
造
事
業
は
、
群
を
抜
い
た
存
在
で
あ
っ
た
。

(
4
)
 

そ
れ
以
前
の
時
代
に
、
パ
リ
に
お
い
て
都
市
改
造
事
業
が
存
在
し
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
事
業
は
、
多
か
れ
少

な
か
れ
部
分
的
な
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
オ
ス
マ
ン
の
事
業
は
、
パ
リ
全
域
を
対
象
に
し
た
と
い
う
規
模
の
点
で
も
、

道
路
開
設
に
限
定
さ
れ
ず
多
様
な
都
市
基
盤
整
備
が
行
な
わ
れ
た
と
い
う
対
象
の
点
で
も
、

そ
れ
ま
で
の
事
業
と
は
質
的
に
異
な
る
も
の
で

あ
っ
た
。
パ
リ
の
現
在
の
都
市
構
造
は
、
ま
さ
に
こ
の
事
業
を
通
じ
て
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

(
5
)
 

オ
ス
マ
ン
の
パ
リ
改
造
事
業
は
、
複
合
的
な
狙
い
を
持
っ
て
い
た
。
ま
ず
、
こ
の
事
業
の
一
般
的
背
景
に
は
、

い
ま
だ
中
世
の
都
市
構
造

を
保
持
し
て
い
た
パ
リ
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
中
心
に
ふ
さ
し
い
近
代
都
市
と
し
て
抜
本
的
に
改
造
し
美
化
す
る
と
い
う
政
治
的
な
要
請
が
あ
っ

た
。
オ
ス
マ
ン
の
事
業
は
、
第
二
帝
政
の
威
信
を
賭
け
て
、
パ
リ
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
中
心
都
市
と
し
て
改
造
す
る
こ
と
を
狙
い
と
し
た
の
で

あ
る
。
こ
の
事
業
は
ま
た
、
治
安
政
策
的
な
意
義
を
有
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
パ
リ
民
衆
の
蜂
起
の
際
に
し
ば
し
ば
バ
リ
ケ
ー
ド
戦
の
舞

台
と
な
っ
た
パ
リ
の
狭
隆
な
街
路
を
拡
幅
し
て
、

そ
の
よ
う
な
抵
抗
の
拠
点
を
事
前
に
潰
す
こ
と
は
、
当
時
の
為
政
者
の
重
要
な
関
心
事
だ

っ
た
の
で
あ
る
。
他
方
、
産
業
革
命
期
を
迎
え
て
い
た
当
時
の
資
本
主
義
に
と
っ
て
、
首
都
に
お
い
て
大
量
の
輸
送
能
力
を
確
保
し
う
る
よ

う
道
路
を
開
設
し
交
通
網
を
整
備
す
る
こ
と
は
、
産
業
基
盤
整
備
の
観
点
か
ら
も
重
要
な
課
題
で
あ
っ
た
。
オ
ス
マ
ン
の
パ
リ
改
造
事
業
は
、



こ
の
時
期
同
時
に
進
め
ら
れ
た
全
国
的
な
鉄
道
網
整
備
と
同
様
に
、
資
本
主
義
の
基
盤
を
整
備
す
る
産
業
政
策
と
し
て
の
意
義
を
有
し
て
い

る
。
ま
た
よ
り
短
期
的
に
は
、
当
時
の
産
業
構
造
の
中
で
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
た
建
築
産
業
に
対
し
て
仕
事
の
場
を
提
供
し
、
そ
れ
を

通
じ
て
建
設
労
働
者
に
就
業
機
会
を
提
供
す
る
と
い
う
労
働
政
策
的
な
狙
い
も
無
視
し
え
な
い
も
の
が
あ
る
。
さ
ら
に
も
う
一
点
指
摘
し
な

一九世紀フランスにおける建物賃貸借とオスマンのパリ改造事業 (2) 

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
当
時
き
わ
め
て
深
刻
な
社
会
問
題
と
な
っ
て
い
た
住
宅
の
非
衛
生
性
|
|
そ
れ
は
パ
リ
都
心
部
に
お
い
て
と
り

(
6
)
 

わ
け
顕
著
で
あ
っ
た
ー
ー
へ
の
対
処
で
あ
る
。
別
の
機
会
に
検
討
し
た
よ
う
に
、
一
八
五

O
年
四
月
二
二
日
の
「
非
衛
生
住
宅
の
衛
生
化

は
、
ま
さ
に
こ
の
問
題
へ
の
対
応
を
定
め
る
最
初
の
立
法
と
し
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
非

に
関
す
る
法
律
」
(
一
八
五

O
年
法
)

衛
生
性
が
問
題
と
な
る
街
区
の
改
造
は
、

そ
こ
で
も
一
つ
の
対
処
策
と
し
て
定
め
ら
れ
て
い
た
。
実
際
、
十
分
な
採
光
と
通
風
を
確
保
す
る

た
め
に
広
い
幅
員
を
擁
す
る
街
路
を
開
設
す
る
こ
と
は
、
公
衆
衛
生
論
者
が
都
市
の
衛
生
化
の
た
め
に
長
年
に
わ
た
っ
て
要
求
し
て
き
た
課

題
で
あ
っ
た
。
オ
ス
マ
ン
の
事
業
が
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
も
重
要
な
意
義
を
有
し
た
こ
と
は
、
疑
い
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

も
う
少
し
具
体
的
に
事
業
の
内
容
を
見
て
お
く
と
、
こ
の
事
業
は
三
期
に
分
け
て
実
施
さ
れ
た
。
ま
ず
、

一
八
五
二
年
に
始
ま
る
第
一
期

事
業
に
お
い
て
、

ナ
ポ
レ
オ
ン
一
世
時
代
か
ら
の
懸
案
で
あ
っ
た
パ
リ
を
南
北
、
東
西
に
貫
通
す
る
道
路
が
完
成
す
る
。

ス
ト
ラ
ス
ブ
ウ
ル

大
通
り
、

セ
バ
ス
ト
ポ
ル
大
通
り
、

サ
ン
・
ミ
シ
ェ
ル
大
通
り
と
い
う
パ
リ
を
南
北
に
貫
く
幹
線
道
路
、

リ
ヴ
ォ
リ
通
り
、

サ
ン
・
タ
ン
ト

ワ
ヌ
通
り
と
い
う
パ
リ
を
東
西
に
貫
く
幹
線
道
路
が
開
設
ま
た
は
拡
幅
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
パ
リ
の
新
た
な
交
差
軸
(
円
「
o-
怠
巾
)

の
形
成
で

あ
る
。
さ
ら
に
、
行
政
機
能
集
中
の
た
め
に
、
シ
テ
島
の
ほ
と
ん
ど
全
面
的
な
取
壊
し
に
よ
る
官
庁
街
へ
の
改
造
も
実
施
さ
れ
た
。
こ
の
よ

一
八
五

う
に
、
第
一
期
事
業
は
、

パ
リ
都
心
部
の
楓
密
な
旧
市
街
地
を
対
象
と
し
、
大
量
の
既
存
建
物
の
取
壊
し
を
伴
い
つ
つ
進
行
し
た
。

北法46(4・61)795 

八
年
に
始
ま
る
第
二
期
事
業
お
よ
び
一
八
六

0
年
代
半
ば
か
ら
始
ま
る
第
三
期
事
業
は
、

い
ず
れ
も
、
都
心
部
で
の
事
業
も
含
み
つ
つ
、

そ

れ
以
上
に
、
パ
リ
外
縁
部
に
お
け
る
都
市
基
盤
整
備
お
よ
び
都
心
部
と
外
縁
部
を
結
ぶ
道
路
開
設
を
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ

ノ

l
ル
大
通
り
、

う
に
し
て
、
第
二
期
事
業
に
お
い
て
は
、
プ
ラ
ン
ス
|
ウ
ジ
エ
ヌ
大
通
り

(
現
在
の
ヴ
ォ
ル
テ

l
ル
大
通
り
)
、

マ
ル
ゼ



説

ル
ブ
大
通
り
そ
し
て
サ
ン
・
ミ
シ
ェ
ル
大
通
り
の
開
設
な
ど
が
な
さ
れ
、
第
三
期
事
業
に
お
い
て
は
、

オ
ス
マ
ン
大
通
り
、

オ
ペ
ラ
大
通
り
、

サ
ン
・
ジ
エ
ル
マ
ン
大
通
り
、

レ
ン
ヌ
通
り
、

ゲ
イ
・
リ
ュ
サ
ッ
ク
通
り
の
開
設
な
ど
が
な
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
事
業
に
よ
っ
て
開
設

吾也
白岡

さ
れ
た
街
路
の
両
側
に
は
、

オ
ス
マ
ン
・
タ
イ
プ
と
呼
ば
れ
る
中
高
層
で
石
造
の

(
よ
り
正
確
に
は
、
高
級
な
建
築
資
材
で
あ
る
「
切
り
出

し
石
材
宮
内
『

Z
号

Z
E
E
で
建
造
さ
れ
た
)
美
麗
な
建
物
が
立
ち
並
ぶ
こ
と
に
な
る
。

道
路
開
設
と
と
も
に
、
街
路
相
互
を
接
続
し
交
通
を
確
保
す
る
た
め
の
多
く
の
公
共
広
場
の
整
備
、
公
共
建
築
物
の
建
設
(
区
役
所
の
建

物
の
新
築
、
中
央
市
場
の
整
備
:
:
:
)

も
進
め
ら
れ
た
。
さ
ら
に
、
公
園
・
緑
地
の
整
備
も
進
め
ら
れ
た
。
都
心
部
に
お
い
て
は
チ
ュ
イ
ル

リ

l
公
園
、

リ
ュ
ク
サ
ン
プ

l
ル
公
園
の
整
備
が
行
な
わ
れ
、
外
縁
部
に
お
い
て
は
ピ
ュ
ッ
ト
・
シ
ョ

l
モ
ン
公
園
、

モ
ン
・
ス
リ
公
園
が

建
設
さ
れ
た
σ

ブ
ロ

l
ニ
ュ
の
森
、

ヴ
ァ
ン
サ
ン
ヌ
の
森
の
整
備
が
行
な
わ
れ
た
の
も
こ
の
事
業
の
中
に
お
い
て
で
あ
る
。
ま
た
、
上
水
道

設
備
・
下
水
道
体
系
が
確
立
さ
れ
、

ガ
ス
燈
設
置
に
見
ら
れ
る
都
市
設
備
の
整
備
も
進
め
ら
れ
た
。

(
2
)
オ
ス
マ
ン
の
パ
リ
改
造
事
業
に
つ
い
て
は
多
く
の
文
献
が
あ
る
。
オ
ス
マ
ン
の
伝
記
を
中
心
と
す
る
も
の
と
し
て
、
。

g
a
g
F〉問。
Z
N
F
E

守白、
s
h
E
a苦
言
苫
、
日
ν
国『四回、旬。
E
H
E
E
P
H
m
w
ω
N・
。
合
同
『
門
戸
「
〉
宮
内
『
回
開
唱
同
日
定
的
師
苦
言
噌
持
、
可
司
、
内
町
弘
、
』
V白唱団師、

E
Z
P
H
J
h凶阿国呂田ユロ口、

Hmwm∞一

2
q
z

〉
ロ
円
四
芯
↓
。
口
、
コ
，
APE-
町
E
h白
書
室
SU
白『
EhBS
雪
印
同
町
喜
色
町
喜
一
宮
『
問
、
門
司
§
き
ミ

hHH台、白
5
珪
色
町
室
内
・
司
MEM-
。ユロ門日・

H句
、
口
一
』
巾
白
ロ
ロ
開
閉
め
〉
開
閉
岨
同
白
ま
的
・

苦
白
雲
-
E
h
-
s
.
3
雪
印
町
内
幸
色
町
き
一
、
言
、
司
副
『
5
・司巾『コロ・

5
斗
∞
・
な
ど
が
あ
る
が
(
こ
の
中
で
は
、
戸
〉
EWJ「
自
の
著
書
の
利
用
価
値
が
最
も
世
間
い
と

思
わ
れ
る
)
、
本
稿
の
問
題
関
心
か
ら
は
、
第
二
帝
政
期
の
パ
リ
の
地
価
動
向
を
分
析
す
る
古
典
的
テ

l
ズ
で
あ
る
冨

E
コ
2
国〉

E
者
〉
の

5
・
h
a

ミ
苛
む
き
さ
き
:
こ
ミ
S
Kぬ
こ
ミ
白
苦
h
R
E
5
e
ζ
g
h
H
Uも
9
5
2
5・∞
D
n
・
5
5
広三
-Fア
5

3
第
二
帝
政
期
の
公
共
事
業
の
検
討

の
中
で
オ
ス
マ
ン
の
パ
リ
改
造
事
業
に
も
詳
し
く
触
れ
る

FOE-目
。

-
2
8・
宮
、
qEHH4Hhhaa
き
g
ま
吉
乞
S

E

M
尽
き
色
町
幸
三
R

5
・
2
『
F

Eσ
『
ど
『
巾
と
呂
田
口
品

n
o
-
-
P
E印
N
社
会
史
的
に
パ
リ
の
都
市
形
成
史
を
扱
う
』

g
ロ
去
の
と
F
E
E
-
E
5・
E
又
志
へ
』

E
N
H
∞
U
J
S
S・-よ『
Z-

Eσ
『
包
コ
巾
因
。
口
。
『
b
n
F即日目】
5

P

E
斗
。
・
な
ど
が
有
益
で
あ
る
。
ま
た
、
近
時
の
文
献
と
し
て
は
、
概
説
書
で
は
あ
る
が
、

2
2
2
8
∞
C
C
回目
F

Foz-hh旬
S
守
的
室
、
忍
苦
門
司
自
営
し
円
片
岡
町
包
吟
【
問
、

C円
vu
ミタ

HmxwN・℃
-
H
H
N
2
2ミ
・
・
∞
市
吋
ロ
国
『
品
宮
〉
同
わ
司
〉
z
u・』
VB3?
と
伺
室
、
問
、
定
ま
同
誌
』
』
同
・
開
E
2
0
5
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一九世紀フランスにおける建物賃貸借とオスマンのパリ改造事業 (2)

門
田

Eω2Ffsmwω
・
司
。

U
2
2
z
a
が
、
い
ず
れ
も
鋭
い
ま
と
め
方
を
提
示
し
て
お
り
、
参
考
に
な
る
。
な
お
、
オ
ス
マ
ン
自
身
の
回
想
録
と
し
て
、

国
〉
己
的
∞
戸
Ez--h-き
S
S
M
-
ω
g
-
P
司
R
F
5
2
2
国
E
R
P
5
2
3
H∞
8
・
が
あ
り
、
第
三
巻
が
パ
リ
改
造
事
業
を
扱
う
。
こ
の
第
三
巻
の
部
分

は、

E
三
3
0開
玄

ozn〉
Z
2
ハ

U
Z
E
Eロ
宮
〉
国
O
C
叶
亡
、
ミ
g
E
匂
ミ
室
町
g
a苦
S
F
E
-
t
c
g
ω
何回以山〉玄
l

河
口
忌
む
N
に
再
録
さ
れ
て
お
り
、

本
稿
で
は
こ
れ
を
用
い
た
。
さ
ら
に
、
邦
語
の
文
献
と
し
て
は
、
富
永
茂
樹
「
オ
ス
マ
ン
と
パ
リ
改
造
事
業
」
河
野
健
二
編
『
フ
ラ
ン
ス
・
ブ

ル
ジ
ョ
ワ
社
会
の
成
立
』
(
岩
波
書
庖
、
一
九
七
七
年
)
所
収
、
ハ
ワ

l
ド
・
サ

i
ル
マ
ン
/
小
沢
明
訳
『
パ
リ
大
改
造
・
オ
ス
マ
ン
の
業
績
』

(
井
上
書
庖
、
一
九
八
三
年
)
、
羽
貝
正
美
「
第
二
帝
政
と
パ
リ
都
市
改
造
」
東
京
都
立
大
学
法
学
会
雑
誌
二
六
巻
一
号
(
一
九
八
五
年
)
な
ど

が
あ
る
。

(3)
〈
♀

F
E
E
-∞
の
】
同
〉
悶
0
・
h足
、
言
、
き
町
内
ヘ
谷
、
向
者
-
H
N
Y
N
S
I
N
g
L
2
0『
S
2
∞
O
C
同
H
F
E
Z
-
S司
、
白
、
き
た
へ
N〉
司

H
N
ω
2
2ミ
・
本
稿
で
は
、
資
料

的
制
約
も
あ
り
検
討
の
対
象
を
パ
リ
に
限
定
す
る
が
、
そ
こ
で
指
摘
さ
れ
る
家
賃
高
騰
や
そ
れ
に
伴
う
都
市
民
衆
の
都
心
部
か
ら
の
排
除
な
ど

の
問
題
点
は
、
他
の
大
都
市
に
お
い
て
も
基
本
的
に
は
同
様
に
妥
当
す
る
も
の
と
考
え
て
よ
い
。

(
4
)
オ
ス
マ
ン
以
前
の
パ
リ
改
造
事
業
に
つ
い
て
は
、

5
2
0『
g
c
室
戸
-
E
3
.
M
S
S
S
E
h
H
2
5
冶
言

R
N
m
E
唱
亡
官
同
E
こ
R
A
E
a
r
s『町内・

E
『
戸
少
足
。
∞
・
に
お
い
て
、
「
オ
ス
マ
ン
の
先
駆
者
」
と
題
す
る
一
章
が
設
け
ら
れ
て

(3・
ωο?ω
∞
ご
詳
し
い
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
。

(5)
以
下
に
指
摘
す
る
事
業
の
狙
い
と
意
義
は
、
網
羅
的
に
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
多
く
の
研
究
室
百
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
冨

-
E
R回巧
R
5・
S
ミ
P
ぎ
た
へ
Nト
司
斗

-UFDE訟
の
H
E
問。-svsw
き
な
豆
、
司

-HHめ
-
L
3
5
m
の
と

F
E
問。-
S
Y白
・
き
な
さ
・
司
・

ω0

2
2
2固
な
ど
を
参
照
。
当
時
の
為
政
者
の
直
接
の
言
と
し
て
は
、
必
ず
し
も
明
瞭
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
〉
=
四
5
Z
U何

回

2
2
5戸
S
H
3・
5
同町、
3
・目
y
E
H・
(
フ
ラ
ン
ス
の
核
と
し
て
の
パ
リ
の
美
化
、
衛
生
化
の
必
要
性
を
説
く
ナ
ポ
レ
オ
ン
三
世
の
言
、
交
通
網

確
立
の
必
要
性
を
説
く
オ
ス
マ
ン
の
言
な
ど
を
伝
え
て
い
る
γ
司
口
開
玄

ozn〉
Z
2
わ
『
コ
回
江
田
口
冨
〉

zoc
↓-
Sミ
白
・
き
た
へ
G
・
u
・
5
。
・
(
治
安
対
策
、

衛
生
対
策
の
観
点
か
ら
自
己
の
事
業
の
意
義
を
捉
え
る
オ
ス
マ
ン
の
言
を
伝
え
て
い
る
)
な
ど
を
参
照
。

(
6
)
吉
田
克
己

J
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
住
宅
問
題
と
法
口
」
法
政
理
論
二

O
巻
四
号
(
一
九
八
八
年
)
。
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(2) 

事
業
の
制
度
的
仕
組
み

こ
の
都
市
改
造
事
業
の
制
度
的
仕
組
み
は
、

そ
れ
ほ
ど
複
雑
で
は
な
い
。
事
業
の
進
行
は
、
大
き
く
は
二
つ
の
局
面
に
区
別
さ
れ
る
。
ま



説

ず
第
一
に
、
公
的
主
体
(
パ
リ
市
)

が
事
業
に
必
要
な
範
囲
の
土
地
・
不
動
産
を
取
得
す
る
。
そ
の
た
め
の
法
的
手
段
と
し
て
収
用
制
度
が

活
用
さ
れ
る
。
取
得
し
た
土
地
・
不
動
産
に
つ
い
て
は
、
公
的
主
体
に
よ
る
土
地
整
備
(
不
動
産
の
取
壊
し
ゃ
、
道
路
部
分
お
よ
び
そ
れ
に

論

が
行
な
わ
れ
る
。
第
二
に
、
整
備
さ
れ
た
建
築
用
地
は
、
私
人
に
再
売
却
さ
れ
、

面
し
た
建
築
用
地
部
分
の
整
備
)

そ
の
上
の
建
物
建
築
は
、

私
的
建
設
者
に
委
ね
ら
れ
る
。

」
の
都
市
改
造
事
業
に
お
い
て
鍵
と
な
る
考
え
方
は
、
収
用
権
を
活
用
し
た
公
的
主
体
の
土
地
取
得
が
、
狭
義
の
道
路
用
地
に
限
定
さ
れ

る
こ
と
な
く
、
そ
の
後
背
地
も
含
め
た
、
よ
り
広
い
範
囲
で
行
な
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
超
過
収
用
」
が
広
汎
に
活
用
さ
れ
た

の
で
あ
る
。
超
過
収
用
の
対
象
に
な
っ
た
土
地
は
、
右
に
触
れ
た
よ
う
に
、
整
備
実
施
後
に
私
的
セ
ク
タ
ー
に
再
売
却
さ
れ
る
。
こ
こ
に
は

す
で
に
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
フ
ラ
ン
ス
土
地
整
備
法
制
の
特
徴
的
考
え
方
の
一
つ
を
形
作
る
〈
公
的
土
地
取
得
l
整
備
|
再
譲
渡

V
シ

(
7
)
 

ス
テ
ム
を
、
そ
の
端
緒
的
な
形
態
に
お
い
て
見
出
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ
の
シ
ス
テ
ム
は
、
少
な
く
と
も
理
論
的
に
は
、
事
業
に
由
来
す
る
開
発
利
益
(
以
下
で
は
、

フ
ラ
ン
ス
で
広
く
用
い
ら
れ
る
表
現
に
従

っ
て
「
増
価

1
5
1〈
即
日
ロ

2
」
の
語
を
用
い
る
こ
と
が
多
い
)
を
公
的
事
業
実
施
主
体
(
パ
リ
市
)
が
回
収
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
。
す

な
わ
ち
、
超
過
収
用
が
増
価
を
排
除
し
た
補
償
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
、
か
っ
、
超
過
収
用
し
た
部
分
が
整
備
後
の
増
価
を
含
め
た
価
格
に
よ

っ
て
再
売
却
さ
れ
る
な
ら
ば
、
事
業
主
体
で
あ
る
パ
リ
市
は
、
増
価
に
対
応
す
る
金
銭
的
利
益
を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
他

方
、
事
業
実
施
主
体
が
、
整
備
後
の
建
築
用
地
を
増
価
を
排
除
し
た
安
い
価
格
に
よ
っ
て
再
売
却
し
、
そ
の
こ
と
を
通
じ
て
エ
ン
ド
・
ユ
ー

ザ
ー
に
安
価
に
住
宅
を
提
供
す
る
と
い
う
政
策
を
選
択
す
る
こ
と
も
論
理
的
に
は
可
能
で
あ
る
。
そ
の
場
合
に
は
、
公
的
土
地
取
得
シ
ス
テ

ム
を
活
用
し
て
、
こ
の
事
業
の
中
で
す
で
に
社
会
住
宅
政
策
が
実
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
実
際
の
オ
ス
マ
ン
の
事

業
に
お
い
て
は
、
こ
の
い
ず
れ
の
可
能
性
も
現
実
化
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
超
過
収
用
の
仕
組
み
が
現
実
に
ど
の
よ
う
な
機
能
を
果
た
し

た
か
は
、
以
下
で
の
検
討
の
一
つ
の
重
要
な
問
題
関
心
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
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以
上
の
事
業
費
用
は
、
事
業
実
施
主
体
た
る
パ
リ
市
が
負
担
す
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
事
業
の
た
め
に
は
一

O
億
フ
ラ
ン
単
位
で
の
支
出

オ
ス
マ
ン
が
知
事
に
就
任
し
た
当
時
の
パ
リ
市
の
財
政
規
模
は
、
通
常
経
費
と
特
別
経
費
を

(
8
)
 

合
わ
せ
た
全
体
で
も
年
間
五

0
0
0
万
フ
ラ
ン
程
度
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
市
財
政
の
通
常
の
余
剰
の
中
か
ら
事
業
費
を
捻
出
し
て
い

が
必
要
な
も
の
と
見
込
ま
れ
た
の
に
対
し
て
、

一九世紀フランスにおける建物賃貸借とオスマンのパリ改造事業 (2)

く
の
で
は
、

と
う
て
い
期
待
す
る
規
模
の
都
市
改
造
事
業
を
実
施
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
オ
ス
マ
ン
は
、
固
か
ら
の
補
助
金
獲
得
に
努
め

る
と
と
も
に

(
実
際
、
第
一
期
事
業
に
つ
い
て
は
国
か
ら
膨
大
な
補
助
金
が
注
ぎ
込
ま
れ
た
)
、
基
本
的
に
は
公
債
発
行
に
よ
っ
て
事
業
費

を
確
保
す
る
と
い
う
政
策
を
採
用
し
た
。
す
な
わ
ち
、
市
財
政
の
余
剰
金
だ
け
を
事
業
に
充
て
る
の
で
は
な
く
、
と
も
あ
れ
事
業
費
と
し
て

(9) 

必
要
に
な
る
額
を
公
債
を
組
む
こ
と
で
確
保
し
、
そ
の
利
息
支
払
い
と
償
還
を
市
財
政
の
余
剰
金
か
ら
出
し
て
い
く
、
と
い
う
考
え
方
で
あ

る
。
公
債
の
額
は
巨
額
に
な
る
こ
と
が
当
初
か
ら
予
想
さ
れ
た
が
、
巨
額
の
公
債
を
組
ん
で
も
、
都
市
改
造
事
業
に
よ
っ
て
将
来
の
パ
リ
の

(
叩
)

発
展
が
見
込
め
、
税
収
の
増
加
に
よ
っ
て
市
財
政
も
豊
か
に
な
る
か
ら
、
そ
の
償
還
は
十
分
に
可
能
に
な
る
、
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

一
八
五
二
年
に
創
設
さ
れ
て
い
た
抵
当
貸
付
け
を
行
な
う
金
融
機
関
で
あ
る
ク
レ
デ
ィ
・
フ
ォ
ン
シ
エ

F
2
3
)
が
、
一
八
六

O
年
七
月
六
日
の
法
律
に
よ
っ
て
、
県
、
市
町
村
な
ど
公
共
団
体
に
対
す
る
貸
付
け
を
認
め
ら
れ
て
か
ら
は
、
問
機

(
日
)

関
か
ら
の
融
資
も
事
業
遂
行
の
た
め
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
。

ま
た
、

(

(

V

「
凡
山
内
同
芹
司

O
口
円
同
町
「
島
町

パ
リ
市
が
主
体
と
な
っ
て
直
営
で
事
業
が
実
施
さ
れ
る
ケ

l
ス
で
あ
る
が
、
事
業
の
進
展
の
中
で
、
事
業
実
施
主

(ロ)

体
に
も
変
化
が
生
じ
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
期
の
事
業
は
基
本
的
に
パ
リ
市
の
直
営
で
実
施
さ
れ
た
の
に
対
し
て
、
第
二
期
事
業
以
降

(
日
)

に
な
る
と
、
パ
リ
市
が
民
間
の
会
社
等
に
事
業
の
実
施
を
委
託
し
(
公
土
木
事
業
委
託
契
約

gロ
円
巾
出
回
目
。
ロ
凹
島
市
可
同
〈

E
H
Z
E
2
に
よ
る
)
、

(
U
)
 

民
間
企
業
を
主
体
と
し
て
事
業
が
実
施
さ
れ
る
ケ

l
ス
も
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
民
間
部
門
へ
の
事
業
委
託
の

と
こ
ろ
で
、
以
上
は
、

北法46(4・65)799

場
合
に
は
、
事
業
費
用
は
、
基
本
的
に
は
事
業
受
託
者
で
あ
る
私
的
な
事
業
主
体
が
負
担
す
る
と
と
も
に
、
先
に
示
し
た
①
の
局
面
で
の
土

地
取
得
も
ま
た
、
私
的
事
業
主
体
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
る
。
か
か
る
方
式
の
普
及
は
、

一
面
で
は
パ
リ
市
が
過
大
な
事
業
費
負
担
の
回
避
を



説

(
日
)

試
み
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
が
、
事
業
が
私
的
企
業
の
利
益
に
反
し
て
押
し
つ
け
ら
れ
る
は
ず
は
な
く
、

そ
れ
は
同
時
に
、

後
述
の
よ
う
に
、
事
業
受
託
者
の
利
益
に
も
な
る
方
式
で
あ
っ
た
。

論

(
7
)
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
さ
し
あ
た
り
、
吉
田
克
己
「
総
論
(
フ
ラ
ン
ス
)
|
|
都
市
法
の
論
理
と
歴
史
的
展
開
」
原
田
純
孝
・
広
渡
清
吾
・
士
口

田
克
己
・
戒
能
通
厚
・
渡
辺
俊
一
編
『
現
代
の
都
市
法

l
l
i
ド
イ
ツ
・
フ
ラ
ン
ス
・
イ
ギ
リ
ス
・
ア
メ
リ
カ
』
(
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九

三
年
)
一
七
五
頁
l
一
七
六
頁
を
参
照
。

(8)
の
郎
『
白
『
門
日
目
、
〉
沼
田

!E-sy--
き
た
へ
N
ト
℃
巴
・
そ
し
て
、
現
実
に
も
、
一
七
年
間
の
事
業
に
よ
っ
て
二
五
億
フ
ラ
ン
の
費
用
を
要
し
た
と
い
う
。

S
R
-
司
-
H
ω
C
・

(
9
)
こ
の
よ
う
に
し
て
、
ォ
ス
マ
ン
の
も
と
で
四
回
の
公
債
募
集
が
行
な
わ
れ
た
。
一
八
五
五
年
に
は
六

0
0
0
万
フ
ラ
ン
、
一
八
六

O
年
に
は

一
億
二

0
0
0
万
フ
ラ
ン
、
一
八
六
五
年
に
は
二
億
五

0
0
0
万
フ
ラ
ン
、
一
八
六
九
年
に
は
四
億
フ
ラ
ン
で
あ
る

o
c
b
E
E
「〉

Z
E
E
-

HEt--
℃・]戸。
ω

(
叩
)
い
わ
ゆ
る
「
生
産
的
支
出
」
の
考
え
方
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
財
政
積
極
主
義
に
対
し
て
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
激
し
い
批
判

も
提
起
さ
れ
た
。
こ
の
時
期
の
都
市
改
造
の
事
業
の
財
政
方
式
を
め
ぐ
る
対
立
に
つ
い
て
は
、
の
か
『
白
『
門
戸
F
〉
富
山
間
戸
芯
詳
、
℃
-

H

∞
m
W
2
2
Z
-
一

FDE印
C
H
E
Z
-
S
V吟日・

5hh
ヘ
柱
、
事
己
叶
・
な
ど
参
照
。
同
時
代
人
に
よ
る
批
判
と
し
て
は
、

E
3
2百
戸
守
的
円
言
、
町
内
之
S
E急
室
内
旬
弘
、

ha崎

重

S
F
Cミ
ロ
巴
『

-
R
-
E
2・『
E
H
H
6
2
2
2・
5
J
3・
が
参
照
に
値
す
る
。
ま
た
、
官
甲
水
・
前
掲
注

(2)
二
二
二
頁
l
二
二
三
頁
参
照
。

(
日
)
こ
の
点
に
つ
い
て
よ
り
具
体
的
に
は
、

r
S
2
2
5
〉

F
2
2何
岨
匂
塁

4SHミ
ミ
出
R

ど
な
た
ミ
師
、

H喜
朗
骨
な
礼
町
内
、
hhHHR同
vqsミ
ミ
』
∞
む
ら
定
。
・
開

E'

E
C
ロ凹色巾

nz月
ω・]戸市出∞
ω・同}・叶印巾丹回口同〈・

(
ロ
)
冨
円
E
F虫
色
宮
-hhユ
皇
室
、

F
E
E
ミ
』
令
書

S
F
R
Sき
さ
号
室
、
s
s
R
E
.舎
さ
ご
き
た
苦
言
。
号
、
足
N
2
2
9
2「
F
E
E
S印
島

市

-
.
閉
山
円
。
-
巾
島
市
回
出
回
ロ
宮
川
回
開
門
戸
田
島
市
田
巾
ロ
∞
2
巾
口
市
巾
出
∞
ong-巾MY
]

{

匂∞
N

・司]戸品]戸田

(
日
)
公
共
土
木
事
業
委
託
契
約
は
、
事
業
受
託
者
た
る
私
人
が
事
業
完
成
を
誓
約
し
(
期
間
が
明
示
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
ま
た
、
土
地
整
備
後

の
建
築
に
つ
い
て
も
一
定
期
間
内
の
実
施
が
義
務
づ
け
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
)
、
行
政
庁
が
そ
の
対
価
と
し
て
事
業
に
由
来
す
る
一
定
の
利
益
の

付
与
を
合
意
す
る
契
約
で
あ
る
。
一
定
の
利
益
と
は
、
パ
リ
改
造
事
業
を
念
頭
に
置
い
て
い
え
ば
、
開
設
す
る
道
路
沿
い
の
建
築
用
地
を
取
得

北法46(4・66)800



一九世紀フランスにおける建物賃貸借とオスマンのパリ改造事業 (2)

し
う
る
こ
と
な
ど
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
行
政
庁
か
ら
補
助
金
が
付
与
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
ま
た
、
行
政
庁
が
事
業
実
施
に
当
た
っ
て
行
使
し

う
る
特
権
(
収
用
権
な
ど
)
を
、
事
業
受
託
者
た
る
私
人
も
行
使
し
う
る
。
公
共
土
木
事
業
委
託
契
約
の
制
度
内
容
に
つ
い
て
は
、

E
Cロ
〉
己
-

muon-n室
、
お
一
R
S
Sこ
J

白
色
苦
言
札
之
さ
泣
き
ミ
』
h
t
室
町
立
苦
言
宣
言
町
三
円
。
呂
町

N・
2
『3・

0
5
0
P
H∞斗
0
・司

Nω
叶

2
2
2・
を
参
照
。
ま
た
、

2
Z
H

Z0544開
I
U開

FO同
FB-E
門リミ

E
E
Rミ
tssこ、口市
S
S
H
苫
笠
宮

F
司白コ印
-
C
U
『
曲
目
コ
エ
ロ
Z
『
E
g
g
-
P
E
S
-
3・
2iωN
に
、
パ
リ
市
と

事
業
受
託
者
プ
チ

(FE)
と
の
問
で
一
八
六
二
年
と
一
八
六
五
年
に
締
結
さ
れ
た
事
業
委
託
契
約
(
可
包
広
)
の
詳
し
い
内
容
紹
介
が
あ
り
、

参
考
に
な
る
。

(
M
H
)
n
z江
田
色
白
ロ
↓
o-ν
〉「
O
〈
-
h
ぬ目。
h
n
書
偽
ミ
室
、

ss円F
足
念
芯
札
、
偽
札
ど
ま
苦
白
司
、
円
r
白唱え"的問な沼市

qgs-司
・
司
「
巾
回
目
巾
師
会
ニ
国
司
ロ
ロ
円
】
mwzoロ
Z
え
芯
ロ
丘
町
長
川
印
∞
三
・

g
円冊目司

o--ZEE-E∞
斗
・
官
同
日
仏
-
-
Y
曲目=『

5
Z〉
戸
室
、

RZm-
室
、
言
、
き
た
お
ト
刀
-
N
。
・
パ
リ
改
造
事
業
に
即
し
て
い
え
ば
、
現
実
に
事
業
受
託
者

と
な
っ
た
の
は
、
銀
行
資
本
と
の
強
い
関
係
を
持
ち
資
金
力
に
優
れ
た
民
間
会
社
で
あ
っ
た

o
r
g
E
の〉

F
E
E
-
S言。・

5
R
へN
」
、
右
'

E
H
I
E
N
参
照
。
事
業
受
託
者
の
具
体
的
状
況
に
つ
い
て
は
、
豆
口
『
巾

-
E閉
め

CE-
留
守
白
・
き
な
ヘ
』

N」・司
-Eω
・
も
参
照
。

(
日
)
多
く
の
文
献
が
こ
れ
を
指
摘
す
る
が
、
た
と
え
ば
、
ロ
巳

-
-
2
H
U
Z孟
〉
密
口

-
E
〈
呂
町
母

2
コ∞

ι
m
g
E
r
g『u
s
t
印
EF戸
勾
塁
走

k
g
t室
H

菖

stg-H∞斗()・官。品
N
A凶

2 

公
的
土
地
取
得
と
そ
の
現
実

オ
ス
マ
ン
の
都
市
改
造
事
業
の
第
一
の
局
面
で
あ
る
公
共
団
体
に
よ
る
土
地
取
得
は
、

も
ち
ろ
ん
私
的
所
有
者
と
の
協
議
に
よ
る
場
合
も

そ
れ
が
調
わ
な
い
場
合
に
は
、
最
終
的
に
は
収
用
権
の
行
使
に
よ
っ
て
確
保
さ
れ
る
。
実
際
、
第
二
帝
政
期
は
、
収
用
が

(
日
)

き
わ
め
て
活
発
に
行
な
わ
れ
た
時
期
で
あ
っ
た
。
第
二
帝
政
期
の
土
地
収
用
に
関
す
る
基
本
法
制
は
一
八
四
一
年
五
月
三
日
の
法
律
で
あ
る

少
な
く
な
い
が
、

北法46(4・67)801

が
、
都
市
改
造
事
業
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
い
く
つ
か
の
特
別
立
法
が
存
在
し
た
。
こ
れ
ら
の
立
法
の
適
用
に
よ
る
公
的
土
地
取
得
を
め
ぐ
る

現
実
の
問
題
は
、
と
り
わ
け
次
の
二
つ
の
領
域
に
集
中
し
た
。

一
つ
は
収
用
当
局
の
超
過
収
用
権
限
の
範
囲
の
問
題
で
あ
り
、
他
の
一
つ
は



論

響
を
解
明
す
る
手
が
か
り
を
つ
か
み
た
い
、

と
い
う
の
が
本
稿
の
問
題
意
識
で
あ
る
。

北法46(4・68)802

説

収
用
補
償
の
具
体
的
額
の
決
定
の
問
題
で
あ
る
。
以
下
で
は
、
こ
の
二
つ
の
問
題
領
域
に
お
け
る
法
制
度
と
そ
の
適
用
を
め
ぐ
る
問
題
を
検

討
す
る
。
そ
の
よ
う
な
作
業
の
中
で
、

オ
ス
マ
ン
の
都
市
改
造
事
業
が
賃
貸
不
動
産
市
場
の
構
造
と
り
わ
け
労
働
者
住
宅
市
場
に
与
え
た
影

(
時
)
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
玄

E
ュS
F
P
F
2
5
n
z∞
-
g
y
p
き
た
へ
h
q
-
u
-
y
H

∞∞

Emw・
に
あ
る
、
一
九
世
紀
後
半
期
に
お
け
る
パ
リ
の
収
用
件
数

の
ま
と
め
が
参
考
に
な
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
第
二
帝
政
期
に
は
、
一
八
六
六
年
の
八
四
八
件
を
ピ

l
ク
に
ほ
ぼ
年
間
三

O
O件
程
度
の
収
用

件
数
を
数
え
、
最
低
の
年
(
一
八
六
二
年
)
で
も
二

O
三
件
存
在
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
第
三
共
和
政
期
に
入
る
と
、
収
用
件
数
は
顕
著
に

減
少
し
、
二
桁
の
年
が
多
く
な
る
。

(1) 
(a) 
超
過
収
用
と
そ
れ
を
め
ぐ
る
対
抗

一
八
四
一
年
収
用
法
に
よ
る
収
用
権
の
発
動

」
の
時
期
の
収
用
に
関
す
る
基
本
法
制
は
、

一
八
四
一
年
五
月
三
日
の
「
公
益
事
由
に
基
づ
く
収
用
に
関
す
る
法
律
」
で
あ
る
。
同
法
に

よ
る
収
用
権
発
動
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
ま
ず
整
理
す
る
と
、

ほ
ぽ
次
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
の
特
徴
と
し
て
は
、
不
動
産
所
有
権
の
擁
護
に

最
大
の
関
心
が
払
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

①
収
用
権
を
行
使
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
、
そ
の
目
的
と
な
る
事
業
が
「
公
共
の
利
益

EF--広
言
σ
E
E
m」
に
合
致
し
て
い
る
こ
と
が
必

(η) 

要
で
あ
る
。
公
土
木
事
業
に
つ
い
て
の
そ
の
判
定
は
、
対
象
事
業
の
種
類
に
応
じ
て
、
あ
る
い
は
法
律
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
国
王
の
オ
ル

ド
ナ
ン
ス
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
。
こ
の
振
り
分
け
の
基
本
的
考
え
方
は
、
重
要
な
大
規
模
公
土
木
事
業
は
法
律
に
よ
り
、
小
規
模
な
事
業

に
つ
い
て
は
国
王
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
で
足
り
る
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
国
道
、
運
河
、
鉄
道
等
の
建
設
事
業
は
前
者
に
属
し
、



県
道
や
運
河
・
鉄
道
の
支
線
の
建
設
事
業
は
後
者
に
属
す
る

(
三
条
一
項
、
二
項
)
。
原
則
は
前
者
で
あ
っ
て
、
個
別
の
収
用
権
発
動
に
つ

い
て
も
原
則
と
し
て
立
法
府
の
関
与
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

②
当
該
事
業
の
た
め
に
具
体
的
に
ど
の
土
地
・
不
動
産
に
つ
い
て
収
用
が
な
さ
れ
る
か
は
、
基
本
的
に
行
政
レ
ベ
ル
で
決
定
さ
れ
る
。
具

一九世紀フランスにおける建物賃貸借とオスマンのパリ改造事業 (2)

体
的
に
は
、
知
事
に
よ
っ
て
、
所
有
権
移
転
が
行
な
わ
れ
る
べ
き
所
有
地
お
よ
び
占
有
取
得
が
必
要
と
な
る
時
期
が
指
定
さ
れ
る
(
一
一
条
)
。

③
収
用
権
を
行
使
し
う
る
対
象
は
、
厳
格
に
必
要
な
範
囲
に
限
定
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
収
用
に
関
す
る
普
通
法
の
も
と
で
は
、
超
過
収

用
は
許
容
さ
れ
な
い
。
明
示
の
規
定
は
な
い
が
、
収
用
権
が
例
外
的
に
認
め
ら
れ
る
特
権
で
あ
る
こ
と
か
ら
し
て
、
こ
れ
は
当
然
の
制
限
と

考
え
ら
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、

た
と
え
ば
道
路
開
設
の
公
土
木
事
業
の
場
合
に
は
、
道
路
用
地
、
よ
り
正
確
に
は
道
路
と
私
人
の
土
地

(
時
)

の
境
界
を
定
め
て
い
る
道
路
建
築
線
(
包
何
回

S
巾
ロ
円
)
の
内
側
を
収
用
し
う
る
の
み
で
あ
る
。
収
用
さ
れ
た
土
地
が
道
路
用
地
に
充
て
ら
れ

な
か
っ
た
場
合
に
は
、
旧
所
有
者
に
再
譲
渡
請
求
権
が
認
め
ら
れ
る

(六
O
条
)
。

そ
れ
だ
け
で
は
収
用
に
基
づ
く
所
有
権
移
転

の
効
果
は
生
じ
な
い
。
「
公
共
の
利
益
に
基
づ
く
収
用
は
、
司
法
の
権
威
に
よ
っ
て
生
じ
る
」
(
一
条
)
。
す
な
わ
ち
、
管
轄
裁
判
所
が
収
用

判
決
を
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
、
収
用
の
効
果
H
所
有
権
移
転
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
収
用
の
核
心
で
あ
る
所
有
権
移
転
の
判
断
を
所

④
以
上
の
公
益
認
定
お
よ
び
行
政
レ
ベ
ル
の
収
用
対
象
不
動
産
の
指
定
が
行
な
わ
れ
で
も
、

有
権
の
擁
護
者
と
し
て
の
司
法
裁
判
所
に
委
ね
る
趣
旨
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
に
収
用
手
続
を
行
政
と
司
法
の
二
段
階
に
組
み
立
て
る
考
え
方

は
、
今
日
ま
で
続
く
フ
ラ
ン
ス
収
用
法
制
に
特
徴
的
な
考
え
方
と
な
っ
て
い
る
。

、白

都
市
改
造
事
業
に
お
け
る
超
過
収
用
の
許
容

北法46(4・69)803 

オ
ス
マ
ン
に
よ
る
パ
リ
改
造
事
業
に
お
い
て
は
、
事
業
主
体
で
あ
る
パ
リ
市
は
、
右
の
一
般
法
制
の
も
と
で
の
収
用
権
よ
り

も
強
化
さ
れ
た
収
用
権
を
享
受
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
ず
、
公
益
認
定
に
関
し
て
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
三
世
の
即
位
後
皇
帝
の
権
限
が
拡
大
さ

れ
、
右
の
①
で
見
た
区
別
を
す
る
こ
と
な
く
、
す
べ
て
の
事
業
に
つ
い
て
公
益
性
の
認
定
が
皇
帝
の
デ
ク
レ
に
よ
っ
て
な
さ
れ
う
る
こ
と
に

と
こ
ろ
で
、



説

(
一
八
五
二
年
二
一
月
二
五
日
元
老
院
議
決
印

b
S
E
M・2
ロ

Z
E
四
条
一
項
)
。
こ
の
措
置
は
、
都
市
改
造
事
(
印
)

業
に
の
み
か
か
わ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
現
実
に
は
と
り
わ
け
オ
ス
マ
ン
の
パ
リ
改
造
事
業
の
遂
行
に
と
っ
て
大
き
な
意
味
を
持
っ
た
。

な
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る

吾b、
長岡

と
い
う
の
は
、
農
村
出
身
議
員
が
多
数
を
占
め
た
当
時
の
議
会
は
、
パ
リ
改
造
事
業
に
必
ず
し
も
好
意
的
で
な
か
っ
た
が
、
右
の
措
置
に
よ

っ
て
、
こ
の
よ
う
な
立
法
府
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
受
け
る
こ
と
な
く
上
か
ら
の
事
業
遂
行
が
可
能
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

次
に
、

オ
ス
マ
ン
の
都
市
改
造
事
業
に
お
い
て
は
、
超
過
収
用
さ
ら
に
は
地
帯
収
用
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
を
指

よ
り
重
要
な
点
と
し
て
、

摘
し
う
る
。

フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
超
過
収
用
を
認
め
た
立
法
上
の
犠
矢
は
、
一
八
四
八
年
五
月
三
日
の
「
オ
ラ
ト
ワ

i
ル
広
場
か
ら
サ
ン
・
タ
ン
ト
ワ

l

(
ぬ
)

で
あ
る
。
同
デ
ク
レ
は
、
「
パ
リ
市
は
、
道
路
開
設
匂
2
2自
巾
互
に
よ
っ
て

ヌ
通
り
ま
で
の
リ
ヴ
ォ
リ
通
り
延
長
事
業
に
関
す
る
デ
ク
レ
」

侵
害
さ
れ
る
す
べ
て
の
所
有
地
を
全
体
と
し
て
取
得
し
、
道
路
建
築
線
の
外
部
に
と
ど
ま
る
部
分
を
、
通
風
状
態
の
良
好
な
住
宅
用
家
屋
の

建
設
の
た
め
に
、
分
画
を
し
た
う
え
で
再
売
却
す
る
こ
と
を
認
め
ら
れ
る
L

(

三
条
)

と
規
定
し
た
。
道
路
用
地
に
か
か
る
土
地
全
体
に
つ

い
て
、
道
路
用
地
に
限
定
さ
れ
な
い
超
過
収
用
が
認
め
ら
れ
る
と
と
も
に
、
「
道
路
建
築
線
の
外
部
に
と
ど
ま
る
部
分
」

H

残
地
に
つ
い
て

パ
リ
市
の
自
由
な
再
売
却
権
能
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

(
幻
)

(
↓
例
③
)
が
こ
こ
で
は
排
除
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

つ
い
で
、

一
八
四
一
年
法
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
旧
所
有
者
の
再
譲
渡
請
求
権

一
八
五

O
年
四
月
二
二
日
の
「
非
衛
生
住
宅
の
衛
生
化
に
関
す
る
法
律
」
が
特
別
の
収
用
権
を
定
め
た
。
す
な
わ
ち
、
同
法
は
、

非
衛
生
性
の
原
因
が
住
宅
外
部
の
恒
常
的
原
因
に
由
来
す
る
場
合
、
ま
た
は
非
衛
生
性
の
原
因
が
全
体
工
事
に
よ
っ
て
で
な
け
れ
ば
除
去
で

工
事
界
域
に
含
ま
れ
る
所
有
地
の
全
部
を
収
用
す
る
こ
と
を
可
能
な
も
の
と
定
め
た
の
で
あ
る

き
な
い
場
合
に
は
、

(
一
三
条
)
。

一
{
疋
の

地
域
全
体
の
収
用
を
可
能
す
る
地
帯
収
用
の
考
え
方
の
導
入
で
あ
る
。
事
業
実
施
後
に
道
路
建
築
線
の
外
に
残
る
土
地
は
、
公
開
の
競
り
に

よ
っ
て
売
却
さ
れ
る
。
こ
の
制
度
は
、
右
の
一
八
四
八
年
デ
ク
レ
よ
り
も
一
段
階
進
ん
で
お
り
、
理
論
的
に
は
き
わ
め
て
注
目
さ
れ
る
も
の
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(n) 

で
あ
る
。
た
だ
し
、

そ
れ
が
パ
リ
改
造
事
業
に
お
い
て
ど
れ
だ
け
現
実
に
用
い
ら
れ
た
か
は
、
明
ら
か
で
な
い
。

オ
ス
マ
ン
の
事
業
に
と
っ
て
現
実
的
に
よ
り
重
要
な
意
義
を
持
っ
た
の
は
、

一
八
五
二
年
三
月
二
六
日
の
「
パ
リ
の
街
路
に
関
す
る
デ
ク

一九世紀フランスにおける建物賃貸借とオスマンのパリ改造事業 (2)

レ
」
で
あ
る
。
こ
の
一
八
五
二
年
デ
ク
レ
は
、
先
の
一
八
四
八
年
デ
ク
レ
が
リ
ヴ
ォ
リ
通
り
延
長
事
業
と
い
う
特
定
の
事
業
に
つ
い
て
超
過

(
お
)

そ
の
よ
う
な
限
定
を
付
す
こ
と
な
く
一
般
的
に
パ
リ
の
街
路
の
全
体
に
つ
い
て
超
過
収
用
を
認
め
た
。
た
だ

収
用
を
認
め
た
の
に
対
し
て
、

し
、
そ
の
要
件
な
ど
は
同
一
で
は
な
い
。

①
一
八
五
二
年
デ
ク
レ
は
、
第
一
に
、
固
有
の
道
路
用
地
以
外
の
「
残
地
宮

5
2
5
a
g丹
市
ど
に
つ
い
て
、
「
衛
生
的
な
建
築
物
を
建
設

す
る
の
に
十
分
な
面
積
ま
た
は
形
態
を
有
し
な
い
」
こ
と
を
要
件
と
す
る
収
用
を
認
め
た

(
二
条
一
文
)
。

一
八
四
八
年
デ
ク
レ
の
も
と
で

は
か
か
る
要
件
は
定
め
ら
れ
ず
一
般
的
に
残
地
収
用
が
認
め
ら
れ
て
い
た
か
ら
、

一
八
五
二
年
デ
ク
レ
は
、
こ
の
点
で
要
件
を
絞
っ
た
こ
と

に
な
る
。
し
か
し
、
現
実
に
運
用
に
お
い
て
は
、
収
用
さ
れ
た
残
地
に
併
合
す
る
た
め
に
さ
ら
に
接
続
地
の
収
用
が
行
な
わ
れ
、

か
え
っ
て

広
汎
な
範
囲
で
の
収
用
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
は
、
後
述
す
る
通
り
で
あ
る
。

②
第
二
に
、
同
デ
ク
レ
は
、
道
路
建
築
線
の
外
に
存
在
す
る
不
動
産
も
、
「
不
要
と
判
断
さ
れ
た
旧
公
道
の
廃
止
の
た
め
に
そ
の
取
得
が

必
要
L

で
あ
る
場
合
に
は
、
収
用
の
対
象
と
し
う
る
も
の
と
定
め
た
(
二
条
二
文
)
。
都
市
改
造
事
業
に
よ
っ
て
十
分
な
幅
員
を
擁
す
る
新

し
い
道
路
が
開
設
さ
れ
れ
ば
、
既
存
の
道
路
で
不
要
に
な
る
も
の
も
で
て
く
る
。
し
か
し
、

そ
の
廃
止
は
、

そ
も
そ
も
近
隣
の
不
動
産
所
有

者
の
反
対
に
よ
っ
て
な
か
な
か
困
難
で
あ
り
、

ま
た
廃
止
に
よ
っ
て
生
じ
る
損
害
を
近
隣
所
有
者
に
賠
償
す
る
必
要
性
も
生
じ
て
く
る
。
こ

(
M
H
)
 

そ
の
よ
う
な
困
難
性
を
回
避
す
る
こ
と
を
狙
い
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

の
収
用
の
許
容
は
、

北法46(4・71)805 

③
第
三
に
、
道
路
建
築
線
の
外
で
残
地
と
し
て
取
得
さ
れ
た
土
地
が
そ
れ
自
体
と
し
て
衛
生
的
建
築
物
を
建
設
す
る
の
に
不
十
分
で
あ
る

場
合
に
は
、
協
議
ま
た
は
収
用
に
よ
っ
て
そ
れ
を
接
続
地
に
併
合
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た

(
二
条
三
文
)
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
残
地
の

有
効
活
用
を
図
る
趣
旨
の
制
度
で
あ
る
。
こ
の
③
の
制
度
は
、
①
の
残
地
収
用
制
度
と
あ
い
ま
っ
て
、

オ
ス
マ
ン
の
事
業
の
現
実
の
遂
行
に



説

つ
ま
り
こ
う
で
あ
る
。
①
に
よ
っ
て
残
地
収
用
が
な
さ
れ
れ
ば
、

そ
の
残
地
は
そ
れ
だ
け
で
は
衛
生
的

と
っ
て
重
要
な
機
能
を
果
た
し
た
。

な
建
物
を
建
築
す
る
の
に
不
十
分
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
前
提
に
な
っ
て
い
る
か
ら
、
当
然
に
③
の
規
定
の
適
用
が
可
能
に
な
り
、
接
続
地

論

の
収
用
の
可
能
性
が
生
じ
て
く
る
。
と
こ
ろ
で
、
法
文
か
ら
は
、
接
続
地
所
有
者
が
残
地
の
取
得
に
よ
る
併
合
を
拒
絶
し
た
場
合
に
初
め
て

(
お
)

接
続
地
の
収
用
が
可
能
に
な
る
よ
う
に
解
釈
す
る
の
が
素
直
と
見
え
る
。
し
か
し
、
オ
ス
マ
ン
の
事
業
に
お
け
る
現
実
の
収
用
実
務
に
お
い

て
は
、
接
続
地
所
有
者
が
残
地
取
得
に
よ
る
併
合
を
希
望
す
る
か
否
か
の
意
思
確
認
を
行
な
う
こ
と
を
し
な
い
で
、
当
該
接
続
地
の
収
用
が

行
な
わ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
衛
生
的
な
建
物
建
築
に
不
十
分
な
残
地
と
接
続
地
と
の
併
合
に
は
、
③
接
続
地
所
有
者
が
残
地
を
取
得
す
る
形

と
、
⑥
残
地
を
収
用
し
て
そ
の
所
有
者
と
な
っ
た
公
共
団
体
が
接
続
地
を
取
得
す
る
形
の
二
つ
が
あ
り
う
る
が
、
現
実
の
収
用
実
務
に
お
い

て
は
、

も
っ
ぱ
ら
⑥
の
形
で
の
併
合
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
@
の
形
の
併
合
は
、

そ
れ
だ
け
で
は
利
用
価
値
の
な
い
残
地
の
所
有
者
た
る

公
共
団
体
が
、
そ
れ
自
体
と
し
て
利
用
価
値
の
あ
る
接
続
地
を
併
合
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
き
わ
め
て
大
き
な
特
権
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら

』‘、
a

0

4

匂
し併
合
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
土
地
は
、
新
規
に
開
設
さ
れ
た
道
路
に
面
し
、
不
動
産
建
設
の
た
め
に
十
分
な
面
積
を
有
す
る
条
件
の
よ
い

建
築
用
地
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
当
然
に
相
当
の
増
価
を
期
待
し
う
る
。
パ
リ
市
は
、
こ
れ
ら
の
再
売
却
に
よ
っ
て
増
価
を
わ
が
物
と
し
て
事

業
費
の
一
部
を
回
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
後
述
の
よ
う
に
、

パ
リ
市
は
、
こ
の
土
地
の
売
却
に
建
築
仕
様
に
関
す
る
付

款
を
付
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
私
人
の
建
築
行
為
に
つ
い
て
一
定
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
図
っ
た
。
さ
ら
に
、
併
合
に
よ
る
超
過
収
用
を
通
じ
て

(
お
)

相
当
規
模
の
公
有
地
を
形
成
す
る
こ
と
は
、
そ
の
部
分
の
地
片
の
構
造
再
編
を
可
能
と
し
、
い
わ
ゆ
る
オ
ス
マ
ン
タ
イ
プ
の
不
動
産
建
設
の

た
め
の
重
要
な
基
礎
条
件
を
形
成
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
仮
に
①
の
残
地
収
用
だ
け
で
あ
れ
ば
、
道
路
用
地
以
外
に
公
共
団
体
が
取
得
し
う

る
土
地
面
積
は
そ
れ
ほ
ど
大
規
模
な
も
の
に
は
な
り
え
ず
、
地
片
の
構
造
再
編
は
不
可
能
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、

そ
も
そ
も

残
地
で
は
衛
生
的
な
建
物
の
建
築
は
不
可
能
な
の
で
あ
る
か
ら
、
接
続
地
所
有
者
以
外
に
処
分
す
る
わ
け
に
は
い
か
ず
、

そ
の
再
売
却
に
よ
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る
増
価
の
回
収
や
建
築
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
も
期
待
で
き
な
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
れ
ば
、
接
続
地
の
収
用
に

一九世紀フランスにおける建物賃貸借とオスマンのパリ改造事業 (2) 

よ
る
併
合
が
オ
ス
マ
ン
の
事
業
に
と
っ
て
き
わ
め
て
重
要
な
意
義
を
有
し
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
。

判
超
過
収
用
を
め
ぐ
る
対
抗

し
か
し
、

に
対
し

そ
れ
が
大
き
な
特
権
を
意
味
す
る
だ
け
に
、
右
の
残
地
収
用
(
①
)

と
そ
れ
を
手
掛
か
り
と
す
る
接
続
地
収
用
(
③
)

て
は
所
有
者
側
の
強
い
抵
抗
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
次
の
よ
う
な
判
例
、
立
法
上
の
展
開
に
も
反
映
し
て
い
る
。

ま
ず
、

コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
は
、
残
地
収
用
の
手
続
に
関
し
て
、
道
路
用
地
と
同
様
に
、

一
八
四
一
年
収
用
法
に
基
い
て
、
聴
聞
手
続
等

を
尽
く
し
た
う
え
で
公
益
性
を
認
定
し
て
収
用
を
許
可
す
る
デ
ク
レ
を
制
定
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
旨
を
判
示
し
た

((リ。ロ∞

-
q
田町民
-
N
斗

自
由

Z
H
∞
2
・
-N2・
5
2岨
N
N
品
)
。
そ
れ
ま
で
の
現
実
の
収
用
実
務
に
お
い
て
は
、
道
路
用
地
に
関
す
る
聴
聞
手
続
と
公
益
性
を
認
定
す
る

デ
ク
レ
制
定
は
も
ち
ろ
ん
行
な
わ
れ
る
が
、
そ
こ
で
収
用
さ
れ
る
べ
き
残
地
が
示
さ
れ
る
こ
と
は
ま
ず
な
か
っ
た
。
残
地
収
用
の
必
要
性
と

可
能
性
の
判
断
、
す
な
わ
ち
残
地
が
衛
生
的
建
物
建
築
に
親
し
む
か
ど
う
か
の
判
断
は
、
個
別
の
地
片
調
査
を
経
て
で
な
け
れ
ば
な
し
え
ず
、

道
路
計
画
策
定
時
点
で
は
困
難
だ
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
後
日
に
残
地
収
用
の
必
要
性
が
明
ら
か
に
な
っ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
改
め
て
公

益
認
定
の
デ
ク
レ
が
制
定
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
当
初
の
道
路
用
地
に
関
す
る
デ
ク
レ
で
足
り
る
も
の
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
右

の
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
判
断
は
、

そ
の
よ
う
な
現
実
の
収
用
実
務
の
あ
り
方
を
否
定
し
た
。
法
律
上
は
当
然
と
も
言
え
る
が
、
再
度
の
デ

ク
レ
制
定
す
な
わ
ち
聴
聞
手
続
を
含
め
た
収
用
手
続
の
や
り
直
し
を
余
儀
な
く
さ
せ
る
こ
の
判
決
は
、
収
用
当
局
に
と
っ
て
は
大
き
な
打
撃

で
あ
っ
た
。

北法46(4・73)807

一
八
五
八
年
二
一
月
二
七
日
に
制
定
さ
れ
た
一
八
五
二
年
デ
ク
レ
の
施
行
デ
ク
レ
は
、
収
用
当
局
が
残
地
収
用
を
必
要
と
判
断
す
る
不
動

産
の
部
分
を
聴
聞
手
続
に
服
す
る
収
用
プ
ラ
ン
で
指
示
す
る
も
の
と
し

そ
の
収
用
は
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
議
を
経
る
デ
ク
レ
に
よ
っ
て
の
み
許
可
さ
れ
う
る
も
の
と
し
た

(
一
条
)
、
当
該
不
動
産
の
所
有
者
が
八
日
内
に
収
用
に
異
議
を
述

べ
た
場
合
に
は
、

(
二
条
)
。
先
の
判



説

決
の
よ
う
に
二
重
の
収
用
手
続
を
常
に
強
制
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、

そ
れ
ま
で
の
収
用
実
務
に
比
較
す
る
と
収
用
当
局
の
負
担
は
重
く
な

っ
た
わ
け
で
あ
る
。

論

右
の
一
八
五
八
年
施
行
デ
ク
レ
は
ま
た
、
残
地
の
接
続
地
と
の
併
合
に
関
し
て
、
接
続
地
所
有
者
の
残
地
取
得
意
思
確
認
の
手
続
を
定
め

た
。
す
な
わ
ち
、
収
用
当
局
は
、
先
の
③
の
規
定
に
基
づ
い
て
残
地
と
の
併
合
の
対
象
に
な
る
接
続
地
の
所
有
者
に
対
し
て
、
裁
判
外
の
証

書
に
よ
っ
て
残
地
の
取
得
を
行
な
う
か
否
か
の
意
思
確
認
を
行
な
う
べ
き
こ
と
を
義
務
づ
け
ら
れ
、
接
続
地
所
有
者
が
そ
れ
を
拒
絶
す
る
か

八
日
の
期
間
内
に
回
答
が
な
い
場
合
に
初
め
て
接
続
地
の
収
用
を
行
な
い
う
る
も
の
と
さ
れ
た
の
で
あ
る

(
五
条
)
。
こ
の
規
定
に
よ
っ
て
、

直
ち
に
接
続
地
収
用
に
取
り
か
か
る
従
来
の
収
用
実
務
が
否
定
さ
れ
た
。
そ
の
結
果
、
接
続
地
所
有
者
は
、

そ
の
意
思
が
あ
る
場
合
に
は
、

(
幻
)

道
路
に
面
し
た
残
地
を
取
得
し
て
道
路
開
設
事
業
に
よ
る
増
価
を
確
実
に
わ
が
も
の
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ

れ
も
ま
た
、
先
の
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
判
決
の
影
響
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

以
上
の
諸
措
置
の
な
か
で
も
、
接
続
地
所
有
者
の
意
思
に
必
ず
し
も
拘
束
さ
れ
な
い
接
続
地
収
用
を
否
定
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
パ
リ
市
の

打
撃
は
、
と
り
わ
け
大
き
か
っ
た
。

一
八
五
八
年
、
先
の
施
行
デ
ク
レ
制
定
の
少
し
前
に
、

オ
ス
マ
ン
の
第
二
期
事
業
の
実
施
が
決
定
さ
れ

た
。
そ
こ
で
は
事
業
費
は
一
億
八

0
0
0
万
フ
ラ
ン
と
予
測
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
事
業
費
は
膨
ら
ん
で
、
十
年
後
の
一
八
六
八
年
に
は
四

(
お
)

億
一

O
O
O
万
フ
ラ
ン
と
予
測
が
修
正
さ
れ
た
。
オ
ス
マ
ン
は
、
そ
の
原
因
の
一
つ
に
、

一
八
五
八
年
の
事
業
費
推
定
の
時
点
で
は
先
の
コ

ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
判
決
の
影
響
を
十
分
に
予
測
し
え
な
か
っ
た
こ
と
を
挙
げ
た
。
す
な
わ
ち
、
接
続
地
の
超
過
収
用
か
ら
そ
の
再
売
却
に
よ

っ
て
、
道
路
開
設
事
業
に
伴
う
増
価
を
公
共
団
体
が
取
得
し
て
事
業
費
の
負
担
を
軽
減
す
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
た
の
に
、

(
却
)

は
で
き
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
が
十
分
に

し
か
し
、
以
上
の
よ
う
に
土
地
所
有
権
の
側
か
ら
の
反
撃
に
部
分
的
に
屈
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、

オ
ス
マ
ン
の
事
業
に
お
け
る
超
過
収
用

の
意
義
を
軽
く
見
る
べ
き
で
は
な
い
。
第
一
に
、

そ
の
第
一
期
事
業
に
お
い
て
は
、
接
続
地
所
有
者
の
意
思
を
確
認
し
な
い
超
過
収
用
が
広

北法46(4・74)808



オ
ス
マ
ン
の
事
業
の
核
心
部
分
を
形
成
す
る
も
の

で
あ
っ
た
。
第
二
に
、
先
の
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
判
決
さ
ら
に
は
一
八
五
八
年
施
行
デ
ク
レ
に
よ
っ
て
、
パ
リ
市
が
接
続
地
収
用
の
可
能
性

汎
に
実
施
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
都
心
部
を
主
た
る
対
象
に
し
た
こ
の
第
一
期
事
業
こ
そ
、

を
封
じ
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
認
め
ら
れ
た
の
は
、
接
続
地
所
有
者
に
よ
る
残
地
取
得
の
機
会
を
確
保
す
る
た
め
の
手
続
的
整
備
で
あ
っ

一九世紀フランスにおける建物賃貸借とオスマンのパリ改造事業 (2)

て
、
こ
の
手
続
を
尽
く
し
て
な
お
接
続
地
所
有
者
が
残
地
取
得
の
途
を
選
択
し
な
け
れ
ば
、
パ
リ
市
は
接
続
地
を
収
用
し
う
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
実
際
に
も
、
パ
リ
市
は
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
判
決
さ
ら
に
は
一
八
五
八
年
施
行
デ
ク
レ
制
定
の
の
ち
も
、
接
続
地
収
用
の
方
針

(
鈎
)

を
維
持
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
行
政
側
の
方
針
に
対
抗
し
て
、
接
続
地
所
有
者
が
残
地
を
取
得
し
て
道
路
に
面
し
た
併
合
地
の
所

有
者
に
な
っ
た
ケ

l
ス
も
少
な
く
な
い
で
あ
ろ
う
が
(
先
の
オ
ス
マ
ン
の
見
込
み
違
い
は
そ
の
よ
う
な
所
有
者
の
存
在
を
前
提
と
し
て
い
る
)
、

す
べ
て
の
接
続
地
所
有
者
が
そ
の
方
向
を
選
択
し
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
数
値
的
に
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
て
い
な
い
が
、
併
合
地
を
取
得

し
て
そ
の
経
営
に
当
た
る
よ
り
も
(
そ
の
た
め
に
は
多
額
の
建
物
建
築
資
金
を
確
保
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
)
、
後
述
す
る
よ
う
な
収
用

(
幻
)

む
し
ろ
収
用
さ
れ
る
ほ
う
を
選
ぶ
接
続
地
所
有
者
は
相
当
数
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
第
二
期

補
償
の
高
さ
を
前
提
と
す
れ
ば
、

事
業
以
降
に
お
い
て
も
、
超
過
収
用
は
な
お
意
味
を
持
っ
た
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
口
)
こ
の
観
念
は
旧
制
以
来
の
も
の
で
あ
る
が
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
期
に
は
不
動
産
所
有
権
擁
護
の
立
場
か
ら
「
公
共
の
必
要
性
志
向
内
包
g
Z
u
-
-
G
E巾」

に
改
め
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
後
再
び
「
公
共
の
利
益
」
が
収
用
の
要
件
と
さ
れ
た
。
こ
の
経
緯
と
「
公
共
の
利
益
」
観
念
の

内
容
の
変
遷
は
、
そ
れ
自
体
一
個
の
重
要
な
研
究
対
象
で
あ
り
、
こ
こ
で
そ
の
詳
細
に
立
ち
入
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
り
あ
え
ず
、
こ
こ
で
は
、

近
時
の
有
益
な
研
究
と
し
て
次
の
二
点
を
挙
げ
て
お
く
に
と
ど
め
る
。

-Ngb
図
。
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説

(
時
)
〉

U-間百
-
P
Z
H司、。苫
.
b
な
皇
宮
:
事
司

h・
s・
2
ロ
]
富
山

P
E
N
-
-
E口一
E
Mタ
宮
司
『

5
2
-
m
E
P
E
R
E
N
-
-
苦・

ω
ω
ω
品
・
な
お
、

U
-
E叶

に
よ
れ
ば
、
そ
の
背
景
に
は
、
こ
の
当
時
主
と
し
て
収
用
の
対
象
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
た
の
は
鉄
道
用
地
で
あ
っ
た
と
い
う
事
情
が
あ
る
。

そ
の
場
合
に
は
、
超
過
収
用
が
認
め
ら
れ
な
く
て
も
さ
ほ
ど
の
不
都
合
は
な
い
が
、
面
的
な
都
市
の
改
造
が
問
題
に
な
っ
て
く
る
に
つ
れ
て
、

そ
の
よ
う
な
考
え
方
に
は
問
題
が
感
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

(
四
)
こ
の
意
義
を
強
調
す
る
文
献
と
し
て
、
た
と
え
ば
、
古
ミ

g
s
∞
O
C
同
-FEz-SV浮
き
た
へ

Nト
旬
己
印
一
切
町
吉
田
『
品
冨
〉

R
E
2
0・
S
Y白
・
き
な

ヘN
」
・
目
】
・
∞
。
・
を
参
照
。

(
却
)
な
お
、
超
過
収
用
の
考
え
方
の
端
緒
は
、
一
八
四
二
年
に
当
時
の
パ
リ
参
事
会
議
員
ル
イ
H

オ
ォ
ギ
ュ
ス
ト
・
ラ
ユ

l
ル
が
公
表
し
た
文
書

に
見
出
さ
れ
る

o
F
E
Z
-〉
高
5
丹
市
戸
〉

E
E
-
b
g
B
E望
的
礼
町
宮
口
市
立
民
雲
南

E
S
H富
士
見

g宮
き
害

h
e
S
E』
公
認
。
苦
言
こ
言
、
円
室
崎
町
、
ミ
科
目
礼
町
民

吉
芸
品
目

h
p
Eコ
p-BU『
5
2回
二
巾

(
U
E
E
2・
5
芯

∞

5
・
2
R・
3
・
5
主
ま
た
、
ぎ
』
『
戸
貧
血
円
巾
∞
〉
4
・~川町乏

m
M
Sこ
宣
言
a
a
H
S
H
H
s
e
E

eむ
な
弘
仇
晴
、
日
立
旬
・
日
ν
白コ印・「回
σ『MW
】
『
芯
島
問
。
E

Z
白
E
E
P
]
F
∞
KFhy
司司・

ω
印
Miω
印仏・

(
幻
)
こ
の
デ
ク
レ
に
よ
る
超
過
収
用
承
認
の
意
義
を
強
調
す
る
文
献
と
し
て
、
羽
貝
正
美
「
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
都
市
計
画
の
形
成
」
東
京
都
立

大
学
法
学
会
雑
誌
二
八
巻
一
号
(
一
九
八
七
年
)
五

O
O頁
以
下
、
同
「
一
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
都
市
と
公
的
統
御
」
『
比
較
行
政
研
究

(
年
報
行
政
研
究
二
五
)
』
(
一
九
九

O
年
)
五
七
頁
以
下
が
あ
る
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
文
献
で
は
、
一
八
四
八
年
デ
ク
レ
三
条
に
は
、
寸
そ
の
残

地
が
仮
に
十
分
な
面
積
を
有
し
、
所
有
者
が
自
ら
通
風
の
良
好
な
住
宅
を
建
設
す
る
こ
と
が
で
き
る
程
で
あ
っ
て
も
」
と
の
但
書
が
付
さ
れ
て

い
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
、
ロ
ミ
何
回
2
開
閉

-
P
S皇
室
町
。
昔
、
言
。
且
尚
三
号
、
k
t
町、

si--JH∞
S-℃
-
N
ω
日
・
に
収
録
さ
れ

て
い
る
法
文
を
見
る
限
り
、
|
|
一
二
条
の
解
釈
と
し
て
右
の
よ
う
な
趣
旨
に
な
る
こ
と
は
た
し
か
で
あ
ろ
う
が
|
|
、
そ
の
よ
う
な
明
示
の
但

書
は
存
在
し
な
い
。

(
詑
)
一
八
五

O
年
法
の
収
用
規
定
の
重
要
性
を
強
調
す
る
文
献
と
し
て
、
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ペ
ネ
ヴ
ォ
ロ
/
横
山
正
訳
『
近
代
都
市
計
画
の
起
源
』

(
鹿
島
出
版
会
、
一
九
七
六
年
)
一
四
八
頁
が
あ
る
。

(
お
)
こ
の
デ
ク
レ
は
、
パ
リ
以
外
の
都
市
に
つ
い
て
も
そ
の
請
求
に
基
づ
い
て
適
用
が
可
能
で
あ
り
(
九
条
)
、
実
際
に
も
、
リ
ヨ
ン
そ
の
他
の
多

く
の
大
都
市
が
そ
の
適
用
を
求
め
た
。

(M)
宮
司
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EH・
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一九世紀フランスにおける建物賃貸借とオスマンのパリ改造事業 (2)

B
S
E
M
・
5
2・℃・斗
0
・
前
者
は
近
隣
所
有
者
の
反
対
を
封
じ
る
観
点
を
強
調
し
、
後
者
は
損
害
賠
償
を
回
避
し
て
事
業
費
を
軽
減
す
る
点
を
強
調

す
る
。

d

(
部
)
残
地
と
接
続
地
と
の
併
合
は
、
一
八

O
七
年
九
月
一
六
日
の
「
沼
沢
地
の
干
拓
に
関
す
る
法
律
」
五
三
条
の
規
定
に
従
っ
て
行
な
わ
れ
る
も

の
と
定
め
ら
れ
て
い
る
(
一
八
五
二
年
デ
ク
レ
二
条
三
文
)
。
と
こ
ろ
で
、
一
八

O
七
年
法
五
三
条
に
お
い
て
は
、
ま
ず
も
っ
て
接
続
地
所
有
者

が
決
定
さ
れ
た
道
路
建
築
線
と
自
己
所
有
地
と
の
間
に
あ
る
残
地
と
し
て
の
公
有
地
を
取
得
し
て
「
公
道
ま
で
前
進
す
る
権
能

E
P
2一
応
分

M
.
2
8
2『印匡『
Z
5
5
Z
E宮
市
」
を
認
め
ら
れ
(
同
条
一
項
)
、
接
続
地
所
有
者
が
こ
の
権
能
を
行
使
し
よ
う
と
し
な
い
場
合
に
初
め
て
、
行

政
庁
に
よ
る
接
続
地
の
収
用
が
可
能
に
な
る
も
の
と
規
定
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
(
同
条
二
項
)
。
学
説
に
お
い
て
も
そ
の
よ
う
に
解
す
る
見

解
が
有
力
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
の
与
コ
巳

U
C
E
C
F
P
Z
H
マq
y
s
t
s
a
k
g
k
S謹白
h
a
S
5
b
hご
阜
、
守
口
守
芝
、

h
R
2
5・円
vot--op
呂
田
∞
-

宅・

ω
2
2
h
H・
お
よ
び
そ
こ
に
引
用
の

Z
H
g
-
g
c
k
F
E
S
の
見
解
を
参
照
。
あ
く
ま
で
接
続
地
の
所
有
者
が
残
地
の
取
得
を
拒
否
し
た
場
合

に
初
め
て
そ
の
収
用
が
可
能
に
な
る
と
解
し
つ
つ
、
一
八
五
二
年
デ
ク
レ
の
も
と
で
は
所
有
者
の
利
益
が
い
ま
だ
行
政
の
利
益
に
優
先
し
て
い
る
、

と
の
評
価
が
な
さ
れ
て
い
る
。

(
部
)
こ
の
観
点
を
指
摘
す
る
文
献
と
し
て
、
わ
寄

E
Zロ
↓

0
2
5〈
-Mミ
s-
ぎ
な
ミ

ιト
七

EN-
た
だ
し
、
そ
こ
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

超
過
収
用
の
範
囲
は
、
開
設
さ
れ
る
道
路
の
沿
線
の
土
地
に
限
定
さ
れ
、
一
個
の
街
区
(
ロ
。
円
)
の
全
体
に
は
及
ば
な
い
か
ら
(
例
外
的
に
及
ぼ

し
う
る
の
は
一
八
五

O
年
法
の
収
用
手
続
で
あ
る
)
、
地
片
の
構
造
再
編
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
街
区
の
全
体
に
及
ぶ
も
の
で
は
な
い
。

(
幻
)
以
上
の
推
移
に
つ
い
て
、
〉
-
同
門
包

U
E
C
F
E
-
-印
-hRt。
謹
白
さ
同
弘
司
目
白

s
s
e
』U
白
32HBま
た
ミ

hMS町
内
三
喜
朗
』
司
玄

g
h
H》R
E
-
-ヨ℃『同
B
q
F
m

容
E
5・
5
∞印・

3
・印。

l
E
が
信
頼
し
う
る
文
献
で
あ
る
。
な
お
、
』

g
ロ
去
の
〉
戸

E
g
-
g
y
p
き
な
へ
3
・
3
-
N斗
tN∞
・
に
も
こ
の
点
に
関
す

る
記
述
が
あ
る
が
、
法
律
家
の
筆
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
せ
い
か
、
制
度
の
説
明
に
つ
い
て
は
不
正
確
な
点
が
あ
る
。

(
お
)
以
上
の
経
緯
に
つ
い
て
、

E
Z
Z，
E
Z
-
g
v
p
き
た
ヘ
ミ
ト

3

5
ム
∞
・
を
参
照
。

(
却
)
玄
郎
自
2
3
円同巾冨
-
Z
唱「巾岡市ごな

U
P
E
P
-ロ』
E
Z目
司

ENE--
室、受白・

5
町内ヘ
N
S・司・叶
φ

(
却
)
い
わ
ゆ
る
第
二
期
事
業
の
対
象
を
定
め
る
一
八
五
八
年
五
月
二
八
日
の
法
律
は
、
道
路
建
築
線
の
外
部
の
部
分
に
つ
い
て
整
備
費
用
の
軽
減

の
た
め
に
用
い
る
べ
き
も
の
と
定
め
て
お
り
(
三
条
二
項
)
、
第
一
期
事
業
と
同
様
に
、
超
過
収
用
と
再
売
却
に
よ
る
事
業
費
軽
減
が
見
込
ま
れ

て
い
る
(
な
お
、
こ
の
法
律
は
、
ロ
ラ
占
固
め

-
E
-
P
S長
室
内
。
書
、
宮
内

khh
玄
師
、
長
町
芯

Hr---
に
収
録
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
〉
ロ
門
目
『

b国
LEa-

FrEz--》
担
『
2
・
日
叩
印
白

Z
Z
E己
C
5
2
2印白
zbEEC口
印
岨
』
口
、
三
丘
町
お
な
量
的
亘
書

s
g
H
3
5
2
宮『
F
O
E
-
∞
戸
〉
N
〉
同
戸
ぢ
田
市
町
・
同
∞
め

hf
刃

包

ω
2
北法46(4・77)811



説

E
2
・
に
収
録
さ
れ
て
い
る
も
の
を
参
照
し
た
)
。
ま
た
、
一
八
六
二
年
に
定
め
ら
れ
た
パ
リ
東
部
に
お
け
る
道
路
開
設
計
画
の
中
で
も
、

再
売
却
を
予
定
し
た
超
過
収
用
が
予
定
さ
れ
て
い
る
。
〈
。
-
F
F
D
E
Z
E
N
K
F
Z
-
回
E

2
包
B
E
E
E
E〈
冊
目

-
E
E
S
S
5
白
色
遣

4
3之
さ
5

2

3『

FOE-ω
戸〉
N

〉
同
戸
円
。
呂
町

ω
・]{∞め
ω
・円
}
m
w
]

「

(
泊
)
た
と
え
ば
、
↓
呂
田
〉
C
、

H
J
U巾
M
m
H司
『

D匂
コ
巳
5
ロ凹門
D
Z
-
2・
5

、EES
H
H霊
的
白
色
遣

S
U
H
S
E
e
s
E「「。
=
z
F〉
N〉問問
-
Z
E
m
印
-

H

∞め

kr
匂-
N
M
X
凶・は、

法
律
相
談
で
あ
る
が
、
土
地
所
有
者
が
ど
の
よ
う
な
場
合
に
全
部
収
用
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
テ

l
マ
を
扱
っ
て
お
り
、
当
時
の

、
、
、
、
、
、

土
地
所
有
者
の
収
用
さ
れ
る
こ
と
に
対
す
る
関
心
の
高
さ
を
示
し
て
い
る
。

の
ち
の

e-b. 
函間

超 (2)
過
収
用
と
並
ぶ

収
用
補
償
と
そ
れ
を
め
ぐ
る
対
抗

と
い
う
よ
り
む
し
ろ
そ
れ
よ
り
重
要
な
意
義
を
有
す
る
収
用
当
局
と
土
地
所
有
者
と
の
対
抗
軸
は
、
収
用
補
償
額
の

決
定
の
問
題
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
事
態
は
、
土
地
所
有
者
に
き
わ
め
て
有
利
に
推
移
し
た
。
そ
れ
は
、
都
市
改
造

事
業
に
由
来
す
る
増
価
が
結
局
は
土
地
所
有
者
に
帰
属
し
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

何
収
用
補
償
の
考
え
方

ま
ず
、

一
八
四
一
年
五
月
三
日
の
法
律
に
よ
り
つ
つ
、
当
時
の
収
用
補
償
に
関
す
る
基
本
的
考
え
方
を
整
理
し
て
お
こ
う
。

フ
ラ
ン
ス
収

用
法
に
お
け
る
確
立
し
た
考
え
方
に
よ
れ
ば
、
収
用
補
償
は
、
収
用
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
を
完
全
か
つ
正
確
に
填
補
す
る
よ
う
に
定
め
ら

(
幻
)

れ
る
。
そ
の
額
は
、
具
体
的
に
は
ま
ず
も
っ
て
収
用
の
主
体
た
る
行
政
庁
か
ら
提
示
さ
れ
る
が

(
二
三
条
)
、
関
係
者
間
で
の
一
致
が
得
ら

れ
な
い
場
合
に
は
、

「
収
用
委
員
会
』
ロ
ミ

qz℃
さ
胃

3
5ロ
」
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る

(三

O
条
以
下
)
。
収
用
委

そ
の
決
定
は
、
特
別
の

員
は
、
選
挙
人
の
リ
ス
ト
か
ら
選
出
さ
れ
る

(三

O
条
)
。
当
時
の
制
限
選
挙
制
を
前
提
に
す
れ
ば
、
こ
の
規
定
は
、
収
用
委
員
を
土
地
所

有
者
に
限
定
す
る
機
能
を
果
た
す
こ
と
に
な
ろ
う
。
制
度
制
定
の
当
初
は
、
土
地
所
有
者
は
同
時
に
土
地
に
関
す
る
租
税
の
負
担
者
で
あ
る

(
お
)

た
め
、
収
用
補
償
の
額
を
客
観
的
に
定
め
る
こ
と
を
期
待
さ
れ
た
と
い
う
。
ま
た
、
土
地
所
有
者
は
事
業
の
早
期
実
施
に
利
益
を
持
つ
た
め

北法46(4・78)812



(
地
価
上
昇
が
期
待
し
う
る
)
、
補
償
の
早
期
算
定
H
事
業
の
早
期
実
施
も
期
待
さ
れ
た
と
い
う
。
し
か
し
、
現
実
に
は
、
「
収
用
委
員
は
、
(
鈍
)

公
土
木
事
業
の
早
期
実
施
を
確
保
す
る
こ
と
よ
り
も
、
被
収
用
者
に
有
利
な
補
償
を
付
与
す
る
こ
と
に
は
る
か
に
大
き
な
関
心
を
払
っ
た
」
。

一九世紀フランスにおける建物賃貸借とオスマンのパリ改造事業 (2)

こ
の
手
続
的
な
仕
組
み
が
、
収
用
補
償
水
準
の
引
き
上
げ
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
。

収
用
補
償
の
基
本
的
考
え
方
が
収
用
に
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
を
完
全
に
填
補
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
収
用
補
償
は
、
被

収
用
財
産
の
所
有
者
の
み
な
ら
ず
そ
の
賃
借
入
に
も
付
与
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
し
、
所
有
者
に
対
す
る
補
償
も
、
収
用
の
対
象
と
な
る
不

動
産
の
価
格
に
と
ど
ま
ら
ず
、
被
収
用
者
が
被
る
そ
の
他
の
損
害
を
も
対
象
に
す
る
こ
と
に
な
る
。
と
は
い
え
、
そ
の
中
心
が
収
用
の
対
象

と
な
る
不
動
産
の
価
格
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

制
収
用
補
償
と
増
価

そ
れ
で
は
、
不
動
産
の
価
格
を
評
価
す
る
に
あ
た
っ
て
、
事
業
の
実
施
に
伴
う
不
動
産
価
格
の
上
昇
す
な
わ
ち
増
価
部
分
を
除
外
す
る
こ

と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
大
規
模
な
都
市
改
造
事
業
が
実
施
さ
れ
、

ま
さ
に
そ
の
結
果
と
し
て
不
動
産
価
格
が
急
激
に
上
昇
し
て
い
た
当

時
の
時
代
状
況
の
も
と
で
、
こ
の
問
題
は
実
践
的
に
特
別
の
重
要
性
を
帯
び
て
い
た
。

収
用
の
主
体
で
あ
る
パ
リ
市
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
当
然
な
が
ら
増
価
排
除
論
を
展
開
し
た
。
あ
る
街
区
の
収
用
委
員
会
で
パ
リ
市
を
代

理
し
て
こ
の
問
題
に
関
す
る
主
張
を
展
開
し
た
代
訴
士
ピ
カ
ア
ル

(
℃
-
門
出
己
)

は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
収
用
委
員
の
皆
さ
ん
、

(
委
員

会
の
場
で
)
増
価
の
主
張
が
こ
れ
か
ら
関
係
者
に
よ
っ
て
必
ず
な
さ
れ
る
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
増
価
は
、
現
実
の
も
の
で
あ
り
、
膨
大
な
も

の
で
す
。
し
か
し
、
被
収
用
者
に
対
し
て
そ
れ
を
考
慮
す
べ
き
な
の
で
し
ょ
う
か
。
忘
れ
て
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
増
価
は
、

パ
リ
の
こ
の

北法46(4・79)813

部
分
に
お
い
て
、
多
大
な
出
費
を
伴
っ
て
最
近
実
施
さ
れ
た
改
良
行
為
の
結
果
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
被
収
用
者
に
対
し
て
付
与
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
彼
ら
が
こ
の
道
路
開
設
の
前
に
す
で
に
権
利
を
有
し
て
い
た
補
償
だ
け
で
す
。
フ
ォ
ブ
ウ
ル
・
サ
ン
・
ト
ノ
レ
街

の
こ
の
区
域
に
お
け
る
所
有
地
価
格
の
通
常
の
上
昇
で
は
な
い
増
加
部
分
は
、
(
収
用
補
償
の
算
定
に
当
た
っ
て
)
考
慮
す
べ
き
で
は
な
い



説

(
お
)

の
で
す
L

。
土
地
所
有
者
へ
の
帰
属
を
否
定
さ
れ
た
増
価
部
分
は
、
収
用
主
体
で
あ
る
公
共
団
体
に
帰
属
す
る
こ
と
に
な
る
。

土
地
所
有
者
の
側
に
立
っ
て
第
二
帝
政
に
対
し
て
批
判
的
論
陣
を
は
っ
た
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
、

ル
イ
・
ラ
ザ
ア
ル

(

戸

。

巳

印

F
印

N
同

H-m)

論

こ
の
増
価
土
地
所
有
者
帰
属
否
定
論
H

増
価
公
共
団
体
帰
属
論
を
真
っ
向
か
ら
批
判
す
る
。
批
判
の
論
拠
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
の
は
、
ま
ず

第
一
に
、
「
現
時
点
で
の
損
害
を
補
償
す
る
た
め
に
も
っ
ぱ
ら
現
在
の
状
況
を
評
価
」
す
べ
き
も
の
と
し
て
い
る
収
用
法
制
の
基
本
的
考
え

方
で
あ
る
。
パ
リ
市
が
実
施
し
た
改
良
に
よ
っ
て
生
じ
た
増
価
を
収
用
補
償
算
定
に
際
し
て
考
慮
す
る
こ
と
は
、
「
た
し
か
に
被
収
用
者
に

と
っ
て
は
幸
せ
な
こ
と
で
あ
る
し
、

パ
リ
市
に
と
っ
て
は
不
幸
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
何
を
す
べ
き
な
の
か
。
そ

の
こ
と
は
、
立
法
を
曲
げ
る
権
利
、

現
時
点
の
損
害
を
填
補
す
る
現
在
の
補
償
を
付
与
し
な
い
で
回
顧
的
な
補
償

(
F
H
M

【
同
市
昌
三
芯

「
郎
門
『
。
印
同
)
巾
円
円
同
〈
巾
)

の
み
を
付
与
す
る
権
利
を
、
貴
兄

(
ピ
カ
ア
ル
)
に
与
え
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
」
。
第
二
に
、
こ
の
多
分
に
形
式

的
な
論
拠
に
加
え
て
、
ラ
ザ
ア
ル
は
、

よ
り
実
質
的
な
論
拠
と
し
て
他
の
ケ

i
ス
と
の
均
衡
論
を
展
開
す
る
。
す
な
わ
ち
、

一
つ
に
は
、
増

価
と
反
対
の
不
動
産
の
減
価

5
0
5
?
g
Z巾
)

(
フ
ラ
ン
ス
の
不
動
産
市
場
は
実
際
に
こ
れ
を
一
八
一
一
一
一
年
、

一
八
四
九
年
に
経

ケ
ー
ス

験
し
て
い
る
)

に
お
い
て
は
不
動
産
の
過
去
の
価
値
で
は
な
く
現
在
の
そ
れ
を
基
準
に
収
用
補
償
を
算
定
し
な
が
ら
、
増
価
の
場
合
に
は
過

去
の
価
値
に
基
づ
く
収
用
補
償
を
付
与
す
る
と
い
う
の
で
は
均
衡
が
と
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
う
一
つ
に
は
、
あ
る
街
区
に
生

じ
た
増
価
は
、

そ
の
街
区
の
す
べ
て
の
所
有
者
、
商
人
、
手
工
業
者
が
享
受
し
う
る
利
益
で
あ
り
な
が
ら
、

た
ま
た
ま
収
用
の
対
象
に
な
っ

た
所
有
者
等
が
そ
の
利
益
を
剥
奪
さ
れ
、
収
用
を
免
れ
た
者
は
そ
の
利
益
に
与
る
と
い
う
の
で
は
不
公
平
で
は
な
い
か
、

(
お
)

さ
れ
た
。

と
い
う
点
が
指
摘

増
価
の
土
地
所
有
者
帰
属
を
否
定
す
る
と
い
う
立
論
を
補
強
す
る
た
め
に
当
時
に
お
い
て
援
用
が
可
能
な
実
定
法
上
の
制
度
と
し
て
は
、

-

1

ピ
カ
ア
ル
が
実
際
に
そ
れ
を
援
用
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
|
|
次
の
二
つ
が
あ
り
え
た
。
一
つ
は
、
事
業
の
実
施
が
残
地
に
「
即

時
か
っ
特
別
の
価
値
増
加
」
を
惹
起
す
べ
き
場
合
に
、
こ
の
増
加
が
「
補
償
額
評
価
に
お
い
て
考
慮
さ
れ
る
」
旨
を
定
め
る
一
八
四
二
年
収 lま

北法46(4・80)814



も
う
一
つ
は
、
運
河
開
設
や
道
路
開
設
工
事
の
結
果
と
し
て
私
的
所
有
地
に
顕
著
な
増
価
が
生
じ
た
場
合
に
つ
い
て
、

増
価
の
二
分
の
一
を
上
限
と
す
る
負
担
金
支
払
い
の
要
求
と
い
う
形
で
の
増
価
の
公
共
団
体
に
よ
る
回
収
の
可
能
性
を
認
め
る
「
沼
沢
地
の

用
法
五
一
条
で
あ
り
、

干
拓
に
関
す
る
」

一
八

O
七
年
九
月
一
ム
ハ
日
の
法
律
三

O
条
で
あ
る
。

一九世紀フランスにおける建物賃貸借とオスマンのパリ改造事業 (2)

と
こ
ろ
で
、
前
者
の
規
定
に
つ
い
て
は
解
釈
上
の
対
立
が
あ
り
、
①
増
価
を
も
っ
て
相
殺
し
う
る
の
は
、
残
地
を
残
す
よ
う
な
収
用
に
よ

っ
て
所
有
者
に
生
じ
る
損
害
(
た
と
え
ば
利
用
価
値
減
少
に
伴
う
残
地
の
減
価
)
に
対
す
る
補
償
だ
け
で
あ
っ
て
、
被
収
用
地
の
価
値
の
補

償
と
い
う
補
償
の
本
体
部
分
に
は
及
ば
な
い
と
い
う
見
解
と
、
②
被
収
用
地
自
体
の
価
額
補
償
の
減
額
も
な
し
う
る
と
す
る
見
解
(
こ
の
場

(
幻
)

と
が
存
在
し
て
い
た
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
①
が

合
に
は
、
増
価
が
大
き
け
れ
ば
理
論
的
に
は
補
償
は
ゼ
ロ
に
も
な
り
う
る
わ
け
で
あ
る
)

土
地
所
有
権
擁
護
の
立
場
で
あ
る
が
、
判
例
は
明
確
に
こ
の
立
場
を
採
用
し
た
。
こ
の
立
場
は
、
結
局
は
被
収
用
地
の
増
価
の
土
地
所
有
者

帰
属
を
認
め
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

他
方
、
収
用
を
免
れ
た
者
か
ら
の
増
価
回
収
を
可
能
に
す
る
後
者
の
規
定
に
つ
い
て
い
え
ば
、
近
時
は
そ
の
先
駆
性
を
評
価
さ
れ
る
よ
う

一
九
世
紀
の
具
体
的
状
況
の
も
と
で
現
実
に
は
ほ
と
ん
ど
ま
っ
た
く
適
用
さ
れ
る
こ
と
な
く
死
文
に
と
ど
ま

に
な
っ
て
い
る
こ
の
規
{
疋
も
、

(
お
)

っ
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
状
況
を
前
提
に
す
れ
ば
、
被
収
用
者
と
収
用
を
免
れ
た
者
と
の
不
公
平
論
を
展
開
す
る
先
の
ラ
ザ
ア
ル
の
議
論
は
、

そ
れ
な
り
の
説
得
力
が
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
パ
リ
市
の
立
場
を
代
弁
し
て
ピ
カ
ァ
ル
が
展
開
し
た
増
価
の
土
地
所
有
者
帰
属

を
否
定
す
る
立
論
も
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
現
実
的
な
影
響
力
を
持
つ
の
は
難
し
か
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

前
述
の
よ
う
に
、
収
用
補
償
額
の
具
体
的
決
定
は
、
ま
ず
収
用
当
局
が
補
償
額
の
案
を
提
示
し
、
所
有
者
等
が
こ
れ
に
不
満
の
場
合
に
は
、

収
用
委
員
会
で
の
補
償
額
決
定
の
手
続
に
移
る
。
先
に
紹
介
し
た
ル
イ
・
ラ
ザ
ア
ル
が
主
宰
す
る
雑
誌

Eσ-呂
田

E
ロ
∞
邑
E
E
2
2
t〈
2
誌
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で
は
、

一
定
の
街
区
の
収
用
に
つ
い
て
、
収
用
当
局
か
ら
の
提
示
額
、
所
有
者
等
の
要
求
額
、
決
定
額
を
列
挙
し
た
資
料
を
掲
載
し
て
い
る
。

こ
れ
を
通
覧
す
る
と
、
収
用
委
員
会
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
補
償
額
は
、
所
有
者
の
場
合
で
収
用
当
局
が
提
示
し
た
額
の
お
お
む
ね
二
倍
程



説

度
、
さ
ら
に
三
倍
程
度
の
額
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
賃
借
入
の
場
合
に
は
さ
ら
に
差
が
聞
き
、
五
倍
程
度
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
も
珍

(
鈎
)

し
く
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
資
料
に
お
い
て
は
面
積
が
表
示
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
平
方
メ
ー
ト
ル
当
た
り
の
補
償
単
価
は
わ
か
ら
な

きd.
ロ岡

い
と
い
う
限
界
は
あ
る
が
、
こ
の
資
料
か
ら
、
少
な
く
と
も
収
用
当
局
に
よ
る
提
示
額
の
水
準
と
比
較
す
る
と
現
実
に
は
大
幅
に
高
い
収
用

補
償
が
支
払
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
こ
れ
は
、
収
用
当
局
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
る
補
償
額
が
お
そ
ら
く
は
増
価
を
考
慮
し
な

い
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
収
用
委
員
会
の
実
務
が
増
価
の
土
地
所
有
者
帰
属
を
前
提
に
し
て
進
め
ら
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で

あ
ろ
う
。

オ
ス
マ
ン
に
よ
る
パ
リ
改
造
事
業
の
中
で
、
後
述
の
よ
う
に
不
動
産
投
機
が
横
行
し
、
パ
リ
の
地
価
水
準
と
不
動
産
価
格
水
準
は
、

て
な
い
高
騰
を
示
し
た
。
そ
れ
は
、
事
業
を
通
じ
て
パ
リ
の
発
展
と
税
収
の
増
加
を
期
す
る
と
い
う
オ
ス
マ
ン
の
基
本
的
方
針
に
と
っ
て
決

し
て
忌
避
す
べ
き
事
態
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、

そ
れ
は
同
時
に
、
増
価
土
地
所
有
者
帰
属
の
考
え
方
の
も
と
で
、
必
然
的
に
収
用
補
償

額
の
高
騰
を
も
た
ら
し
た
。
か
く
し
て
、
「
収
用
は
、

一
定
の
者
に
と
っ
て
は
、
収
用
委
員
会
に
よ
っ
て
付
与
さ
れ
る
補
償
額
が
し
ば
し
ば

法
外
な
も
の
に
な
る
が
ゆ
え
に
、
『
う
ま
み
の
あ
る
取
引
ぎ
ロ
ロ
巾
え

E
『
己
に
見
え
た
L

(

フ
ェ
リ
エ

l
ル
)
、
「
収
用
さ
れ
る
こ
と
は
、
当
時
、

(ω) 

と
-
評
さ
れ
る
第
二
帝
政
期
の
土
地
収
用
が
展
開
す
る
の
で
あ
る
。

宝
畿
に
当
た
る
よ
う
な
も
の
だ
、

と
い
わ
れ
た
」
(
ゴ
オ
ダ
ン
)

こ
の
よ
う
な
収
用
補
償
の
高
騰
傾
向
が
、
都
市
改
造
事
業
の
財
政
に
と
っ
て
悪
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
は
、
あ
ら
た
め
て
い
う
ま
で
も
な
い
。

か
く
し
て
、

オ
ス
マ
ン
自
身
、
こ
の
傾
向
を
嘆
く
こ
と
に
な
る
。
「
不
動
産
価
格
の
著
し
い
上
昇
が
、
公
共
の
繁
栄
と
絶
え
る
こ
と
の
な
い

そ
の
す
べ
て
の
努
力
、
す
べ
て
の
計
算
、
す
べ
て
の
行
為
を
、

(
幻
)

彼
ら
の
補
償
額
を
最
大
限
に
引
き
上
げ
る
方
向
に
向
け
た
。
収
用
委
員
会
は
、
補
償
額
を
つ
り
あ
げ
る
こ
と
で
競
い
あ
っ
た
」
。
オ
ス
マ
ン

人
口
増
大
と
い
う
二
重
の
影
響
の
も
と
で
生
じ
た
。
所
有
者
と
賃
借
入
は
、

と
り
わ
け
第
二
期
、
第
三
期
の
事
業
の
必
要
を
予
想
よ
り
も
膨
ら
ま
せ
た
原
因
は
、
先
に
触
れ
た
超
過
収
用
の
制
限
と
い
う
判

(
阿
世
)

例
と
と
も
に
、
こ
の
収
用
補
償
の
一
般
的
な
高
騰
、
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

に
よ
れ
ば
、

北法46(4・82)816

か
っ



判
収
用
補
償
の
使
途

最
後
に
問
題
と
な
る
の
は
、
こ
の
よ
う
に
土
地
所
有
者
に
収
用
補
償
の
形
で
払
い
込
ま
れ
た
膨
大
な
資
金
が
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
た
か

で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
点
に
関
す
る
明
確
な
資
料
を
有
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
、
こ
の
資
金
が
土
地
所
有
者
の
懐
に

一九世紀フランスにおける建物賃貸借とオスマンのパリ改造事業 (2)

退
蔵
さ
れ
た
わ
け
で
な
い
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
資
金
は
、
何
ら
か
の
対
象
に
投
資
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
当
時
の

投
資
対
象
と
し
て
最
も
有
利
で
安
全
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
は
、
賃
貸
不
動
産
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
資
金
の
多
く
は
、
あ
る
い

は
自
己
建
設
の
形
で
、
あ
る
い
は
後
述
す
る
不
動
産
資
本
た
る
不
動
産
開
発
業
者
が
建
設
し
た
不
動
産
を
買
い
取
る
形
で
、
不
動
産
市
場
に

(
M
M
)
 

流
入
し
て
い
っ
た
と
推
測
し
て
、
大
き
な
過
ち
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
当
時
大
き
な
展
開
を
遂
げ
つ
つ
あ
っ
た
金
融
機
関
に
預
け
ら
れ

る
場
合
に
も
、
そ
の
多
く
は
金
融
機
関
か
ら
不
動
産
市
場
に
投
入
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
一
面
で
は
、
収
用
補
償
に
よ
っ
て
賃
貸

不
動
産
の
建
設
資
金
が
確
保
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
他
方
で
は
、
そ
れ
が
不
動
産
投
機
を
助
長
す
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
「
金

融
構
造
再
編
成
の
こ
の
時
期
に
お
い
て
、
建
築
産
業
に
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
唯
一
の
資
本
は
、
収
用
か
ら
由
来
す
る
」
(
ミ
シ
ェ
ル
・
レ

(
U
H
)
 

ス
キ
ュ
ー
ル
)
の
で
あ
り
、
し
か
も
「
収
用
補
償
と
し
て
土
地
所
有
者
に
提
供
さ
れ
た
金
銭
は
、
間
違
い
な
く
土
地
投
機
が
復
活
す
る
に
当

(
必
)

た
っ
て
決
定
的
な
役
割
を
果
た
し
た
」
(
ル
イ
・
ジ
ラ
ア
ル
)

の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
以
下
、

そ
の
よ
う
な
不
動
産
投
機
の
場
と
な
っ
た
、

オ
ス
マ
ン
の
都
市
改
造
事
業
の
も
と
で
の
不
動
産
建
設
の
問
題
に
日
を
転
じ
よ
う
。

(
お
)
た
と
え
ば
、
〈
O
F
の
g
a
g
司
何
回
回
目
仲
間
戸
主
可
P
き
な
お
。
ト
匂
・

2
0
2
2
2・

(

ね

)

』

ZHMap向
白
『
ぽ
〉
C
2
1
2
2
m『『巾∞
cz-U3Ha円
hHRなき
E
a
s
h
q
n
H
S
宮喜朗、

Nm
晶
子
同
vmw
『
戸
り
と
一
。
N
-
u
・
ωHu--

(引品)の

g
『
岡
市
凹
司
自
民
間
【
仲
間
戸
袋
、
言
、
き
な
お
S
・
3
ω
叶
ωω
斗
印
・
引
用
は
、
司
・

ω
叶印・

(
お
)
(
リ
王
宮
「

F
D
E
Z
F
R
〉
同
戸
田
邑
巾
白
血
E「
-
2
2
官
。
司
コ
白
押
H
O
E
宮
巴
「
円
白
ロ
白
内
b

・EE--芯

E
F
-
-
A
E
タ
万
三
青
白
き
さ
白
色
遣
弘
吉
旬
HSH止
で
な
宮
「

F
2
3
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戸〉
N
〉
同
F
S
B
m
A
-
H
∞

2
・司・

2
・
後
述
の
よ
う
に
、
円
、
〉
N
〉
自
は
、
そ
の
論
旨
を
批
判
す
る
た
め
に
引
用
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
正
確
性
に
や
や

問
題
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
れ
以
外
に
当
時
の
パ
リ
市
の
主
張
を
展
開
し
て
い
る
史
料
を
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
な
お
、

F
〉
N

〉
回
開
自
身
は
、
「
こ
の
引
用
は
厳
密
に
正
確
で
あ
る
」
と
言
明
し
て
い
る
。

(
お
)
目
立
件
・
司
自
】
・
印
N

』印
ω・

(
幻
)
以
上
に
つ
い
て
は
、
ロ
開
胃
話
0
2
2
4
2
0戸
〉
冨
毎
回
戸
留
守
白
、
き
た
お
と
・

3
・印
ω
品
2
2
2
(著
者
は
①
の
立
場
。
一
八
四
二
年
法
の
立
法

過
程
の
紹
介
も
含
み
有
益
で
あ
る
)
一
宮
〉
・
回
目
的
0
2・
P
Z
H
V
3も
さ
さ
?
予
言
ご

S
R
t
.
5丘
町
民
吉
乞
S
R
F
E
M・
(VOEO-『色町田

E
U『
5
2
3
1

C
E帥
4

H

∞
8
・宅・

5ω
ム
∞
品
(
②
の
立
場
を
表
明
す
る

)
2
2品
巾
押
印
E
〈
(
一
八
四
二
年
法
の
立
法
過
程
の
詳
し
い
紹
介
が
あ
る
)
を
参
照
。

(
羽
)
』
市
白
ロ
・
2
巾
『
「
冊
。
〉
C
U
E
-
U巾
出
血
=
凹
印
呂
田
口
口
勧
打
。
『
ロ
ロ
且
2
・
E
〈色。『同日同
E
C口己巾閉山田
DZUmw「
S
U
E
-目
的
同
ロ
円
巾
吉
岡
Z
Z
E
A
M
-
E
C詰
門
出
さ
と
H
芯

e
S
E守』同町円

h
R
R
E
マ
号
、
足
、
町
民
〉

U
E
J
5
2・
u
・
2
著
者
に
よ
れ
ば
、
第
二
帝
政
期
の
適
用
例
は
、
わ
ず
か
に
一
件
だ
け
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
規
定
に

つ
い
て
は
さ
ら
に
、
吉
田
克
己
「
開
発
利
益
還
元
と
受
益
者
負
担
の
諸
手
法
|
|
開
発
利
益
論
」
前
掲
注

(
7
)
『
現
代
の
都
市
法
』
二
五
九

頁

l
二
六

O
頁
も
参
照
。
な
お
、
行
政
当
局
の
側
は
、
こ
の
規
定
の
実
際
の
適
用
を
決
し
て
放
棄
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
適
用
の
意
欲
は
あ
っ

た
よ
う
で
あ
る
。
富
-
〉
・
国
何
回
的
0
2・
言
、
司
自
・
き
な

3
3・同】司
-

H

∞
品
市
門
印
巴
-

(
却
)
苫
守
口
町
田
な
さ
M

亘
書
S
E
S
E
-
a
E『
FOE-∞
戸
〉
N

見
開

-
g
B巾
r
H
g
N
-
司・

5
∞
巾
昨
日
ロ
ヨ
-
(
回
D
E
Z
Z
E
E
同J
5
2・E
間
宮
市
の
開
設
工
事
)
一

ぢ
自
巾

N
-
E
m
u
-
司

ω

。斗
2
2
Z目(回
D
E
r
g
E
号
ぽ
宮
忠
告
白
-
の
延
長
工
事
)
-
Z宮
内
品
・

5
2・
3
∞
∞
巾

Zz-〈
・
(
月
5

E

E
百
円
お
の
延
長
工

事
)
な
ど
。
最
も
都
心
部
の
事
業
で
あ
る
∞

E
S
S
E
号

ぽ

Z
2
0百
三
の
延
長
工
事
を
素
材
と
し
て
、
不
動
産
所
在
地
!
被
収
用
者
の
資
格
(
賃

借
入
に
つ
い
て
は
賃
貸
借
残
存
期
間
と
一
年
分
の
賃
料
額
も
示
す
)

1
収
用
当
局
の
提
示
額
!
被
収
用
者
の
請
求
額
l
最
終
決
定
額
(
以
上
、

単
位
は
フ
ラ
ン
)
の
順
で
、
番
地
の
若
い
順
に
ご
く
一
部
の
ケ

1
ス
を
示
す
と
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。
な
お
、
こ
れ
は
、
ま
っ
た
く
例
一
不
的
な

も
の
に
す
ぎ
な
い
が
、
当
時
の
収
用
補
償
決
定
に
つ
い
て
一
定
の
観
念
を
形
成
す
る
の
に
多
少
の
寄
与
は
す
る
で
あ
ろ
う
。

当

局

提

示

額

被

収

用

者

提

示

額

最

終

決

定

額

ア
ン
フ
ェ
ー
ル
通
り
九
番
地

所

有

者

一

九

O
、

0
0
0

賃
借
入
(
ワ
イ
ン
奴
売
二
年
六
月

三、

0
0
0

説言命

三
五

O
、
0
0
0

一
、
七
三

O
)

二
五
、

0
0
0
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二
七

O
、
0
0
0

一回、

0
0
0



賃
借
人
(
家
具
販
売

一
年
九
月

一
、
五

0
0

二
年
九
月

五、

0
0
0

七

O
O
)

一
五
、

0
0
0

、
三

O
O
)

三
五
、

0
0
0

五、

0
0
0

賃
借
入
(
医
師

一
五
、

0
0
0

一九世紀フランスにおける建物賃貸借とオスマンのパリ改造事業 (2)

ア
ン
フ
ェ
ー
ル
通
り
一
一
番
地

所

有

者

三

0
0
、
0
0
0

五
五

O
、
0
0
0

賃

借

入

(

舞

台

俳

優

*

三

年

六

月

九

四

O
)

四
七
O

六、

0
0
0

賃

借

入

(

洗

濯

業

期

間

満

了

五

O
O
)

二
五

O

五
、
二

O
O

二
五

O

*
原
資
料
に
は
ミ
包
括
且
『
同
呂
田
巴
宮
市
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
誤
植
で
、
正
し
く
は

R
g丹市己
E
呂
田
巴
宮
内
で
あ
る
と
判
断
し
た
。

(ω)
前
者
の
引
用
は
、
。

g
a
g
司
自
呂
田
明

-
g
y
p
E
H
G
R
e
w
司
-
2・
後
者
の
引
用
は
、
』

m
g
'
E
2
2
の〉

CUE-
室
、
司
由
、
き
な

3e-
℃
・
品
∞
に
よ
る
。

か
か
る
高
額
の
収
用
補
償
の
ゆ
え
に
、
収
用
を
予
想
し
た
地
区
に
土
地
を
購
入
し
、
そ
の
上
に
簡
易
な
建
物
を
建
築
し
て
高
額
の
収
用
補
償
取

得
を
狙
う
と
い
う
、
「
収
用
投
機
」
と
も
呼
ぶ
べ
き
現
象
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
〈

5
0「明，
o
c目
Z
開F
-

量
Y
P
き
た
ミ
ト
℃
合

(
H
U
)
わ
芹
A

山司
mw

「』ロ
-2
司何回町内タ句
R
H
u
s
-
s

。E
R
s・-】
-
N
印・

(
必
)
〈
O
可

-
E
g
司何回開
4
・
富
市
建
白
・
き
た
ヘ
ミ
ト
司

-
N
H
2
2
2・
な
お
、
も
う
一
点
目
算
外
れ
の
原
因
と
さ
れ
た
の
は
、
賃
借
権
の
処
理
の
仕
方
に
つ

い
て
、
収
用
当
局
の
方
針
が
判
例
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
パ
リ
市
は
、
収
用
を
行
な
っ
た
の
ち
実
際
に
工
事
開
始

に
伴
っ
て
賃
借
人
の
立
退
が
必
要
に
な
る
ま
で
は
、
賃
借
入
に
当
該
不
動
産
に
と
ど
ま
る
こ
と
を
許
容
す
る
と
い
う
方
針
で
臨
ん
だ
。
そ
の
聞

に
賃
貸
借
の
期
間
が
満
了
す
れ
ば
、
補
償
金
を
支
払
う
こ
と
な
く
賃
借
人
の
立
退
が
得
ら
れ
る
と
い
う
考
え
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
破
致

院
の
判
例
は
、
収
用
に
よ
っ
て
被
収
用
不
動
産
の
上
の
負
担
は
す
べ
て
消
滅
す
る
と
し
、
賃
借
入
が
、
利
用
の
消
滅
に
伴
う
補
償
を
た
だ
ち
に

収
用
当
局
に
対
し
て
請
求
す
る
こ
と
を
認
め
た
(
一
八
六
四
年
一
月
二

O
日
判
決
、
一
八
六
四
年
四
月
二
ハ
日
判
決
)
。
破
致
院
は
こ
の
点
に
関

し
て
は
賃
借
人
の
利
益
を
優
先
し
、
反
面
、
パ
リ
市
に
は
費
用
負
担
の
増
大
を
余
儀
な
く
さ
せ
た
の
で
あ
る

F
5
2
の〉

F
E
E
-
量
マ
白
、
き
な

豆
、
官

-N∞
)
。
な
お
、
こ
の
問
題
に
関
し
て
も
、

2
2
-
E
E
E
E
Eロ
E
2
2
8
誌
が
詳
し
く
経
緯
を
追
い
か
け
て
い
る
。
。
・
∞

c
g
E戸
宮
田
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四
O
O
、
0
0
0

三、

0
0
0



説

Z
E
E
-「巾
M
2
z
-
C
H
b
E
ω
自
白
回
目
∞
品
「
可

Hち
な

S
R
S
M
白
弘
吉

S
3
h
S
E
t同
師
、
円
。
自
巾

Y
H∞
∞

N-H】

N∞0・一

E
.
F
g
E
g
g
-『
向
日
巾
門

E
Z
F
ι
=
ω
自
包

同
∞
品
戸
件
。
ヨ
巾
少
℃
・
同
斗
一

y
m
R

(
日
)
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
同
時
代
人
の
証
言
も
、
本
文
に
示
し
た
推
測
の
一
つ
の
裏
打
ち
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
寸
パ
リ
市
に
よ
る
彪
大
な
量
の
収

用
が
実
施
さ
れ
、
新
し
く
建
物
を
建
設
す
る
資
金
が
潤
沢
な
恵
ま
れ
た
地
区
を
除
け
ば
、
第
二
、
第
三
ク
ラ
ス
の
建
築
物
、
す
な
わ
ち
ま
さ
に

中
産
階
級
と
労
働
者
階
級
に
最
も
関
係
の
深
い
建
築
物
の
建
設
は
、
多
く
の
困
難
を
伴
い
、
多
く
の
時
間
を
要
し
て
い
る
」
。
〉
的
犯

gzs

間
企
回
即
日

Z
己
巾
芯
わ

O
B司
酎
間
口
お
己
巾

-
d宮
内

-
2
己
冊
目
【
ヨ
呂
町

E
U
Z出
品
市
一
白
河
口
角
川

ι巾
見
回
〈
。

-
r
Nめ
自
白

F
H∞
印
。
・
三
円
冊
目
)
同
『
豆
一
円
宮
市
}
戸
何
回

n
c同
戸
師
津
市
、

p
s。
な

2
N」・
同
H

H

m山
印

(
叫
)
室
戸
内
町
巾
-
F開
閉
め

E
N
P
袋
、
言
、
き
た
ヘ
』

N
ト
日
)
・
回
目
印

(
M
M
)
F
O
E
-
∞
の
完
〉
間
口
・
雲
市

8
・
き
た
へ
N
ト
℃

HH。・

論

3 

不
動
産
建
設
の
状
況
と
賃
貸
不
動
産
市
場
の
構
造
変
化

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
事
業
実
施
主
体
で
あ
る
パ
リ
市
が
取
得
し
た
土
地
で
直
接
の
道
路
用
地
に
充
当
さ
れ
な
い
部
分
は
、
宅
地
と
し
て

整
備
さ
れ
た
上
で
、
不
動
産
の
建
設
に
当
た
る
私
人
に
再
売
却
さ
れ
た
。
事
業
後
期
に
多
く
な
る
事
業
委
託
方
式
の
場
合
に
は
こ
れ
と
は
異

な
る
形
を
と
る
が
、

と
も
あ
れ
、
公
的
主
体
の
直
接
の
介
入
は
土
地
の
取
得
と
そ
の
整
備
の
局
面
ま
で
に
限
定
さ
れ
、

そ
の
上
の
不
動
産
建

設
は
私
的
部
門
に
委
ね
ら
れ
る
、
と
い
う
の
が
こ
の
時
期
の
考
え
方
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

そ
の
こ
と
は
、
パ
リ
改
造
事
業
に
伴
っ
て
雑
多

な
種
類
の
不
動
産
が
無
政
府
的
に
建
設
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
オ
ス
マ
ン
の
都
市
改
造
事
業
の
結
果
、
新
規
に

開
設
さ
れ
た
広
い
幅
員
を
擁
す
る
街
路
の
両
側
に
、
均
質
で
均
整
の
と
れ
た
美
麗
な
不
動
産
が
立
ち
並
ぶ
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
い
わ

(
必
)

オ
ス
マ
ン
・
タ
イ
プ
の
不
動
産
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
商
業
等
の
業
務
用
空
間
を
提
供
し
た
ほ
か
、
高
級
な
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
向
け
住
宅
に

ゆ
る
、

充
て
ら
れ
た
。

北法46(4・86)820



そ
れ
で
は
、

ど
の
よ
う
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
よ
っ
て
オ
ス
マ
ン
・
タ
イ
プ
の
不
動
産
建
設
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
不
動

産
建
設
が
進
む
一
方
で
、
労
働
者
住
宅
の
供
給
は
ど
の
よ
う
な
状
況
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

一
定
の
供
給
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、

あ
る
い
は
ま
っ
た
く
供
給
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
オ
ス
マ
ン
・
タ
イ
プ
の
不
動
産
建
設
の
普
及
は
、
パ
リ
の
賃
貸
不
動
産

一九世紀フランスにおける建物賃貸借とオスマンのパリ改造事業 (2)

市
場
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
聞
い
は
、
住
宅
法
制
の
歴
史
的
展
開
を
扱
う
本
稿
の
問
題
関
心
か

ら
し
で
も
重
要
な
意
味
を
有
し
て
い
る
。
以
下
の
検
討
は
、
こ
れ
ら
の
問
い
に
答
え
る
た
め
の
一
つ
の
試
み
で
あ
る
。

(
必
)
オ
ス
マ
ン
・
タ
イ
プ
の
不
動
産
と
そ
れ
以
外
の
タ
イ
プ
の
不
動
産
と
の
比
較
に
つ
い
て
は
、

P
E言
。
〉
『

F
E
E
-
g喝
さ
・
き
な
へ
h
p
U
2
2

回
忌
〈

--nFユ
回
江
田
口
、
『

0
2
5〈
-gvp
き
な
へ
に
ト
官
E
H叶
H
2
2
Z
-
を
参
照
さ
れ
た
い
。
オ
ス
マ
ン
・
タ
イ
プ
の
不
動
産
は
、
建
築
資
材
と
し
て

高
級
な
切
り
出
し
石
材
(
立
2
5
号

E
Z巾
)
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
、
不
動
産
前
面
壁
部
分
に
華
美
な
装
飾
が
施
さ
れ
た
こ
と
な
ど
に
示
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
、
美
麗
さ
を
そ
の
特
徴
と
す
る
。
そ
の
高
度
は
、
規
制
枠
の
一
杯
を
使
っ
た
六
階
建
て
プ
ラ
ス
屋
根
裏
部
屋
で
あ
る
こ
と
が
多
く
、

ま
た
、
建
物
敷
地
に
つ
い
て
も
、
限
度
一
杯
を
用
い
る
こ
と
が
多
い
。
不
動
産
の
建
設
者
に
そ
れ
だ
け
の
資
金
力
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の

結
果
、
不
動
産
の
均
質
性
が
確
保
さ
れ
、
パ
リ
特
有
の
街
区
構
造
が
形
成
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
見
落
と
し
ゃ
す
い
が
重
要
な
点
と
し
て
、
従
来

型
の
不
動
産
と
比
較
し
て
の
敷
地
形
態
の
違
い
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
従
来
型
の
不
動
産
に
は
、
前
面
壁
の
幅
が
狭
く
(
す
な
わ
ち
間
口
が
狭
く
て

そ
れ
に
比
し
て
奥
行
が
長
い
と
い
う
特
徴
が
あ
り
、
こ
れ
に
対
応
す
る
敷
地
は
、
間
口
に
比
し
て
奥
行
が
著
し
く
長
い
長
方
形
を
な
す
の
が
通

常
の
形
態
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ォ
ス
マ
ン
・
タ
イ
プ
の
不
動
産
の
場
合
に
は
、
建
物
前
面
壁
の
幅
が
大
き
く
広
が
っ
た
。
そ
の
結
果
、

こ
れ
に
対
応
す
る
敷
地
も
、
そ
の
形
は
当
該
街
区
の
形
態
に
応
じ
て
三
角
形
や
四
角
形
、
台
形
な
ど
種
々
の
も
の
が
あ
る
が
、
と
も
あ
れ
関
口

が
十
分
に
開
い
て
い
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
従
来
タ
イ
プ
の
不
動
産
か
ら
オ
ス
マ
ン
・
タ
イ
プ
の
不
動
産
へ
の
転
換

の
た
め
に
は
、
そ
れ
に
対
応
す
る
敷
地
の
形
態
変
化
が
必
要
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
都
心
部
に
つ
い
て
は
、
収
用
を
含
め
た
手
法
に

よ
る
公
的
土
地
取
得
を
通
じ
た
地
片
の
統
合
・
再
編
が
あ
っ
て
初
め
て
可
能
に
な
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
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員食

先
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、

パ
リ
を
世
界
の
中
心
都
市
に
す
べ
く
そ
の
改
造
・
美
化
を
行
な
う
こ
と
は
、
第
二
帝
政
の
重
要
な
政
策
目
標
で

そ
の
た
め
の
重
要
な
具
体
策
の
ひ
と
つ
と
な
る
。
.
政

北法46(4・88)822

説

同
オ
ス
マ
ン
・
タ
イ
プ
の
不
動
産
建
設
へ
の
規
制
と
誘
導

オ
ス
マ
ン
・
タ
イ
プ
の
不
動
産
建
設
の
メ
カ
ニ
ズ
ム

あ
っ
た
。
新
た
に
開
設
さ
れ
た
街
路
に
面
し
て
美
麗
な
不
動
産
を
建
設
す
る
こ
と
は
、

策
主
体
が
さ
ま
ざ
ま
な
手
法
で
そ
の
課
題
の
実
現
を
追
求
し
た
こ
と
は
、
十
分
に
理
解
し
う
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

そ
の
手
法
の
ひ
と
つ
と
し
て
、

と
り
わ
け
初
期
の
事
業
に
お
い
て
は
、
法
令
に
よ
っ
て
美
麗
な
不
動
産
建
設
へ
の
規
制
と
誘
導
が
試
み
ら

れ
た
。
た
と
え
ば
、
初
期
の
代
表
的
事
業
で
あ
る
リ
ヴ
ォ
リ
通
り
の
延
長
に
関
す
る
一
八
五
三
年
一
一
月
一
五
日
の
デ
ク
レ
は
、
こ
の
整
備

事
業
に
よ
っ
て
造
成
さ
れ
再
売
却
さ
れ
た
土
地
の
上
に
建
設
さ
れ
る
建
築
物
に
つ
い
て
は
、
「
統
一
的
な
装
飾
」
が
施
さ
れ
る
べ
き
旨
を
定

め
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
美
麗
な
建
築
物
へ
の
規
制
が
試
み
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、

一
八
五
四
年
五
月
三
日
の
デ
ク
レ
は
、
こ
の
事
業
に
基
づ

い
て
建
設
さ
れ
た
不
動
産
に
つ
い
て
三
十
年
間
の
地
租
お
よ
び
戸
窓
税
の
免
除
と
い
う
税
制
上
の
優
遇
措
置
を
定
め
る
が
、
こ
の
優
遇
措
置

を
受
け
る
た
め
に
は
、

そ
の
「
前
面
壁
が
、

リ
ヴ
ォ
リ
通
り
、
パ
レ
・
ロ
ワ
イ
ヤ
ル
広
場
に
お
け
る
規
則
正
し
い
建
築
体
系
に
服
し
、

か
つ
、

ル
1
ヴ
ル
の
柱
廊
を
考
慮
し
た
も
の
」
で
あ
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
た
。
こ
こ
で
は
、
税
制
上
の
優
遇
措
置
を
通
じ
て
オ
ス
マ
ン
・
タ
イ
プ
の

美
麗
な
建
築
物
へ
の
誘
導
が
試
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
後
者
の
誘
導
は
と
も
か
く
と
し
て
も
、
前
者
の
法
令
に
よ
る
規
制
は
、
警
察
規
制
を
厳
密
に
公
共
の
利
益
に
か
か
わ
る
事
項
に

限
定
し
て
許
容
し
よ
う
と
す
る
当
時
の
支
配
的
な
考
え
方
か
ら
し
て
、
法
的
に
は
や
や
問
題
の
残
る
措
置
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、

よ
り
一
般

的
に
は
、
私
法
上
の
契
約
を
媒
介
と
し
て
不
動
産
建
築
形
態
に
関
す
る
規
制
を
行
な
う
こ
と
が
試
み
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
前
述
の
よ
う
に
、

少
な
く
と
も
初
期
の
都
市
改
造
事
業
は
、
パ
リ
市
の
直
営
方
式
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ
た
が
、
こ
の
場
合
に
は
、
新
規
に
開
設
さ
れ
た
道
路
沿

接
地
の
私
的
建
設
者
に
対
す
る
供
給
は
、
多
く
の
場
合
、

パ
リ
市
か
ら
の
売
買
契
約
を
媒
介
と
す
る
こ
と
に
な
る
。
超
過
収
用
を
媒
介
と
し



つ
つ
、
道
路
用
地
に
限
定
さ
れ
ず
、

そ
の
道
路
沿
接
地
に
つ
い
て
も
パ
リ
市
に
よ
る
公
的
土
地
取
得
と
整
備
・
再
売
却
が
行
な
わ
れ
る
か
ら

で
あ
る
。
こ
の
売
買
契
約
に
、
建
築
期
間
や
建
築
す
べ
き
不
動
産
の
種
類
、
建
築
仕
様
な
ど
に
関
す
る
特
約
が
挿
入
さ
れ
、

そ
の
よ
う
な
契

約
的
手
法
で
民
間
部
門
に
お
け
る
建
築
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
図
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
美
観
に
か
か
わ
る
地
役
(
的
ミ
三
宮
号

2
5
2
5口
市
)
を

一九世紀フランスにおける建物賃貸借とオスマンのパリ改造事業 (2)

私
的
契
約
に
よ
っ
て
創
出
す
る
わ
け
で
あ
り
、

そ
の
意
味
で
こ
れ
を
「
地
役
条
項
」
と
呼
ん
で
お
く
。

こ
の
点
に
か
か
わ
る
政
策
主
体
の
一
般
的
態
度
を
一
不
す
文
書
と
し
て
は
、
オ
ス
マ
ン
か
ら
道
路
監
察
官

(
g
g
S
U
E
-『
2
・5
可
常
国
)
に
宛

(
灯
)

て
た
一
八
五
五
年
一

O
月
五
日
の
通
達
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
パ
リ
市
に
属
す
る
土
地
を
私
人
に
売
却
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
売
買
契

約
に
次
の
よ
う
な
点
に
関
し
て
取
得
者
に
義
務
を
課
す
条
項
を
挿
入
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
同
一
街
区
(
口
三
)

の
建
物
に

バ
ル
コ
ニ
ー
、
軒
蛇
腹
(
円
。
「
口
三
百
)
お
よ
び
屋
根
を
可
能
な
限
り
同
一
の
プ
ラ
ン
に
基
づ
い
て
建
築
し
、
不
動
産
前
面
壁
の

基
本
的
ラ
イ
ン
を
同
一
に
す
る
こ
と
、
不
動
産
前
面
壁
の
建
築
資
材
と
し
て
は
、
最
も
高
級
な
「
切
り
出
し
石
材
」
を
用
い
た
う
え
で
軒
蛇

つ
い
て
は
、

腹
や
割
り
形
(
自
oz-ロ
『
巾
印
)

の
装
飾
を
施
す
こ
と
、

な
ど
で
あ
る
。

(
必
)

こ
の
よ
う
に
し
て
、
と
り
わ
け
初
期
の
事
業
に
お
い
て
、
多
く
の
街
区
で
地
役
条
項
が
活
用
さ
れ
、

そ
れ
は
オ
ス
マ
ン
・
タ
イ
プ
の
不
動

産
建
設
に
大
い
に
寄
与
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
試
み
に
も
限
界
が
あ
っ
た
。
超
過
収
用
を
行
な
っ
て
道
路
沿
接
地
を
再
売
却

す
る
場
合
に
は
地
役
条
項
を
挿
入
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
て
も
、
再
売
却
を
媒
介
す
る
こ
と
な
く
、
開
設
さ
れ
た
道
路
に
面
し
た
も
と
も

と
の
土
地
所
有
者
が
建
築
行
為
を
行
な
う
場
合
に
は
、

そ
の
よ
う
な
負
担
を
課
す
こ
と
が
不
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
、
先
の

2
川
で

検
討
し
た
よ
う
に
、
第
二
期
事
業
以
降
に
な
る
と
、
直
接
の
道
路
用
地
に
当
た
ら
な
い
後
背
地
に
つ
い
て
は
、
土
地
所
有
者
の
意
思
に
反
し

北法46(4・89)823

た
超
過
収
用
を
行
な
う
こ
と
が
難
し
く
な
っ
て
く
る
。
こ
の
部
分
に
つ
い
て
の
超
過
収
用
な
く
し
て
、
地
役
条
項
の
活
用
は
あ
り
え
な
い
。

オ
ス
マ
ン
は
、
右
の
よ
う
な
土
地
所
有
者
に
対
し
て
も
建
築
仕
様
に
関
す
る
誓
約
を
行
な
う
よ
う
求
め
た
と
い
う
が
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
強

制
力
を
持
た
な
い
も
の
で
あ
り
、
実
効
性
に
欠
け
た
だ
け
で
な
く
、

そ
の
よ
う
な
誓
約
を
求
め
る
こ
と
自
体
、
同
時
代
の
法
律
家
か
ら
は
行



説

(

刊

日

)

き
す
ぎ
だ
と
し
て
批
判
さ
れ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
政
策
主
体
に
よ
る
こ
の
よ
う
な
規
制
の
試
み
だ
け
に
よ
っ
て
は
、

オ
ス
マ
ン
・
タ
イ
プ
の
不

論

動
産
建
設
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

川
オ
ス
マ
ン
・
タ
イ
プ
の
不
動
産
建
設
と
不
動
産
資
本

と
こ
ろ
で
、
公
的
主
体
に
よ
っ
て
整
備
が
実
施
さ
れ
た
道
路
沿
接
地
の
再
売
却
は
、
法
制
的
に
は
公
開
の
競
り
に
よ
る
が
、
現
実
に
は
こ

れ
に
誰
で
も
が
参
加
し
う
る
と
い
う
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
売
却
の
単
位
は
大
き
な
面
積
の
区
画
で
あ
り
、
資
金
力
に
優
れ
た
者
で
な
け
れ

ば
そ
も
そ
も
そ
れ
を
取
得
す
る
可
能
性
が
な
い
し
、

ま
た
、
取
得
後
の
不
動
産
建
設
を
考
え
て
も
、

そ
れ
な
り
の
ノ
ウ
・
ハ
ウ
の
蓄
積
が
必

ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
場
合
、
銀
行
と
密
接
な
関
連
を
持
ち
、

専
門
的
に
不
動
産
関
連
の
事
業
に
あ
た
る
会
社
で
あ
っ
た
。
第
二
期
事
業
以
降
目
立
つ
よ
う
に
な
る
事
業
委
託
の
場
合
に
も
、
受
託
者
と
な

要
だ
か
ら
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
現
実
に
こ
れ
ら
の
区
画
を
取
得
し
た
の
は
、

る
者
は
同
様
の
会
社
で
あ
っ
た
。

い
わ
ゆ
る
「
不
動
産
会
社
ぽ
印

8
2
2
2
5目
。

σ
ロ
5
2∞
」
で
あ
り
、
こ
の
種
の
会
社
は
、

一
九
世
紀
の
前

半
期
に
も
存
在
は
し
て
い
た
が
、

オ
ス
マ
ン
の
都
市
改
造
事
業
を
契
機
と
し
て
そ
の
活
動
が
本
格
化
す
る
。
不
動
産
資

ま
さ
に
こ
の
時
期
、

本
の
本
格
的
な
登
場
で
あ
る
。

本
稿
の
問
題
関
心
か
ら
し
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
こ
れ
ら
の
不
動
産
資
本
が
オ
ス
マ
ン
・
タ
イ
プ
の
不
動
産
建
設
に
当
た
っ
て
重
要
な
役

割
を
果
た
し
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
時
期
の
代
表
的
な
不
動
産
資
本
で
あ
る

(
切
)

そ
の
点
を
見
て
み
よ
う
。

「
コ
ン
パ
ニ

l
・
イ
モ
ピ
リ
エ

l
ル
の
O
B℃
忠
明

ロ
戸
市
冨
自
。

σニ-
b
『
巾
」
杜
の
活
動
を
素
材
と
し
な
が
ら
、

「
コ
ン
パ
ニ

l
・
イ
モ
ピ
リ
エ

l
ル
」
杜
は
、
リ
ヴ
ォ
リ
通
り
と
ル
|
ヴ
ル
街
区
で
土
地
整
備
事
業
後
の
不
動
産
建
設
活
動
に
携
わ
っ
た
「
リ

ヴ
ォ
リ
通
り
不
動
産
会
社

no呂
田
】
釦
町
三
町
色

z
t
D
E
2
a
g
】
呂
田

2
z
g
r
z
E巾
号
河

-zr
の
後
身
と
し
て
、

れ
た
。
そ
の
創
始
者
の
中
に
は
、
当
時
の
著
名
な
サ
ン
・
シ
モ
ニ
ス
ト
が
多
く
見
出
さ
れ
る
が
、
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
た
の
は
、
動
産

一
八
五
六
年
に
創
立
さ

信
用
銀
行

(
F伺

P
E
=
Z
o
u
-
-
5・)
の
実
質
的
な
支
配
者
で
あ
っ
た
金
融
家
ベ
レ
ー
ル

(
H
v
m
『
包
『
巾
)

兄
弟
で
あ
る
。
こ
の
会
社
は
、

北法46(4・90)824

ヴ



ォ
リ
通
り
延
長
事
業
に
伴
っ
て
、
賃
貸
庖
舗
を
中
心
と
す
る
オ
テ
ル
・
ル

I
ヴ
ル
を
建
設
し
そ
の
経
営
に
当
た
っ
た
ほ
か
、

リ
ヴ
ォ
リ
通
り

沿
い
の
多
く
の
不
動
産
を
建
設
し
た
。
ま
た
、

オ
ペ
ラ
街
、

セ
バ
ス
ト
ポ
ル
大
通
り
、

カ
プ
チ

1
ヌ
大
通
り
、
シ
ャ
ン
・
ゼ
リ
ゼ
大
通
り
、

マ
レ
ゼ
ル
ブ
大
通
り
、

モ
ン
ソ

1
台
、
プ
ラ
ン
ス
・
ウ
ジ
エ
ヌ
大
通
り
な
ど
で
土
地
の
取
得
と
そ
の
開
発
を
行
な
っ
た
。
し
か
し
、
南
仏
の

一九世紀フランスにおける建物賃貸借とオスマンのパリ改造事業 (2)

一
八
七
三
年
に
倒
産
し
た
。

大
都
市
マ
ル
セ
イ
ユ
で
の
土
地
開
発
事
業
に
失
敗
し
、

同
社
の
活
動
の
特
徴
と
し
て
は
、
本
稿
の
観
点
か
ら
は
次
の
二
点
が
重
要
で
あ
ろ
う
。

第
一
に
、
「
コ
ン
パ
ニ

l
・
イ
モ
ピ
リ
エ

l
ル
」
社
が
不
動
産
活
動
を
行
な
っ
た
地
域
は
、

パ
リ
の
中
で
も
、
政
治
的
中
心
地
(
ル

l
ヴ

さ
ら
に
西
部
の
高
級
住
宅
街
に
限
定
さ
れ
て
い
る
。

同
社
は
、
パ
リ
東
部
の
労
働
者
街
で
は
、
ほ
と
ん
ど
そ
の
活
動
を
行
な
っ
て
い
な
い
。
わ
ず
か
な
例
外
は
、
プ
ラ
ン
ス
・
ウ
ジ
エ
ヌ
大
通
り

(
日
)

の
ケ

1
ス
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
オ
ス
マ
ン
の
事
業
で
広
い
幅
員
の
新
街
路
が
開
設
さ
れ
た
場
所
へ
の
進
出
で
あ
っ
た
。

お
よ
び
経
済
的
中
心
地
(
オ
ペ
ラ
、

ル
街
区
、
リ
ヴ
ォ
リ
通
り
)

カ
プ
チ

1
ヌ
大
通
り
)

第
二
に
、
右
の
特
徴
の
当
然
の
帰
結
で
も
あ
る
が
、
同
社
に
よ
っ
て
建
設
さ
れ
る
不
動
産
は
、
す
べ
て
オ
ス
マ
ン
・
タ
イ
プ
の
美
麗
な
建

築
物
で
、
そ
れ
が
住
宅
で
あ
る
場
合
に
は
、
高
所
得
者
を
対
象
と
し
た
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
住
宅
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
オ
ペ
ラ
広
場
と
カ
プ
チ

l

ヌ
大
通
り
と
の
角
に
建
設
さ
れ
た
ア
バ
ル
ト
マ
ン
の
家
賃
は
、
平
均
で
年
八
三
四
二
フ
ラ
ン
と
い
う
も
の
で
、
当
時
の
家
賃
と
し
て
群
を
抜

(
臼
)

く
高
い
水
準
の
も
の
で
あ
っ
た
。
同
社
に
よ
っ
て
建
設
さ
れ
た
住
宅
の
家
賃
の
分
布
を
見
る
と
、
年
五

0
0
フ
ラ
ン
を
下
回
る
家
賃
の
住
宅

は
全
体
の
一
九
パ
ー
セ
ン
ト
に
過
ぎ
ず
、

五

0
0
フ
ラ
ン
と
一

0
0
0
フ
ラ
ン
の
間
に
あ
る
も
の
が
五
七
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
、

(
日
)

ラ
ン
以
上
が
二
三
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
と
い
う
状
況
を
示
し
て
い
る
。
五

0
0
フ
ラ
ン
を
下
回
る
家
賃
が
、
よ
り
具
体
的
に
ど
の
程
度
で
あ
る

一
O
O
O
フ

北法46(4・91)825

か
は
不
明
で
あ
る
が
、

そ
れ
が
五

0
0
フ
ラ
ン
に
近
い
水
準
で
あ
れ
ば
(
そ
の
蓋
然
性
は
高
い
)
、

の
ち
に
見
る
当
時
の
都
市
民
衆
層
の
収

(↓一一一

1
川
)
、
彼
ら
に
と
っ
て
は
や
は
り
接
近
可
能
な
家
賃
水
準
で
は
な
い
。

都
心
部
と
パ
リ
西
部
の
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
住
宅
街
に
活
動
を
集
中
さ
せ
る
と
い
う
同
社
の
経
営
戦
略
は
、
賃
貸
不
動
産
か
ら
の
賃
料
収
入
も
さ

入
水
準
か
ら
し
て



深
く
か
か
わ
っ
て
い
る

(
も
っ
と
も
、

そ
の
よ
う
な
発
想
は
、
当
時
の
不
動
産
会
社
に
共
通
す
る
も
の
で
あ
っ
た
し
、

さ
ら
に
い
え
ば
、
不

北法46(4・92)826

説

る
こ
と
な
が
ら
、
土
地
・
不
動
産
価
格
の
上
昇
に
利
潤
の
源
泉
と
し
て
大
き
な
期
待
を
か
け
る
と
い
う
発
想
を
同
社
が
と
っ
て
い
た
こ
と
と

プ白

白岡

動
産
資
本
一
般
に
共
通
す
る
も
の
で
あ
り
、
同
社
に
特
有
の
も
の
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
)
。
当
時
の
パ
リ
土
地
市
場
の
状
況
を
前
提
と

す
れ
ば
、
顕
著
な
地
価
・
不
動
産
価
格
の
上
昇
を
期
待
し
う
る
の
は
、
都
心
部
と
パ
リ
西
部
の
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
住
宅
街
し
か
な
か
っ
た
。
そ
し

ま
さ
に
オ
ス
マ
ン
の
都
市
改
造
の
た
め
の
投
資
が
集
中
し
て
な
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
か
か
る
集
中
的
な
公
共

て
、
こ
れ
ら
の
地
区
は
、

投
資
が
地
価
上
昇
へ
の
期
待
を
現
実
的
な
も
の
と
し
た
の
で
あ
る
。
他
方
、
同
社
に
よ
る
こ
れ
ら
の
地
区
に
お
け
る
美
麗
な
オ
ス
マ
ン
・
タ

イ
プ
の
不
動
産
建
設
は
、
街
区
の
質
を
向
上
さ
せ
、
そ
れ
が
ま
た
当
該
地
区
に
お
け
る
地
価
上
昇
の
要
因
と
な
っ
て
い
っ
た
。
街
区
の
美
化

を
狙
う
政
策
主
体
と
利
潤
を
行
動
原
理
と
す
る
不
動
産
資
本
と
の
幸
福
な
共
存
関
係
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、

一
八
六

0
年
代
に
入
る
と
、

ブ
ル
ジ
ョ
ワ
住
宅
家
賃
、
不
動
産
(
建
物
)
売
買
価
格
、
土
地
売
買
価
格
の
そ
れ
ぞ
れ
の
上
昇

率
に
相
当
顕
著
な
違
い
が
出
て
く
る
。
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
住
宅
家
賃
水
準
が
停
滞
傾
向
を
示
し
た
の
に
対
し
て
、
土
地
売
買
価
格
水
準
は
顕
著
な

(
臼
)

上
昇
を
続
け
る
の
で
あ
る
(
不
動
産
売
買
価
格
は
そ
の
中
間
の
動
き
)
。
こ
れ
は
、
賃
貸
不
動
産
価
格
と
の
関
係
で
、
賃
貸
不
動
産
の
収
益

率
が
悪
化
し
て
い
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
、
「
コ
ン
パ
ニ

1
・
イ
モ
ピ
リ
エ

l
ル
」
社
は
、
こ
の
よ
う
な
動
向
に
敏
感
に
反
応
し

つ
つ
、

そ
の
活
動
の
重
点
を
賃
貸
不
動
産
の
経
営
か
ら
賃
貸
用
不
動
産
の
建
設
・
売
却
、

さ
ら
に
は
整
備
し
分
画
し
た
土
地
の
売
却
へ
と
移

(
日
)

へ
の
移
行
で
あ
る
。
こ
の
時
期

行
さ
せ
て
い
く
。
「
固
定
的
投
資
℃
5
3
g
g
g
片
岡
市
ど
か
ら
「
投
機
的
活
動
。

1
z
g口
出
切
切
常
己
主
〈

2
」

に
は
、
同
社
の
不
動
産
事
業
に
つ
い
て
ク
レ
デ
ィ
・
フ
ォ
ン
シ
エ
か
ら
の
借
入
金
が
重
要
な
役
割
を
果
た
す
よ
う
に
な
る
こ
と
も
、
資
金
の

(
白
川
)

か
か
る
活
動
の
重
点
の
移
行
に
影
響
を
与
え
た
。

早
期
回
転
の
要
請
を
高
め
、

「
コ
ン
パ
ニ

1
・
ィ
モ
ピ
リ
エ

l
ル
L

杜
が
分
画
後
の
土
地
の
上
で
の
不
動
産
建
設
を
自
ら
実
施
せ
ず
、

土
地
を
売
却
す
る
と
い
う
戦
略

を
選
択
す
る
場
合
に
は
、
実
際
の
不
動
産
建
設
は
、
同
社
か
ら
の
土
地
取
得
者
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
同
社
は
、



土
地
取
得
者
に
よ
る
建
築
の
あ
り
方
に
つ
い
て
も
無
関
心
で
は
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
の
土
地
取
得
者
は
、
賃
貸
不
動
産
の
経
営
を
意
図
す
る

個
人
や
そ
の
建
設
・
売
却
を
企
図
す
る
小
規
模
な
建
築
関
係
請
負
業
者
で
あ
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
り
、
経
済
的
・
社
会
的
な
力
関
係
は
、

一九世紀フランスにおける建物賃貸借とオスマンのパリ改造事業 (2)

圧
倒
的
に
売
主
優
位
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
そ
の
よ
う
な
力
関
係
を
決
定
的
な
も
の
と
し
た
の
は
、
不
動
産
建
設
資
金
さ
ら
に
は
土
地
取
得
資

(
幻
)

金
が
売
主
た
る
同
社
か
ら
土
地
取
得
者
に
貸
与
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
立
場
の
優
位
性
を
前
提
と
し
て
、
同
社
は
、
土
地
の
取

得
者
H
不
動
産
建
設
者
に
対
し
て
、
建
築
期
間
の
限
定
や
建
築
様
式
の
遵
守
(
具
体
的
に
は
オ
ス
マ
ン
・
タ
イ
プ
の
不
動
産
建
設
)

を
要
求

し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
同
社
が
当
該
街
区
に
保
有
す
る
他
の
不
動
産
・
土
地
の
価
値
を
高
め
る
た
め
に
、

ど
う
し
て
も
必
要
な
措
置
で

あ
っ
た
。

以
上
、
「
コ
ン
パ
ニ

l

・
イ
モ
ピ
リ
エ

l
ル
」
社
と
い
う
一
個
の
不
動
産
会
社
を
素
材
と
し
て
そ
の
経
営
活
動
の
特
徴
を
見
て
き
た
が
、

そ
れ
は
、
同
社
に
特
有
の
特
徴
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
こ
の
時
期
の
不
動
産
会
社
一
般
に
多
か
れ
少
な
か
れ
妥
当
す
る
特
徴
と
い
っ
て
よ

ぃ
。
こ
こ
で
や
や
視
野
を
広
げ
て
、
第
二
期
事
業
以
降
、
す
な
わ
ち
一
八
六

0
年
代
以
降
多
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
事
業
委
託
方
式
の

場
合
の
受
託
者
の
活
動
を
眺
め
て
み
る
と
、

そ
こ
に
は
、
「
コ
ン
パ
ニ

l
・
イ
モ
ピ
リ
エ

l
ル
」
社
の
活
動
と
同
様
の
特
徴
を
指
摘
す
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
事
業
委
託
方
式
の
場
合
に
は
、
事
業
受
託
者
が
直
接
建
築
す
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
が
、
通
常
は
、
受
託
者
の
役
割
は
、

直
営
方
式
の
場
合
の
パ
リ
市
の
役
割
と
同
様
に
土
地
整
備
に
限
定
さ
れ
、
建
築
者
に
整
備
さ
れ
た
土
地
の
譲
渡
が
行
な
わ
れ
た
。
注
目
さ
れ

る
の
は
、
こ
こ
で
も
、
受
託
者
は
土
地
取
得
者
へ
の
売
買
契
約
に
さ
ま
ざ
ま
な
特
約
を
挿
入
し
て
そ
の
建
築
行
為
を
規
制
し
よ
う
と
試
み
て

(
日
)

い
た
こ
と
で
あ
る
。

北法46(4・93)827 

一
定
の
用
途
の
建
物
建
築
の
禁
止

(
手
工
業
用
の
建
物
建
築
禁
止
は
一
般
的
に
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
酒
類
販
売
業
者
用

の
建
物
建
築
禁
止
条
項
が
挿
入
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
)
、
建
築
さ
れ
る
べ
き
不
動
産
の
価
額
の
最
低
限
度
額
、
不
動
産
の
高
度
規
制
の
限

度
一
杯
の
不
動
産
を
建
築
す
べ
き
義
務
な
ど
が
定
め
ら
れ
、

ま
た
、
建
築
様
式
に
関
す
る
義
務
が
定
め
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
「
こ
の
よ



説

(
日
)

う
な
方
法
で
、
私
法
上
の
真
の
都
市
計
画
が
発
展
し
た
」
(
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
ト
パ
ロ
フ
)

の
で
あ
る
。

寺
A
F

れ~、

よ
り
徹
底
し
た
建
築
規
制
手
法
と
し
て
、
売
買
予
約
付
き
の
賃
貸
借
契
約
が
次
第
に
普
及
し
て
い
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
事
業
受
託

~~ 

日間

者
は
、
不
動
産
建
設
者
に
土
地
を
三
年
か
ら
六
年
の
期
間
で
賃
貸
し
、
土
地
賃
借
入
は
、
こ
の
期
間
内
の
不
動
産
建
設
を
誓
約
す
る
と
と
も

に
、
賃
貸
借
契
約
の
満
了
時
に
予
め
定
め
ら
れ
た
対
価
で
土
地
を
取
得
す
る
。
賃
借
入
の
義
務
違
反
の
場
合
に
は
、
賃
貸
借
契
約
の
解
除
に

よ
っ
て
土
地
は
賃
貸
人
H

事
業
受
託
者
に
復
帰
す
る
と
と
も
に
、
建
設
さ
れ
た

あ
る
い
は
そ
の
途
上
の
)
不
動
産
も
、
何
の
補
償
も
な
し

に
賃
貸
人
に
帰
属
す
る
も
の
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

事
業
受
託
者
が
土
地
譲
受
人
の
建
築
行
為
に
つ
い
て
規
制
を
及
ぼ
そ
う
と
し
た
理
由
は
、
「
コ
ン
パ
ニ

l
・
イ
モ
ピ
リ
エ

l
ル
」
杜
の
経

験
を
想
起
す
る
な
ら
ば
容
易
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
、
開
発
行
為
と
土
地
売
却
か
ら
最
大
限
の
利
潤

を
引
き
出
そ
う
と
す
る
か
ら
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
ま
ず
早
期
の
不
動
産
建
設
が
確
保
さ
れ
る
こ
と
は
、
事
業
受
託
者
が
な
お
所
有
す
る
周

囲
の
土
地
の
価
格
上
昇
に
と
っ
て
必
要
最
小
限
の
要
請
で
あ
る
。
ま
た
、
不
動
産
の
質
を
確
保
し
て
当
該
街
区
の
「
質
」
を
確
保
す
る
こ
と

も
、
土
地
の
価
格
上
昇
に
と
っ
て
き
わ
め
て
重
要
な
意
味
を
持
っ
た
。
さ
ら
に
、

そ
の
よ
う
な
一
般
的
な
要
請
に
加
え
て
、
事
業
委
託
者
の

活
動
に
必
要
な
資
金
も
ま
た
、
「
コ
ン
パ
ニ

l
・
イ
モ
ピ
リ
エ

l
ル
」
社
の
場
合
と
同
様
に
、

ク
レ
デ
ィ
・
フ
ォ
ン
シ
エ
か
ら
の
融
資
で
ま

か
な
わ
れ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
結
果
、
事
業
受
託
者
に
と
っ
て
は
、
資
金
回
転
の
速
度
を
上
げ
る
こ
と
が
至
上
命
題
と

な
り
、

そ
の
こ
と
が
不
動
産
建
設
者
の
建
築
活
動
に
対
す
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
必
要
性
を
増
大
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

他
方
で
、
事
業
受
託
者
は
、

ク
レ
デ
ィ
・
フ
ォ
ン
シ
エ
か
ら
融
資
を
受
け
た
資
金
を
活
用
し
て
、
土
地
の
取
得
者
H
不
動
産
建
設
者
に
対

す
る
融
資
を
実
施
し
た
。
か
か
る
不
動
産
建
設
資
金
の
信
用
供
与
の
経
路
も
ま
た
、
「
コ
ン
パ
ニ

l
・
イ
モ
ピ
リ
エ

l
ル
」
社
の
場
合
と
同

様
で
あ
る
。
当
時
形
成
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
中
央
集
権
的
な
金
融
機
構
は
、
多
く
は
個
人
や
小
規
模
の
不
動
産
業
者
で
あ
る
こ
れ
ら
の
土
地
取

得
者
に
対
す
る
直
接
の
信
用
供
与
を
行
な
っ
て
い
な
か
っ
た

(
少
な
く
と
も
ク
レ
デ
ィ
・
フ
ォ
ン
シ
エ
は
行
な
っ
て
い
な
か
っ
た
)
。
そ
の

北法46(4・94)828



よ
う
な
金
融
体
系
か
ら
す
れ
ば
、
右
の
よ
う
な
信
用
供
与
が
あ
っ
て
初
め
て
、
個
人
や
小
規
模
業
者
が
高
価
な
オ
ス
マ
ン
・
タ
イ
プ
の
賃
貸

(ω) 

不
動
産
の
取
得
者
と
し
て
登
場
し
う
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。
と
も
あ
れ
、
こ
れ
が
ま
た
不
動
産
建
設
者
の
事
業
受
託
者
に
対
す
る
従
属
構
造

一九世紀フランスにおける建物賃貸借とオスマンのパリ改造事業 (2)

を
強
化
し
、
事
業
受
託
者
に
よ
る
建
築
規
制
の
実
効
性
を
確
保
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

川
円
高
地
価
と
オ
ス
マ
ン
・
タ
イ
プ
の
不
動
産
建
設

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
併
せ
て
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
の
は
、
右
の
よ
う
な
不
動
産
建
設
に
対
す
る
規
制
は
、
必
ず
し
も
不
動
産
建
設
者
の

利
害
に
反
す
る
押
し
付
け
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、

そ
の
利
害
に
も
合
致
し
た
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
不
動
産
建
設
者
の
側
か
ら
し

ブ
ル
ジ
ョ
ワ
街
区
に
お
け
る
地
価
の
高
さ
を
前
提
と
す
れ
ば
、

そ
の
回
収
を
確
保
す
る
た
め
に
、
不
動
産
建
設
後
に
そ
れ
を
売
却
す

て
も
、

ま
た
賃
貸
借
に
付
す
場
合
に
は
高
い
家
賃
を
設
定
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
れ
を
可
能
に
す
る
た
め
に
は
、

(
臼
)

や
は
り
質
の
高
い
オ
ス
マ
ン
タ
イ
プ
の
不
動
産
を
建
設
す
る
こ
と
を
要
請
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
一
た
び
高
地
価
が
顕
在
化
し
た
の
ち
は
、

高
品
質
・
高
価
格
の
不
動
産
(
オ
ス
マ
ン
・
タ
イ
プ
の
不
動
産
)
を
建
設
す
る
こ
と
こ
そ
が
経
済
の
論
理
に
か
な
う
。
こ
こ
で
は
、
高
地
価

る
場
合
に
は
高
い
不
動
産
価
格
を
、

が
オ
ス
マ
ン
・
タ
イ
プ
の
不
動
産
建
設
を
推
進
す
る
の
で
あ
る
。
公
権
力
に
よ
る
規
制
と
誘
導
だ
け
に
よ
っ
て
不
動
産
資
本
を
主
体
と
す
る

オ
ス
マ
ン
・
タ
イ
プ
の
不
動
産
建
設
が
説
明
さ
れ
る
の
で
は
な
か
っ
た
(
↓
同
)
の
と
同
様
に
、
こ
こ
で
も
、
事
業
受
託
者
H
不
動
産
資
本

に
よ
る
建
築
者
に
対
す
る
建
築
規
制
だ
け
に
よ
っ
て
オ
ス
マ
ン
・
タ
イ
プ
の
不
動
産
建
設
が
説
明
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
こ
の
時
期
に
お
け
る
不
動
産
資
本
の
活
動
の
意
義
を
再
度
考
え
て
み
る
と
、

そ
れ
は
単
に
、
自
ら
の
不
動
産
建
設

ま
た
は
土
地
譲
渡
の
際
の
譲
受
人
H

不
動
産
窪
設
者
に
対
す
る
規
制
を
通
じ
て
間
接
的
に
、
オ
ス
マ
ン
・
タ
イ
プ
の

不
動
産
建
設
に
寄
与
し
た
こ
と
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
こ
の
時
期
の
不
動
産
資
本
は
ま
た
、
賃
貸
不
動
産
建
設
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
中
に
高
地
価

の
論
理
を
組
み
込
ん
だ
と
い
う
意
味
で
、
オ
ス
マ
ン
・
タ
イ
プ
の
不
動
産
建
設
の
経
済
的
基
礎
を
作
り
出
し
た
の
で
あ
る
。
第
一
に
、
こ
の

に
よ
っ
て
直
接
的
に
、

北法46(4・95)829

時
期
の
大
規
模
な
不
動
産
会
社
は
、
土
地
所
有
者
を
主
体
と
す
る
の
で
は
な
く
、

一
般
に
銀
行
と
密
接
な
関
係
を
持
つ
者
に
よ
っ
て
設
立
さ



ノ
ウ
・
ハ
ウ
を
提
供
す
る
こ
と
に
活
動
を
と
ど
め
る
の
で
あ
れ
ば
話
は
別
で
あ
る
が

l
l
ま
ず
土
地
を
取
得
す
る
必
要
が
あ
り
、
こ
こ
で

北法46(4・96)830

説

れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
不
動
産
資
本
が
そ
の
活
動
を
展
開
す
る
た
め
に
は
、
|
|
土
地
所
有
者
に
よ
る
不
動
産
事
業
の
展
開
に

雪ι
釘岡

す
で
に
地
価
が
顕
在
化
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
不
動
産
資
本
が
現
実
に
土
地
を
取
得
し
た
都
心
部
で
は
、
地
価
は
き
わ
め
て
高
水
準
で

と
も
あ
れ
不
動
産
資
本
が
自
ら
賃
貸
不
動
産
の
建
設
に
当
た

あ
っ
た
。
そ
の
背
景
を
な
し
た
の
は
、
収
用
補
償
の
額
の
世
間
さ
で
あ
っ
た
が
、

る
場
合
で
も
、
そ
こ
に
は
す
で
に
高
地
価
の
論
理
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
第
二
に
、
こ
の
時
期
の
不
動
産
資
本
は
、
次
第
に
そ

の
活
動
の
重
点
を
、
賃
貸
不
動
産
の
経
営
で
は
な
く
、
土
地
の
売
却
に
移
し
て
く
る
。
か
か
る
「
投
機
的
」
不
動
産
活
動
が
賃
貸
不
動
産
建

設
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
中
に
介
在
す
る
場
合
に
は
、
当
然
に
、
最
終
的
な
不
動
産
建
設
者
に
よ
る
賃
貸
不
動
産
建
設
に
高
地
価
の
論
理
が
組
み

込
ま
れ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
に
な
る
。

川
不
動
産
資
本
と
公
権
力

以
上
の
よ
う
に
、

オ
ス
マ
ン
・
タ
イ
プ
の
不
動
産
建
設
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
お
い
て
は
、
当
時
の
不
動
産
資
本
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
。

最
後
に
指
摘
し
て
お
く
べ
き
こ
と
は
、
不
動
産
資
本
が
活
動
を
展
開
す
る
に
あ
た
っ
て
、
公
権
力
の
介
入
が
き
わ
め
て
重
要
な
意
味
を
持
つ

た
こ
と
で
あ
る
。

ま
ず
、

オ
ス
マ
ン
は
、

お
そ
ら
く
は
右
の
よ
う
な
不
動
産
資
本
の
役
割
を
明
確
に
認
識
し
つ
つ
、
不
動
産
資
本
に
対
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
優

遇
措
置
を
講
じ
た
。
た
と
え
ば
、

オ
ス
マ
ン
の
事
業
と
し
て
最
も
初
期
の
も
の
に
属
す
る
リ
ヴ
ォ
リ
通
り
の
延
長
事
業
を
例
に
し
て
見
る
と
、

こ
の
通
り
に
面
し
た
不
動
産
建
設
は
、
先
に
詳
し
く
そ
の
活
動
内
容
を
検
討
し
た
「
コ
ン
パ
ニ

l
・
イ
モ
ピ
リ
エ
!
ル
」
社
の
前
身
で
あ
る

「
リ
ヴ
ォ
リ
通
り
不
動
産
会
社
」
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、

そ
の
主
要
メ
ン
バ
ー
に
、
こ
の
街
区
に
国
が
所
有
し
て
い
た
土

地
が
、
き
わ
め
て
有
利
な
条
件
で
提
供
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
よ
り
具
体
的
に
は
、

一
八
五
四
年
に
、
新
た
に
開
設
さ
れ
た
リ
ヴ
ォ
リ
通
り
に

沿
っ
た
公
有
地
一
万
七
二
八
七
2m
が、

一
2m
当
た
り
四
八

0
フ
ラ
ン
で
売
却
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
近
隣
の
コ
ン
コ
ル
ド
広
場
界
隈
の
土
地
が



一
八
五
三
年
の
時
点
で
一
ば
当
た
り
九
二
一

0
フ
ラ
ン
か
ら
九
六

0
フ
ラ
ン
の
水
準
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
き
わ
め
て
低
廉
な
も
の

(
位
)

で
あ
っ
た
。
ま
た
、
前
述
の
よ
う
に
こ
の
街
区
の
建
築
物
に
つ
い
て
は
地
租
等
が
二
疋
期
間
免
除
さ
れ
る
が
、
こ
れ
も
大
き
な
優
遇
措
置
と

(ω) 

い
っ
て
よ
い
。
ま
さ
に
、
「
オ
ス
マ
ン
と
美
麗
な
建
築
物
と
の
同
盟
関
係
」
(
ジ
ャ
ン
ヌ
・
ガ
イ
ヤ

l
ル
)
が
こ
こ
に
見
出
さ
れ
る
。
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も
っ
ト
」
・
も
、

か
か
る
明
白
な
優
遇
措
置
が
報
告
さ
れ
て
い
る
例
は
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
く
、

考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、

そ
れ
は
あ
く
ま
で
特
例
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と

か
か
る
安
価
な
土
地
提
供
で
な
く
と
も
、
公
権
力
の
介
入
を
媒
介
と
し
て
パ
リ
都
心
部
に
お
い
て
土
地
が
流
動
化

そ
れ
に
よ
っ
て
土
地
取
得
の
可
能
性
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
自
体
、
当
時
の
不
動
産
資
本
に
と
っ
て
は
大
き
な

し

(
H
土
地
市
場
の
成
立
て

意
味
を
持
っ
て
い
た
。

つ
ま
り
こ
う
で
あ
る
。
パ
リ
を
含
め
た
フ
ラ
ン
ス
の
大
都
市
の
土
地
所
有
構
造
は
、
大
土
地
所
有
を
残
し
た
イ
ギ
リ

フ
ラ
ン
ス
革
命
に
よ
る
亡
命
貴
族
財
産
、
教
会
財
産
等
の
没
収
と
そ
の
よ
う
に
し
て
形
成
さ
れ
た
固
有

(
山
田
)

き
わ
め
て
細
分
化
さ
れ
た
点
に
特
徴
が
あ
る
。
こ
の
特
徴
は
他
方
で
、
不
動
産
の
領
域
に
資
本
が
参
入
し
て
活
動

を
展
開
す
る
に
当
た
っ
て
の
困
難
な
条
件
と
な
っ
て
い
た
。
大
規
模
な
土
地
市
場
が
成
立
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
オ
ス
マ
ン
の
都
市
改
造
事

ス
と
り
わ
け
ロ
ン
ド
ン
と
異
な
り
、

財
産
の
売
却
を
通
じ
て
、

業
は
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
い
え
ば
、
収
用
を
含
め
た
手
段
で
の
土
地
取
得
と
地
片
の
構
造
の
再
編
、
そ
し
て
再
売
却
に
よ
っ
て
、

そ
の
(
白
)

よ
う
な
不
動
産
資
本
に
と
っ
て
の
悪
条
件
H

土
地
問
題
を
除
去
し
、
不
動
産
資
本
に
大
規
模
な
利
潤
活
動
の
場
を
聞
く
意
味
を
持
っ
て
い
た
。

そ
し
て
、
実
際
に
も
、

か
か
る
土
地
市
場
に
参
入
し
た
不
動
産
資
本
は
、
都
市
改
造
事
業
に
由
来
す
る
地
価
上
昇
と
増
価
か
ら
大
い
に
利
益

を
得
た
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
見
る
と
、
第
二
期
の
事
業
以
降
多
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
事
業
委
託
も
ま
た
、
不
動
産
資
本
に
と
っ
て
は
き

北法46(4・97)831

わ
め
て
有
利
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
事
業
委
託
を
受
け
た
不
動
産
資
本
は
、
自
己
の
計
算
で
道
路
開
設
を
含
む
公
共
事
業
を
一

定
の
期
間
内
に
実
施
す
る
義
務
を
負
う
こ
と
に
な
る
が
、
反
面
、
道
路
沿
接
地
を
自
己
の
手
中
に
収
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
収
用
を
含
む
手

段
で
の
そ
の
取
得
が
認
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
前
述
の
よ
う
に
、
収
用
委
員
会
に
よ
る
収
用
補
償
の
釣
り
上
げ
に
よ
る



説

土
地
取
得
費
用
の
増
大
は
あ
っ
た
が
、
事
業
に
伴
う
地
価
の
顕
著
な
上
昇
を
前
提
に
す
れ
ば
、
事
業
の
受
託
は
、

(
白
山
)

利
な
取
引
で
あ
っ
た
。
加
え
て
、
事
業
受
託
者
に
は
、
公
的
主
体
か
ら
各
種
の
補
助
金
が
提
供
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
一
般
的
に
は
き
わ
め
て
有

論

さ
ら
に
も
う
一
点
、
公
的
な
助
成
、
優
遇
措
置
の
次
元
で
は
な
い
が
、
現
実
に
き
わ
め
て
重
要
な
意
味
を
持
っ
た
問
題
と
し
て
、

ク
レ
デ

ィ
・
フ
ォ
ン
シ
エ
の
融
資
政
策
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

フ
ラ
ン
ス
都
市
部
で
の
不
動
産
建
設
の
た
め
に
は
、
巨
額
の
資
金
が
必
要
で
あ

る
。
こ
の
資
金
確
保
の
た
め
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
の
が
、
こ
れ
ま
で
に
も
何
回
か
触
れ
た
よ
う
に
、

一
八
五
二
年
、
土
地
を
担
保
に

融
資
を
実
行
す
る
金
融
機
関
と
し
て
創
設
さ
れ
た
ク
レ
デ
ィ
・
フ
ォ
ン
シ
エ
で
あ
る
。
こ
の
時
期
に
お
け
る
そ
の
融
資
の
実
態
に
つ
い
て
は
、

次

の

二

点

を

特

徴

と

し

て

指

摘

し

う

る

。

ま

ず

第

一

に

、

そ

の

制

度

創

設

に

際

し

て

は

農

業

金

融

提

供

の

意

(
目
別
)

義
を
強
調
さ
れ
た
が
、
そ
の
実
際
の
融
資
先
を
見
る
と
、
農
村
部
よ
り
も
明
ら
か
に
都
市
部
が
多
い
。
同
銀
行
は
、
農
業
金
融
よ
り
も
都
市

ク
レ
デ
ィ
・
フ
ォ
ン
シ
エ
は
、

部
に
お
け
る
建
設
事
業
の
た
め
の
融
資
に
重
点
を
置
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
第
二
に
、
都
市
部
の
融
資
内
容
を
見
る
と
、

ク
レ
デ
ィ
・
フ
オ

ン
シ
エ
の
融
資
政
策
は
、
明
確
に
オ
ス
マ
ン
・
タ
イ
プ
の
美
麗
な
不
動
産
建
設
を
優
先
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
時
期
の
同

銀
行
の
パ
リ
市
で
の
融
資
は
、
パ
リ
都
心
部
か
ら
西
部
の
八
区
お
よ
び
九
区
に
集
中
し
て
お
り
、
こ
の
二
つ
の
区
で
融
資
総
額
の
三
分
の
一

(
郎
)

一
件
当
た
り
の
融
資
額
も
多
か
っ
た
。
か
か
る
選
別
的
融
資
政
策
の
も
と
で
、
オ

を
占
め
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
二
つ
の
区
に
お
い
て
は
、

ス
マ
ン
・
タ
イ
プ
の
不
動
産
建
設
が
普
及
す
る
の
で
あ
る
。

(
幻
)
こ
の
通
達
は
、
♀
『
白
『
門
戸
「
〉
冨
山
富

-
gマ
晶
、
き
な
お
ト
U
・
5φ
に
引
用
さ
れ
て
い
る
も
の
を
参
照
し
た
。

(
川
崎
)
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
街
区
で
こ
の
条
項
が
利
用
さ
れ
た
か
に
つ
い
て
は
、
芯

R
、若・

5
?
E∞
'
が
詳
し
い
。

(
的
)
以
上
に
つ
い
て
、

r
s
zの
と

F
E問
。
-
昼
、
白
・
き
た
へ
G-
宅
-
N
∞
巾
己
主

(
叩
)
以
下
の
記
述
は
、
。
常
国
『
込
戸
〉
富
山
J

「

E
-
E
V苛
白
、
き
た
ヘ
N
ト匂・

5hL
呂円
F
巳
宮
山
内

CE-
富
市
言
、
き
た
へ
H
U
G
-

宅・

5
印

t
H
斗

P
・
E
・
-
C
M
M
R
H
b
H
b
Z菖
'

北法46(4・98)832
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遣
。
守
札
泣
き
師
事
、
s
s
s
s
N
H
N
J
H九三時・同》
R
F
-
u
c
u
r
2
5
5
分

S
F
5
0ロ
ロ
巾
・
呂
∞
。
・
に
依
拠
し
て
い
る
。

(日

)
E
n
z
-
F
E
n
d同
戸
同
時
的

M
S
s
b
S遣
。
さ
ι
t
q
g
i
-
-
J
室、
8
・
き
な

3
3・
3
・
ωω

ム
N
-

玄
芯
宮
町
一
戸
開
的
ハ
V
C
同開

-CM
守
皇
室
g
i
-
-
話
可
p
g
z
三谷、

同】目]戸。品・

(
臼
)
玄
同
門
『
巾
-
F明日山

nd回目凶・
h
a
伺門再定、史的札喝事善。
E
t
h
q
a
i
-
-
J
S可否・=。門司へ

usw
司
-AZ

(臼

)
E
n
F
m
-
E∞nc同開
-t帥
守
皇
室
S
:・:
J
Sミ
白
、
ぎ
な
へ
』
N
ト
℃
-
H
m
品・

(
日
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
呂
己
邑

E
m
g宮
・
ト

S
E
E
N
-同
M
i
-
-
4
程
、
司
自
・
ぎ
た
ミ
G-
℃・

5
ω

所
収
の
グ
ラ
フ
が
き
わ
め
て
鮮
明
な
イ
メ
ー
ジ
を

与
え
て
く
れ
る
。

(
日
)
「
コ
ン
パ
ニ

l
・
イ
モ
ピ
リ
エ

l
ル
」
社
は
、
ク
レ
デ
ィ
・
フ
ォ
ン
シ
エ
の
初
期
の
活
動
の
最
も
重
要
な
顧
客
で
も
あ
っ
た
。
両
者
の
密
接
な

関
係
に
つ
い
て
は
、

rs・2
2
5
〉

F
E
E
-
言、‘
P
き
た
ヘ
ヒ
ト

3
2
1
Z・
を
参
照
。

(
町
)
冨
円
宮
内

-
E印
(
U
C
E
e
h
a
g
E
H
E臼:・・
:-gミ
P
ぎ
な
ミ
ト
也
、
℃
広
⑦
に
具
体
例
が
二
件
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
一
件
は
、
グ
リ

ロ
侯
爵
夫
人
リ
ス
ト
リ
へ
の
融
資
で
あ
り
、
マ
ル
ゼ
ル
ブ
大
通
り
の
土
地
の
取
得
費
用
と
し
て
三
九
万
フ
ラ
ン
弱
(
年
利
率
五
%
、
四
八
年
間

償
還
。
な
お
土
地
価
格
は
一

2m
八
六
三
フ
ラ
ン
)
、
そ
の
上
の
建
設
費
用
と
し
て
六
三
万
フ
ラ
ン
(
年
利
率
五
%
、
そ
の
三
分
の
こ
は
二
年
間
で

償
還
)
が
貸
与
さ
れ
た
。
も
う
一
件
は
、
建
物
建
築
請
負
業
者
一
フ
フ
ァ
ー
ル
へ
の
融
資
で
あ
り
、
同
じ
く
マ
ル
ゼ
ル
ブ
大
通
り
の
土
地
の
取
得

費
用
と
そ
の
上
の
建
設
費
用
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
一
一
万
フ
ラ
ン
弱
、
二
五
万
フ
ラ
ン
が
貸
与
さ
れ
た
(
条
件
は
前
者
と
同
二
と
い
う
。

(
回
)
以
下
は
、
基
本
的
に
、
。
F
Z
a
gロ叶，
o
E
F
O〈-言、埼白・
5
町内三人目ト司・

5
斗
に
よ
っ
て
ま
と
め
た
記
述
で
あ
る
。

(
印
)
同
一
宮
弘
・
℃
-

H

印、可・

(
印
)
小
規
模
な
不
動
産
建
築
請
負
業
者
が
土
地
を
取
得
し
て
不
動
産
建
築
後
そ
れ
を
売
却
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
顧
客
が
ど
の
よ
う
な
階
層
か
が

さ
ら
に
問
題
と
な
る
。
賃
貸
不
動
産
の
経
営
主
体
と
な
る
こ
の
不
動
産
取
得
者
と
し
て
、

F
5
5
の
と

F
E
E
-
Sミ
阜
、
き
町
四

S-
唱・

5
斗
は
、
保

険
会
社
(
保
険
料
運
用
の
手
法
と
し
て
不
動
産
へ
の
投
資
を
定
款
に
よ
っ
て
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
)
、
銀
行
、
富
裕
な
商
人
、
貴
族
な
ど
を
挙

げ
て
い
る
。

(
日
)
当
時
の
論
者
で
こ
の
論
理
の
存
在
を
明
確
に
指
摘
す
る
も
の
と
し
て
、
「
C
E日
戸
〉
N

〉
回
開
が
い
る
。
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
新
規
に
開
設

さ
れ
た
道
路
に
面
し
た
土
地
に
つ
い
て
は
、
(
そ
の
取
得
に
際
し
て
)
高
額
な
収
用
補
償
が
支
払
わ
れ
た
。
と
こ
ろ
で
、
か
か
る
高
地
価
の
土
地

北法46(4・99)833



説

に
つ
い
て
は
、
大
規
模
な
建
物
を
建
築
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
こ
と
自
体
、
多
額
の
費
用
を
要
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ

で
は
、
莫
大
な
資
本
の
投
下
が
要
請
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
建
物
か
ら
採
算
が
と
れ
る
収
益
を
引
き
出
す
た
め
に
は
、
家
賃
は
必
然
的
に
資
本
投
下

に
応
じ
て
高
く
設
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
富
裕
な
商
人
と
住
民
が
こ
れ
ら
の
新
規
に
建
築
さ
れ
た

建
物
に
入
居
し
、
こ
の
過
程
は
、
今
日
な
お
明
確
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
労
働
者
や
手
工
業
者
を
完
全
に
排
除
す
る
形
で
進
行
し

た
の
で
あ
る
」
o
F
O
E
-∞
「
〉
N
〉
同
戸
ト
ご
室
ミ
S
3
H
y
s
hせ
S
M
号
、
ミ

5

2ユ
タ
∞
ロ
「
g
z
ι
巾

g
g
σ
E
2
Z
S
E
m
冨
=
E
2匂白一
-
P
H
∞A
山
市

Y
2
)・印
N

印
ω目

(
位
)
』

Z
ロ
口
市
の
と
に
‘
〉

5
・
gvs-
き
な
さ
・
匂
・

2
ま
た
、
鈴
木
陵
「
第
二
帝
政
の
パ
リ
改
造
事
業
メ
カ
ニ
ズ
ム
」
都
市
計
画
別
冊
昭
和
五
一
年
度

学
術
研
究
発
表
論
文
集
第
一
一
号
二
八
二
頁
に
も
、
パ
リ
市
か
ら
「
コ
ン
パ
ニ

l
・
イ
モ
ピ
リ
エ
!
ル
」
社
に
対
し
て
な
さ
れ
た
有
利
な
土
地

譲
渡
例
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

(
臼
)
』
町
田
口
口
市
の
〉

-FE同0
・
言
、
P
ぎ
な
へ
と
同
】
・
叶
印

(
臼
)
パ
リ
に
つ
い
て
い
え
ば
、
一
八
四
一
年
の
時
点
で
、
不
動
産
リ
建
物
数
が
二
万
九

0
0
0
に
対
し
て
所
有
者
数
は
一
万
四

0
0
0
を
数
え
る
。

〉

E
S巾
U
E
F戸〉問。

ιな
な
き
色
町
、
白

5
ミ
マ
も

3
h
E
S
宮司礼的
H

霊的

E
N旬
、
包
芝
時
三
∞

S
ー
』
毘

3
2『
F
P
E
E
Dロ
目
。

ε
8・
5
2・匂
-Nω
日・一

百円
F
m
-
F
虫
色
百

-c:。2h-S
言
事
。
注
目
礼
者
担
v

・i
-
、
言
、
、
白
、
き
な
へ

hsw
同
】
-
主
・
こ
の
土
地
所
有
の
分
散
性
が
ロ
ン
ド
ン
と
比
較
し
た
場
合
の
パ
リ

の
特
徴
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
〉
色
町
E
5
0〉
白
玄
〉

5
・
Et--
℃

N

言
一
九
世
紀
後
半
期
の
イ
ギ
リ
ス
と
り
わ
け
ロ
ン
ド
ン
の
土
地
所
有
状

況
に
つ
い
て
は
、
藤
田
哲
雄
「
十
九
世
紀
末
ロ
ン
ド
ン
に
お
け
る
『
土
地
問
題
』
」
社
会
経
済
史
学
四
一
巻
四
号
(
一
九
七
六
年
)
、
島
浩
二
「
十

九
世
紀
後
半
イ
ギ
リ
ス
都
市
に
お
け
る
リ

1
ス
ホ
ウ
ル
ド
制
に
つ
い
て
」
阪
南
論
集
社
会
科
学
編
一
六
巻
三

H
四
号
(
一
九
八
一
年
)
な
ど
を

参
照
。

(
出
)
こ
の
時
期
の
収
用
の
機
能
を
こ
の
よ
う
に
捉
え
る
場
合
に
は
、
収
用
に
対
す
る
土
地
所
有
権
の
抵
抗
の
性
格
に
つ
い
て
も
、
単
に
公
共
性
を

体
現
す
る
公
権
力
と
土
地
所
有
権
と
の
対
抗
と
い
う
に
と
ど
ま
ら
な
い
、
や
や
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
伴
っ
た
評
価
が
必
要
に
な
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、

前
節
で
検
討
し
た
超
過
収
用
に
対
す
る
土
地
所
有
権
の
抵
抗
と
そ
れ
に
好
意
的
な
コ
ン
セ
イ
ユ
・
デ
タ
の
判
例
は
、
本
文
で
検
討
し
て
い
る
文

脈
に
従
っ
て
い
え
ば
、
公
権
力
に
よ
る
土
地
市
場
の
強
制
的
創
出
を
阻
止
す
る
機
能
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
実
態
的
に
意

味
す
る
の
は
、
不
動
産
資
本
の
参
入
に
対
す
る
土
地
所
有
権
の
抵
抗
な
の
で
あ
る
。
こ
の
対
抗
は
さ
ら
に
、
後
に
検
討
す
る
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
住
宅

市
場
と
労
働
者
住
宅
市
場
の
対
抗
関
係
に
も
連
な
る
こ
と
に
な
る
。

(
前
)
こ
れ
を
強
調
す
る
文
献
と
し
て
、
と
守

amu-FFEE-sas芯
且
こ
亘
書
SEER-=
苫

5
5
s
n
E
S
u
q
L
t
師
寺
守

-
g沼市
N
・
2
コ
タ
図
。
ロ
。
『
郎

論
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一九世紀フランスにおける建物賃貸借とオスマンのパリ改造事業 (2)

クレディ・フォンシェの融資状況

セーヌ県 比率 地方 合計

1859 20.4 77.6% 5.9 26.3 

1860 35.4 73.6% 12.6 48.0 

1861 69.3 79.2% 18.2 87.5 

1862 59.6 68.9% 26.9 86.5 

1863 79.0 72.9% 29.4 108.4 

1864 49.9 66.6% 25.0 74.9 

1865 73.2 74.9% 24.5 97.7 

1866 85.9 75.8% 27.4 113.3 

1867 60.5 68.5% 27.8 88.3 

1868 65.3 71.9% 25.5 90.8 

1869 72.1 77.5% 20.9 93.0 
単位百万フラン

わ
町
田
自
立

g-zoo-司
ω
ω
H
著
者
は
、
第
二
期
の
事
業
費
が
予
想
よ
り
も
大
幅
に
上
回
っ

た
原
因
の
第
一
に
、
事
業
委
託
の
普
及
を
挙
げ
て
い
る
(
オ
ス
マ
ン
自
身
は
、
コ
ン
セ
イ
ユ
・

デ
タ
の
判
例
に
よ
る
超
過
収
用
の
制
限
ゃ
、
収
用
委
員
会
が
一
般
的
に
収
用
補
償
を
釣
り

上
げ
た
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
こ
と
は
、
先
に
述
べ
た
。
本
稿
八
二
頁
参
照
)
。

(
訂
)
一
八
五

0
年
代
の
セ
l
ヌ
県

[
H
パ
リ
]
と
地
方
に
対
す
る
融
資
額
の
推
移
を
示
す
と
、

上
の
如
く
で
あ
る
。
セ
l
ヌ
県
優
先
の
傾
向
が
一
目
瞭
然
で
あ
る
。
「
の
局
〉
問
。
・
言
、
白
、

き
芯
豆
、
匂

-
N
S岨ロ
D
丹

市

(

∞

日

)

(
槌
)
』
町
田
口
口
巾
の
〉

FEEdgyB-
き
な
へ
G
・
S-
寸∞

-
3・

凶
も
う
一
つ
の
住
宅
市
場
と
二
つ
の
住
宅
市
場
の
相
魁

同
労
働
者
住
宅
建
設
と
公
的
介
入
一
「
見
捨
て
ら
れ
た
領
域
」

以
上
検
討
し
て
き
た
オ
ス
マ
ン
・
タ
イ
プ
の
不
動
産
建
設
は
、
そ
の
中
に
低
家
賃
の
賃
貸
住
宅
を
含
ん
で
い
な
か
っ
た
以
上
、
都
市
民
衆
、

労
働
者
層
へ
の
住
宅
供
給
と
い
う
観
点
か
ら
は
積
極
的
意
義
を
持
つ
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
そ
れ
ま
で
、
い
か
に
狭
小
過

密
・
非
衛
生
と
い
う
問
題
を
か
か
え
な
が
ら
も
、
と
も
あ
れ
労
働
者
向
け
の
住
宅
を
提
供
し
て
き
た
都
心
部
の
老
朽
化
し
た
不
動
産
が
取
り

壊
さ
れ
、
新
し
く
美
麗
な
不
動
産
に
生
ま
れ
変
わ
っ
た
こ
と
は
、
労
働
者
住
宅
市
場
の
観
点
か
ら
は
そ
の
分
だ
け
供
給
量
が
減
少
す
る
こ
と

(ω) 

を
意
味
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
減
少
分
を
回
復
す
る
た
め
に
も
、
さ
ら
に
当
時
増
加
を
続
け
て
い
た
パ
リ
へ
の
人
口
流
入
に
対
処
す
る

た
め
に
も
、
労
働
者
向
け
の
住
宅
建
設
は
、
客
観
的
に
は
緊
急
の
課
題
だ
っ
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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説

オ
ス
マ
ン
が
こ
の
問
題
に
つ
い
て
ま
っ
た
く
無
関
心
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
オ
ス
マ
ン
に
よ
る
都
市
基
盤
整
備
事
業
は
、
労
働
者
住
宅

街
で
あ
る
パ
リ
東
部
に
お
い
て
も
実
施
さ
れ
た
。
ま
た
、

論

一
八
六

O
年
に
は
、
パ
リ
市
は
、
周
辺
の
市
町
村
を
併
合
し
て
、
そ
の
市
域
を
か

(
初
)

っ
て
首
都
防
衛
の
た
め
に
建
設
さ
れ
た
城
壁
に
ま
で
拡
大
し
た
。
パ
リ
の
市
域
を
拡
大
す
る
こ
と
自
体
は
、
長
年
に
わ
た
る
懸
案
の
課
題
で

あ
っ
た
が
、
そ
れ
が
こ
の
時
期
に
実
現
し
た
の
は
、
パ
リ
外
縁
部
に
お
け
る
都
市
基
盤
整
備
を
促
進
し
、

そ
こ
で
の
建
物
建
設
(
そ
の
多
く

は
、
労
働
者
住
宅
に
充
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
)
を
促
進
す
る
と
い
う
要
請
に
基
づ
く
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
そ
の
意
味
で
、
こ
の
制
度
改

革
は
、

オ
ス
マ
ン
の
パ
リ
改
造
事
業
と
密
接
に
関
連
し
て
い
た
。
そ
れ
ま
で
十
分
な
宅
地
開
発
が
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
パ
リ
外
縁
部
を
対

象
と
し
て
、
都
心
部
と
結
ぶ
道
路
開
設
を
中
心
と
す
る
宅
地
開
発
の
基
盤
整
備
を
行
な
い
、
こ
こ
に
民
間
資
金
を
誘
導
し
て
住
宅
建
築
に
当

(
九
)

た
ら
せ
る
、
と
い
う
の
が
、
パ
リ
に
お
け
る
人
口
増
加
に
対
処
す
る
た
め
の
オ
ス
マ
ン
の
基
本
的
な
考
え
方
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
労
働
者
住
宅
街
と
な
る
べ
き
パ
リ
東
部
の
都
市
基
盤
整
備
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
住
宅
街
で
あ
る
パ
リ
西
部
の
集
中
的
な
実
施
状
況

と
比
較
す
る
と
、
大
き
く
見
劣
り
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
公
的
介
入
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
都
市
基
盤
整
備
ま
で
で
あ
っ
て
、
住

宅
建
設
に
は
及
ば
な
い
。
オ
ス
マ
ン
に
よ
る
パ
リ
改
造
事
業
の
中
で
労
働
者
住
宅
の
供
給
が
積
極
的
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
公
的
資
金
を
投
入

し
て
そ
の
建
設
・
供
給
が
目
指
さ
れ
る
こ
と
は
一
切
な
か
っ
た
。
非
衛
生
住
宅
立
法
の
成
立
過
程
を
検
討
し
た
前
稿
に
お
い
て
、
最
初
の
非

衛
生
住
宅
立
法
で
あ
る
一
八
五

O
年
法
は
、
結
局
非
衛
生
住
宅
の
排
除
の
み
を
そ
の
課
題
と
し
て
制
定
さ
れ
、
労
働
者
住
宅
の
建
設
・
供
給

(η) 

は
立
法
の
狙
い
か
ら
切
り
落
と
さ
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、
同
様
の
事
態
は
、
オ
ス
マ
ン
の
事
業
の
中
で
も
見
出
さ
れ
る
。
オ
ス
マ
ン
・

タ
イ
プ
の
不
動
産
建
設
の
場
合
の
よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
な
レ
ベ
ル
で
の
優
遇
策
も
こ
こ
で
は
講
じ
ら
れ
る
こ
と
が
な
く
、
要
す
る
に
、
労
働
者

向
け
の
住
宅
建
設
は
、

公
的
援
助
か
ら
排
除
さ
れ
た
「
自
由
な
、
ま
た
は
見
捨
て
ら
れ
た
領
域
己
ロ
怠

2
2『
-Fσ
『
巾
。
c

(η) 

と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
他
方
、
こ
の
よ
う
に
民
間
の
自
由
な
活
動
に
よ
る
住
宅
建
設
に

こ
の
時
期
、

同
宮
ロ
品
。
ロ
ロ
郎
」
(
ジ
ャ
ン
ヌ
・
ガ
イ
ヤ
ア
ル
)

期
待
す
る
以
上
、
貸
家
資
本
の
利
益
を
縮
減
す
る
性
質
の
住
宅
市
場
に
対
す
る
何
ら
か
の
介
入
(
典
型
的
に
は
家
賃
規
制
措
置
)

は
、
住
宅

北法46(4・102)836



へ
の
投
資
意
欲
を
減
殺
す
る
が
ゆ
え
に
、
厳
し
く
退
け
ら
れ
る
べ
き
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
れ
は
、
実
際
、

(
引
け
)

あ
っ
た
。

オ
ス
マ
ン
の
明
言
す
る
と
こ
ろ
で

川
二
つ
の
住
宅
市
場
一
ト
パ
ロ
フ
に
よ
る
類
型
論

一九世紀フランスにおける建物賃貸借とオスマンのパリ改造事業 (2)

と
こ
ろ
で
、
第
二
帝
政
期
は
、

一
般
的
に
い
え
ば
パ
リ
の
不
動
産
建
設
が
好
調
に
推
移
し
た
時
代
で
あ
っ
た
。

一
八
一
二
年
か
ら
一
八
五

パ
リ
に
お
い
て
一
年
に
平
均
し
て
二
六
二
棟
の
不
動
産
が
建
設
さ
れ
て
い
た
が
、

一
八
五
一
年
か
ら
一
八
六

O
年
に
は
、

O
年
に
か
け
て
は
、

そ
の
数
値
は
固
有
の
パ
リ
に
つ
い
て
は
一
二
四

O
棟、

パ
リ
に
最
も
近
い
周
辺
の
市
町
村
で
三
五
五
八
棟
に
伸
長
す
る
。

(
お
)

は
、
周
辺
市
町
村
の
併
合
を
経
て
新
築
不
動
産
数
は
四
六
七
七
棟
に
な
る
の
で
あ
る
。
第
二
帝
政
期
よ
り
前
の
時
期
と
比
較
し
て
の
伸
長
が

一
八
六

O
年
以
降

明
ら
か
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
都
市
改
造
事
業
の
後
に
オ
ス
マ
ン
・
タ
イ
プ
の
不
動
産
が
多
く
建
設
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
る
が
、

だ
け
で
は
な
い
。
オ
ス
マ
ン
・
タ
イ
プ
の
不
動
産
建
設
に
用
い
ら
れ
る
切
り
出
し
石
材
だ
け
で
な
く
、
労
働
者
住
宅
用
の
低
価
格
の
不
動
産

(
祁
)

建
設
に
用
い
ら
れ
る
煉
瓦
の
消
費
も
ま
た
、
こ
の
時
期
確
実
に
増
加
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
端
的
に
い
え
ば
、
第
二
帝
政
期
は
、
プ
ル
ジ
ヨ

ワ
住
宅
だ
け
で
は
な
く
、
労
働
者
住
宅
も
含
め
た
意
味
で
の
「
賃
貸
用
不
動
産

=
B
B
2
2
m
色
巾

2
3
2ご
繁
栄
の
時
期
で
あ
っ
た
。
そ
れ

で
は
、
こ
れ
ら
の
低
価
格
の
労
働
者
向
け
不
動
産
は
、

ど
の
よ
う
な
主
体
に
よ
っ
て
、

ど
の
よ
う
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
建
設
さ
れ
た
の
で
あ
ろ

う
か
。住

宅
問
題
の
歴
史
的
検
討
に
住
宅
生
産
の
構
造
論
の
視
角
か
ら
接
近
し
た
経
済
学
者
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
ト
パ
ロ
フ
は
、
こ
の
時
期
の
不
動

産
開
発
事
業
と
住
宅
供
給
方
式
に
つ
い
て
、

一
種
の
類
型
論
を
展
開
す
る
。
す
な
わ
ち
、

一
九
世
紀
の
パ
リ
に
は
、

二
種
類
の
不
動
産
建
設
・
供
給
方
式
が
存
在
し
、
こ
の
二
つ
の
そ
れ
ぞ
れ
は
、
主
体
も
違
え
ば
資
金
調
達
方
式
も
違
い
、
そ
れ
に
よ
っ
て
供

ト
パ
ロ
フ
に
よ
れ
ば
、

給
さ
れ
る
住
宅
の
種
類
も
違
う
。
要
す
る
に
、
経
済
的
論
理
を
異
に
す
る
こ
つ
の
住
宅
市
場
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
論
旨
を
要
約
的

(η) 

に
紹
介
す
れ
ば
次
の
よ
う
で
あ
る
。

そ
れ
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説

一
つ
は
、
分
画

(
Z
Eお
沼
市
ロ
円
)
事
業
に
よ
っ
て
整
備
さ
れ
た
宅
地
上
の
住
宅
建
設
で
あ
る
。
分
画
事
業
に
は
、
都
市
郊
外
部
で
実
施
さ

れ
る
も
の
も
あ
る
が

(
こ
の
場
合
に
は
、
直
接
に
エ
ン
ド
・
ユ
ー
ザ
ー
に
対
す
る
分
譲
が
行
な
わ
れ
、

そ
の
上
に
は
戸
建
て
住
宅
が
建
築
さ

論

れ
る
)
、
こ
こ
で
想
定
さ
れ
る
の
は
、
都
心
部
で
の
再
開
発
ま
た
は
都
市
外
縁
部
で
の
道
路
整
備
に
伴
っ
て
実
施
さ
れ
る
タ
イ
プ
の
事
業
で

あ
る
。
土
地
所
有
者
が
直
接
こ
の
事
業
の
実
施
主
体
に
な
る
こ
と
も
な
い
で
は
な
い
が
、
分
画
事
業
は
大
規
模
な
事
業
で
膨
大
な
資
金
を
必

要
と
す
る
た
め
、

一
般
的
に
は
土
地
所
有
者
と
分
間
事
業
主
体
は
分
離
し
、
分
商
事
業
者
が
土
地
所
有
者
か
ら
土
地
を
購
入
し

(
オ
ス
マ
ン

の
パ
リ
改
造
事
業
の
場
合
に
は
、
公
権
力
が
収
用
権
を
行
使
し
て
土
地
を
取
得
し
、
分
画
事
業
者
に
再
売
却
す
る
と
い
う
方
式
が
採
ら
れ
た
)
、

整
備
事
業
を
行
な
っ
た
う
え
で
、
自
ら
不
動
産
建
設
を
実
施
し
、

ま
た
は
建
設
主
体
に
土
地
を
売
却
す
る
こ
と
に
な
る
。
建
設
主
体
は
、
不

動
産
建
設
を
実
施
し
た
う
え
で
、
あ
る
い
は
自
ら
そ
の
不
動
産
を
賃
貸
不
動
産
と
し
て
経
営
し
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
家
主
と
し
て
経
営
す
る

者
に
売
却
す
る
。
と
も
あ
れ
、
こ
こ
で
は
、
分
画
事
業
者
あ
る
い
は
不
動
産
建
設
主
体
と
い
う
形
を
と
る
不
動
産
資
本
が
、
土
地
所
有
者
と

は
別
個
に
賃
貸
用
不
動
産
の
建
築
・
供
給
に
重
要
な
役
割
を
演
じ
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
事
業
を
通
じ
て
建
設
さ
れ
る
不
動
産
は
、
中
高
層

の
美
麗
な
賃
貸
用
不
動
産
で
あ
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
り
、
こ
こ
で
供
給
さ
れ
る
の
は
、
多
く
は
高
級
な
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
住
宅
で
あ
っ
た
。
こ

の
土
地
整
備
事
業
ま
た
は
こ
れ
ら
の
不
動
産
建
築
事
業
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
銀
行
か
ら
の
組
織
的
か
つ
大
量
の
融
資
が
重
要
な
役
割
を

果
た
し
た
o
l
-
-
す
で
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、

ト
パ
ロ
フ
が
こ
こ
で
語
っ
て
い
る
不
動
産
建
設
の
第
一
類
型
と
は
、

ま
さ
に
前
項
で
検
討

し
た
オ
ス
マ
ン
・
タ
イ
プ
の
不
動
産
を
対
象
と
す
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
。

ト
パ
ロ
フ
に
よ
れ
ば
、

一
九
世
紀
パ
リ
の
不
動
産
建
設
に
は
も
う
一
つ
の
方
式
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
地
片
の
統
合
・
再
編

(
H
分
画
事

業
)
を
伴
わ
な
い
、
個
々
の
地
片
内
で
の
建
築
・
建
替
え
ま
た
は
増
築
(
屋
上
増
築
H
嵩
上
げ
を
含
む
)

に
よ
る
「
点
的
建
設

8
5可
5
・

一い

F
O
ロ

U
O
ロ
円
門
口
巾
=
巾
」

で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
建
築
形
態
は
、
地
表
階
プ
ラ
ス
二
階
か
ら
三
階
建
て
の
低
層
建
物
で
あ
る
こ
と
が
多
く
、

階
部
分
は
、
多
く
の
場
合
に
は
町
工
場
や
作
業
場
に
充
て
ら
れ
、

一
階
か
ら
上
の
部
分
が
賃
貸
住
宅
に
充
て
ら
れ
た
。
こ
れ
は
、
伝
統
的
な

北法46(4・104)838
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パ
リ
の
建
物
建
築
形
態
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
方
式
で
の
不
動
産
建
設
は
、
多
く
の
場
合
に
は
、
土
地
所
有
者
自
身
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
、

建
設
さ
れ
る
住
宅
は
、
労
働
者
向
け
で
あ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
不
動
産
を
建
設
し
た
土
地
所
有
者
の
そ
の
後
の
選
択
と
し
て
は
、
不
動
産

一九世紀フランスにおける建物賃貸借とオスマンのパリ改造事業 (2)

(
こ
の
場
合
に
は
、
購
入
者
が
家
主
と
し
て
賃
貸
不
動
産
の
経
営
に
当
た
る
こ
と
に
な
る
て
そ
の
ま
ま
賃
貸

人
と
し
て
自
ら
賃
貸
不
動
産
の
経
営
に
当
た
る
場
合
と
が
あ
る
。
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
街
で
は
前
者
が
、
労
働
者
街
で
は
後
者
が
多
く
見
ら
れ
る
傾

を
誰
か
に
売
却
す
る
場
合
と

向
に
あ
っ
た
と
い
う
。
か
か
る
不
動
産
建
設
に
用
い
ら
れ
る
資
金
は
、
土
地
所
有
者
に
よ
る
個
人
的
な
蓄
積
、
あ
る
い
は
個
人
間
で
の
融
資

(
当
然
に
担
保
と
し
て
抵
当
権
が
設
定
さ
れ
る
。
ま
た
、
公
証
人
が
こ
の
取
引
に
際
し
て
重
要
な
役
割
を
果
た
す
)

の
形
で
調
達
さ
れ
た
。

金
融
資
本
H

銀
行
の
組
織
的
介
入
が
重
要
な
役
割
を
果
た
す
第
一
の
住
宅
市
場
と
は
大
き
く
異
な
る
資
金
調
達
方
式
で
あ
る
。
こ
の
方
式
の

も
と
で
は
、
多
額
の
資
金
調
達
は
困
難
で
あ
り
、
そ
れ
が
建
設
さ
れ
る
不
動
産
の
形
態
も
規
定
す
る
こ
と
に
な
る
。
前
述
の
よ
う
に
こ
こ
で

は
低
層
の
不
動
産
が
主
流
を
占
め
る
の
は
、
ま
さ
に
そ
の
た
め
で
あ
る
。
し
か
し
他
方
で
、
こ
の
方
式
の
も
と
で
自
ら
不
動
産
建
設
に
当
た

っ
た
土
地
所
有
者
が
そ
の
ま
ま
貸
家
経
営
に
当
た
る
場
合
に
は
、
土
地
負
担
が
必
ず
し
も
家
賃
に
跳
ね
返
ら
な
い
た
め
、
家
賃
水
準
は
相
対

的
に
は
低
く
押
さ
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
。
|
|
労
働
者
住
宅
が
供
給
さ
れ
た
の
は
、
か
か
る
住
宅
市
場
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
先

に
示
し
た
よ
う
に
、
第
二
帝
政
期
に
お
い
て
は
、
こ
の
住
宅
市
場
を
含
め
て
「
賃
貸
用
不
動
産
」
の
繁
栄
が
見
ら
れ
た
。
こ
の
時
期
に
は
い

ま
だ
、
こ
の
第
二
の
住
宅
市
場
が
十
分
に
機
能
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

右
に
そ
の
概
略
を
紹
介
し
た
ト
パ
ロ
フ
の
類
型
論
的
考
察
は
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
こ
の
分
野
で
の
知
見
を
間
違
い
な
く
深
化
さ
せ
る
も

(
花
)

の
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
と
り
わ
け
注
目
さ
れ
る
の
は
、
労
働
者
住
宅
市
場
の
特
殊
性
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ト
パ

ロ
フ
の
示
す
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
時
期
に
お
け
る
労
働
者
住
宅
の
主
要
な
供
給
主
体
は
、
先
祖
伝
来
の
土
地
を
経
営
し
よ
う
と
す
る
土

地
所
有
者
で
あ
っ
た

(
ト
パ
ロ
フ
は
こ
れ
を
「
伝
来
的
所
有
者
官
名
コ
公
呂
・

2
3
E
B
Oロ
5
E
H
」
と
表
現
す
る
)
。
か
か
る
住
宅
供
給
方
式

の
も
と
で
は
、
土
地
取
得
の
現
実
の
負
担
は
な
い
か
ら
、
彼
が
直
接
に
建
設
し
た
賃
貸
不
動
産
を
経
営
す
る
場
合
に
は
、
土
地
価
格
分
は
極

北法46(4・105)839
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端
に
い
え
ば
無
視
し
て
で
も
家
賃
を
設
定
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
こ
こ
で
は
、
住
宅
は
、
市
場
法
則
が
完
全
に
は
貫
徹
し
な
い
形
で
、

換
言
す
れ
ば
他
の
商
品
と
は
異
な
る
特
殊
な
商
品
と
し
て
供
給
さ
れ
る
。
そ
し
て
、

そ
の
よ
う
に
し
て
労
働
者
に
接
近
可
能
な
家
賃
設
定
が

吾会.

民間

可
能
に
な
っ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

一
言
で
表
現
す
れ
ば
、
「
特
殊
商
品
市
場
と
し
て
の
労
働
者
住
宅
市
場
」
で
あ
る
。

オ
A
F
h

ん、

ト
パ
ロ
フ
は
言
及
し
て
い
な
い
が
、
こ
の
時
期
の
労
働
者
住
宅
供
給
の
も
う
一
つ
の
ル

1
ト
と
し
て
、

も
と
も
と
は
ブ
ル
ジ
ョ
ワ

住
宅
と
し
て
供
給
さ
れ
て
い
た
住
宅
が
老
朽
化
し
、
多
く
の
場
合
細
分
化
さ
れ
て
労
働
者
向
け
の
低
家
賃
住
宅
と
し
て
再
度
供
給
さ
れ
る
と

(
乃
)

い
わ
ば
住
宅
の
セ
カ
ン
ド
・
ハ
ン
ド
市
場
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
、

ぃ、っ、

い
わ
ば
、
不
動
産
投
資
に
つ
い
て
の
減
価
償
却
が
済
ん
で
い
る

か
ら
、
低
い
家
賃
設
定
が
可
能
に
な
る
。
こ
の
時
期
、
都
心
部
の
不
動
産
は
、
老
朽
化
し
ほ
と
ん
ど
ス
ラ
ム
化
し
た
状
態
で
労
働
者
に
提
供

さ
れ
て
い
た
が
、
こ
れ
は
、
右
の
「
セ
カ
ン
ド
・
ハ
ン
ド
市
場
」
の
論
理
が
現
実
化
し
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
減
価
償
却
の
済
ん
だ
商
品
を

廉
価
に
提
供
す
る
こ
と
は
、
市
場
法
則
に
反
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
通
常
の
商
品
と
は
異
な
る
論
理
で
労
働
者
住
宅
が
供
給
さ
れ
る
点
は
、

「
伝
来
的
土
地
所
有
者
」
に
よ
る
賃
貸
住
宅
供
給
の
ケ

l
ス
と
同
様
で
あ
る
。
こ
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
労
働
者
住
宅
は
特
殊
な
商
品
と

し
て
市
場
に
提
供
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
労
働
者
住
宅
の
供
給
構
造
の
特
徴
と
の
関
連
で
、
改
め
て
オ
ス
マ
ン
・
タ
イ
プ
の
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
住
宅
の
供
給
構
造
の
特
徴
を

そ
れ
は
地
価
も
家
賃
に
組
み
込
ま
れ
る
と
い
う
形
で
市
場
法
則
が
貫
徹
し
て
い
る
点
に
求
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
タ

析
出
す
れ
ば
、

イ
プ
の
住
宅
の
場
合
に
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
原
則
と
し
て
地
片
の
統
合
・
再
編

(
H
分
画
事
業
)

の
実
施
を
先
行
さ
せ
る
必
要
性
が
あ
り
、

資
金
力
と
の
関
係
で
土
地
所
有
者
自
身
で
そ
れ
を
実
施
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
不
動
産
建
設
の
い
ず
れ
か
の
段
階
で
少
な
く

と
も
一
回
は
土
地
取
引
を
介
在
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
結
果
、
地
価
が
顕
在
化
し
、
最
終
的
な
利
用
者
に
対
す
る
家
賃
は
、
そ
れ
を
反

映
し
た
形
で
設
定
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
労
働
者
住
宅
が
通
常
の
「
商
品
の
論
理
」
が
貫
徹
し
な
い
形
で
供
給
さ
れ
た
と
す
れ

ぱ
、
オ
ス
マ
ン
・
タ
イ
プ
の
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
住
宅
は
、
土
地
価
格
も
含
め
て
不
動
産
建
設
の
す
べ
て
の
要
素
に
つ
い
て
市
場
原
理
が
貫
徹
し
た

北法46(4・106)840



形
で
供
給
さ
れ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
先
に
、
社
会
史
家
ゲ
ラ
ン
の
表
現
を
借
り
つ
つ
、
オ
ス
マ
ン
の
事
業
に
よ
っ
て
、
住
宅
を
「
他
と
同

様
の
一
の
商
品
」
と
捉
え
る
賃
貸
住
宅
市
場
が
成
立
し
た
と
述
べ
た
が
、
そ
こ
で
念
頭
に
置
い
て
い
た
の
は
、
右
の
よ
う
な
事
態
に
他
な
ら

な
い
。
ォ
ス
マ
ン
の
都
市
改
造
事
業
が
賃
貸
不
動
産
市
場
の
構
造
と
の
関
係
で
有
す
る
意
義
は
、
こ
の
よ
う
な
「
通
常
商
品
市
場
と
し
て
の

一九世紀フランスにおける建物賃貸借とオスマンのパリ改造事業 (2) 

ブ
ル
ジ
ョ
ワ
住
宅
市
場
」
を
旧
来
の
「
特
殊
商
品
市
場
と
し
て
の
労
働
者
住
宅
市
場
」
と
並
ん
で
成
立
さ
せ
た
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
。
そ
れ

は
ま
さ
に
、
賃
貸
不
動
産
市
場
の
構
造
変
化
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

判
二
つ
の
住
宅
市
場
の
相
魁

そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
「
通
常
商
品
市
場
と
し
て
の
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
住
宅
市
場
」
が
成
立
し
た
こ
と
は
、
旧
来
の
「
特
殊
商
品
市
場

と
し
て
の
労
働
者
住
宅
市
場
」
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
ど
の
よ
う
な
影
響
を
そ
の
後
与
え
る
こ
と
に

な
る
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
問
題
を
考
え
る
上
で
ま
ず
留
意
さ
れ
る
べ
き
こ
と
は
、
商
品
の
論
理
が
貫
徹
す
る
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
住
宅
市
場
は
、
業
務
用
建
物
・
事
務

所
市
場
と
と
も
に
、
明
確
な
地
域
性
を
伴
っ
て
成
立
し
た
こ
と
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
パ
リ
都
心
部
と
西
部
が
そ
の
主
要
な
領
域
で
あ
っ

パ
リ
東
部
・
北
部

を
中
心
と
し
つ
つ
、
パ
リ
外
縁
部
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
が
意
味
す
る
の
は
、
都
市
民
衆
層
と
上
層
階
層
と
の
地
域
的
棲
み

分
け
の
強
制
で
あ
る
。
現
代
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
住
宅
問
題
な
い
し
都
市
問
題
の
最
も
重
要
な
争
点
の
一
つ
で
あ
る

た
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
地
域
に
お
い
て
は
、
労
働
者
住
宅
市
場
は
排
除
さ
れ
、
結
果
と
し
て
、
労
働
者
住
宅
市
場
は
、

「
社
会
的
隔
離
広
岡
・

芯
官
官
。
口
問
。
円

E
m」
現
象
の
端
緒
が
、
こ
こ
に
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

北法46(4 -107) 841 

当
初
か
ら
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
住
宅
の
た
め
の
街
区
と
し
て
開
発
さ
れ
た
パ
リ
西
部
地
域
は
別
と
し
て
、
都
心
部
に
は
そ
れ
ま
で
多
く
の
労
働
者

住
宅
が
存
在
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
に
プ
ル
ジ
ョ
ワ
住
宅
市
場
(
お
よ
び
業
務
用
建
物
・
事
務
所
市
場
)
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、

都
市
民
衆
層
を
都
心
部
か
ら
排
除
す
る
こ
と
が
前
提
に
な
る
。
都
市
民
衆
層
の
都
心
部
へ
の
愛
着
を
考
え
れ
ば
、
単
純
に
排
除
が
進
行
す
る



説

わ
け
で
は
な
い
。
実
際
、
後
に
見
る
よ
う
に
、
彼
ら
は
、
家
賃
高
騰
に
も
か
か
わ
ら
ず
都
心
部
の
居
住
継
続
に
執
着
し
た
。
し
か
し
、
彼
ら

の
現
実
に
居
住
す
る
街
区
が
都
市
改
造
事
業
の
対
象
と
な
っ
て
取
り
壊
さ
れ
る
場
合
に
は
、

そ
の
居
住
継
続
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。
新
規
に

論

建
築
さ
れ
る
不
動
産
の
家
賃
水
準
を
考
え
れ
ば
、
彼
ら
が
そ
こ
に
入
居
し
う
る
は
ず
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
か
く
し
て
、

オ
ス
マ
ン
の
都
市

改
造
事
業
は
、
都
心
部
か
ら
都
市
民
衆
層
を
排
除
す
る
の
た
め
の
い
わ
ば
経
済
外
強
制
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
に
な
る
。

第
二
帝
政
期
の
都
市
改
造
事
業
の
前
に
は
、

い
わ
ゆ
る
「
混
合
不
動
産

E
g
z
z巾
E
H丹
市
」
な
い
し
「
混
合
家
屋
自
邸
窃
。
ロ
昌
良
忠
」
が
相

当
数
存
在
し
た
と
い
わ
れ
る
。
住
戸
が
存
在
す
る
階
に
よ
っ
て
家
賃
水
準
に
顕
著
な
差
異
が
存
在
す
る
た
め
、
低
層
階
に
は
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
層

が
居
住
し
、
階
が
上
に
な
る
に
従
っ
て
、
中
産
階
層
、
労
働
者
階
層
と
居
住
者
の
構
成
が
変
わ
っ
て
い
き
、

(
初
)

な
社
会
階
層
が
共
存
す
る
、
と
い
う
の
が
そ
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
か
か
る
混
合
不
動
産
が
か
つ
て
ど
れ
だ
け
普
遍
的
な
存
在
で
あ
っ
た
か

(
別
)

は
検
討
に
値
す
る
一
個
の
問
題
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
い
え
る
こ
と
は
、
オ
ス
マ
ン
の
事
業
の
対
象
と
な
っ
た
街
区
に
お
い
て
は
、
も
は

(
m
U
)
 

や
か
か
る
不
動
産
が
建
設
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ォ
ス
マ
ン
自
身
は
、
事
業
に
伴
う
社
会
的
創
刊
離
を
可
能
な
限

(
お
)

か
か
る
不
動
産
の
建
設
と
立
退
の
対
象
に
な
っ
た
住
民
の
そ
こ
へ
の
入
居
を
望
ん
だ
と
い
う
。
し
か
し
、
そ
の
希
望

一
個
の
不
動
産
内
部
に
は
多
様

り
緩
和
す
る
た
め
に
、

が
実
現
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
実
際
、
事
業
対
象
地
の
地
価
水
準
の
高
さ
、

あ
る
い
は
事
業
後
の
地
価
高
騰
を
前
提
に
す
れ
ば
、
市
場

の
論
理
の
赴
く
と
こ
ろ
労
働
者
住
宅
を
含
む
混
合
不
動
産
が
排
除
さ
れ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
っ
た
。

プ
ル
ジ
ョ
ワ
住
宅
市
場
が
成
立
し
た
地
域
は
、
同
時
に
高
地
価
と
地
価
高
騰
が
顕
著
な
地
域
で
も
あ
っ
た
。
前
述
の
よ
う
に
、
高
地
価
と

オ
ス
マ
ン
・
タ
イ
プ
の
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
住
宅
と
の
聞
に
は
、
美
麗
な
不
動
産
の
建
設
が
地
域
の
地
価
上
昇
を
も
た
ら
し
、
他
方
で
高
地
価
を
回

収
す
る
た
め
に
は
美
麗
な
不
動
産
の
建
設
が
必
要
に
な
る
と
い
う
意
味
で
、
相
互
補
完
関
係
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
地
価
高
騰
現

象
は
、
こ
の
地
域
に
な
お
残
存
す
る
労
働
者
住
宅
市
場
に
対
し
て
も
当
然
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
く
。
と
り
わ
け
、
オ
ス
マ
ン
の
事
業
に
伴

(
制
)

っ
て
急
激
な
地
価
高
騰
が
生
じ
た
都
心
部
に
お
い
て
は
、
地
価
高
騰
に
伴
う
急
激
な
家
賃
高
騰
現
象
が
見
ら
れ
た
。
も
と
も
と
こ
れ
ら
の
住
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宅
は
、
老
朽
化
し
た
非
衛
生
住
宅
で
あ
り
、
経
済
的
に
は
低
家
賃
で
も
合
理
的
な
の
で
あ
る
が
、
周
辺
の
地
価
の
上
昇
を
受
け
て
、
家
主
層

は
可
能
な
限
り
の
家
賃
上
昇
を
求
め
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
住
宅
改
良
な
ど
の
形
で
の
建
物
へ
の
資
本
投
下
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
端

的
に
こ
の
時
期
の
土
地
増
価
を
自
分
も
享
受
し
た
い
が
ゆ
え
の
家
賃
増
額
で
あ
っ
た
。
か
か
る
試
み
が
家
主
・
賃
借
入
聞
の
対
抗
関
係
を
激

一九世紀フランスにおける建物賃貸借とオスマンのパリ改造事業 (2) 

化
さ
せ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
賃
借
入
の
家
計
を
直
撃
し
、
そ
れ
に
耐
え
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、
都
心
部
か
ら
の
排
除
を
余
儀

な
く
す
る
か
ら
で
あ
る
。
都
心
部
か
ら
の
排
除
の
経
済
的
強
制
で
あ
る
。
賃
借
入
で
あ
る
都
市
民
衆
層
は
、
こ
れ
ら
の
家
主
層
を
、
敵
意
を

込
め
て
「
禿
鷹
氏
富
。
ロ
印
は

R
〈

g
g
zご
と
呼
ん
だ
。
か
か
る
対
抗
関
係
の
激
化
が
多
く
の
改
革
要
求
に
結
び
つ
く
こ
と
は
、
次
節
で
見

る
通
り
で
あ
る
。

他
方
で
、
労
働
者
住
宅
市
場
の
主
要
な
領
域
で
あ
っ
た
北
部
・
東
部
を
中
心
と
す
る
パ
リ
外
縁
部
に
お
い
て
は
、
こ
の
時
期
に
は
い
ま
だ

(
お
)

地
価
水
準
は
さ
ほ
ど
の
上
昇
を
示
し
て
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
地
価
を
家
賃
に
折
り
込
ん
で
も
、
な
お
労
働
者
住
宅
と
し
て
の
供
給
が
可

能
な
水
準
に
あ
っ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
地
価
水
準
に
い
ま
だ
と
ど
ま
っ
て
い
た
こ
と
が
、
こ
の
地
域
に
お
け
る
労

働
者
住
宅
市
場
の
繁
栄
の
重
要
な
要
因
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
多
少
敷
街
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

ト
パ
ロ
フ
の
類
型
論
的
考
察
に
依
拠
し
つ
つ
、
労
働
者
住
宅
市
場
に
お
い
て
は
、
土
地
所
有
者
自
ら
が
建
設
主
体
と
な
り
、

か
つ
、

先
に
、

賃
貸
不
動
産
の
経
営
主
体
と
な
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
土
地
負
担
を
家
賃
に
折
り
込
ま
な
い
形
で
比
較
的
安
価
な

家
賃
設
定
が
可
能
に
な
る
、
と
述
べ
た
。
し
か
し
、
注
意
す
べ
き
は
、
そ
の
よ
う
な
論
理
的
可
能
性
と
現
実
の
家
賃
動
向
と
が
当
然
に
一
致

す
る
も
の
で
は
な
い
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
家
主
は
、
仮
に
伝
来
の
自
己
所
有
地
上
に
賃
貸
住
宅
を
建
築
し
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
現
実

北法46(4・109)843

に
は
可
能
な
限
り
家
賃
水
準
の
引
き
上
げ
を
図
っ
た
。
ま
た
こ
れ
ら
の
家
主
層
は
、
利
益
率
を
上
げ
る
た
め
に
不
動
産
の
建
築
費
・
維
持
管

理
費
を
可
能
な
限
り
切
り
詰
め
、
こ
れ
が
住
宅
の
非
衛
生
性
の
問
題
を
も
た
ら
し
た
。

家
主
が
現
実
の
家
賃
水
準
を
決
定
す
る
場
合
に
考
慮
す
る
フ
ァ
ク
タ
ー
は
二
つ
あ
る
。

一
つ
は
、

そ
の
地
価
・
不
動
産
価
格
の
水
準
で
あ



説

り
、
そ
れ
に
見
合
っ
た
収
益
率
を
確
保
で
き
な
け
れ
ば
、
彼
は
賃
貸
不
動
産
の
経
営
と
は
別
の
財
産
運
用
形
態
を
考
え
る
可
能
性
が
あ
る
。

他
の
一
つ
は
、

い
う
ま
で
も
な
く
そ
の
顧
客
と
想
定
さ
れ
る
都
市
民
衆
層
の
家
賃
負
担
能
力
で
あ
り
、

そ
の
賃
貸
不
動
産
が
労
働
者
住
宅
と

論

し
て
供
給
さ
れ
る
限
り
、
家
賃
が
労
働
者
層
の
負
担
能
力
を
超
え
る
場
合
に
は
、
空
き
家
の
危
険
を
覚
悟
す
る
必
要
が
生
じ
る
。
か
く
し
て
、

土
地
所
有
者
が
自
ら
賃
貸
不
動
産
を
供
給
す
る
住
宅
市
場
に
お
い
て
も
、
労
働
者
の
負
担
能
力
の
範
囲
内
で
設
定
さ
れ
た
家
賃
が
地
価
と
の

関
係
に
お
い
て
も
そ
こ
そ
こ
の
収
益
率
を
確
保
で
き
る
程
度
に
地
価
水
準
が
低
い
こ
と
が
、
そ
の
繁
栄
の
条
件
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

と
す
れ
ば
、
地
価
高
騰
現
象
が
パ
リ
外
縁
部
に
ま
で
拡
大
し
て
く
る
場
合
に
は
、
土
地
所
有
者
を
供
給
主
体
と
す
る
労
働
者
住
宅
の
供
給

が
確
保
さ
れ
る
か
は
、
保
障
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
地
価
に
見
合
っ
た
収
益
を
求
め
る
土
地
所
有
者
は
、
高
家
賃
を
期
待
し
う
る
ブ
ル
ジ

ま
た
は
そ
こ
ま
で
行
か
な
い
ま
で
も
プ
チ
・
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
向
け
の
賃
貸
住
宅
に
、
財
産
運
用
形
態
を
切
り
替
え
る
可
能
性
が

ョ
ワ
住
宅
に
、

あ
る
か
ら
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
自
ら
そ
の
よ
う
な
不
動
産
建
設
を
行
な
う
こ
と
に
つ
い
て
困
難
を
感
じ
る
場
合
に
は
、

そ
の
よ
う
な
不
動

産
を
建
設
し
う
る
者

(
H
不
動
産
資
本
)

に
土
地
を
売
却
す
る
可
能
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、

一
九
世
紀
末
葉
の
時
期
に
、

そ
の
よ
う
な
危
慎
が
現
実
の
も
の
と
な
る
の
を
見
る
で
あ
ろ
う
。

(ω)
一
八
五
一
年
か
ら
一
八
五
六
年
の
聞
に
パ
リ
の
人
口
は
二
二
万
一

0
0
0
人
の
増
加
を
示
し
て
い
た

o
F
E
E
C同〉同
0
・
g
y
p
ぎ
た
へ
G
・
u-

]

戸

]

戸

∞

・

(
叩
)
併
合
の
効
力
が
発
生
し
た
の
は
同
年
一
月
一
日
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
パ
リ
市
の
面
積
は
三
四

O
O
ヘ
ク
タ
ー
ル
か
ら
七
八

O
O
ヘ
ク
タ

1

ル
に
拡
大
し
、
人
口
も
一
八
五

O
年
の
一

O
五
万
人
か
ら
一
八
六

O
年
に
は
約
一
七

O
万
人
に
な
る
(
こ
れ
ら
の
数
値
は
、
文
献
に
よ
っ
て
多

少
異
な
る
が
、
こ
こ
で
は
、
〉
旦
芯
戸

E
a
F由〉
z
z・
3ユ
少

田

町

回

目

2
5
5
5
5
2
印

2
白

E
S
E
D
a
-
-口
、
E
R
Sな
芸
的
立
さ
喜
朗

EHH器
削

司

R

F
O
E
-
∞円、〉
N
E
F
Z
B即
日

-

H

∞
2
・-u
・
5
日
に
よ
っ
た
)
。
ま
た
、
併
合
の
の
ち
、
そ
れ
ま
で
の
十
二
の
区
は
再
編
成
さ
れ
つ
つ
現
在
の
二
十
の
区

に
な
っ
た
。
パ
リ
市
へ
の
併
合
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
〉
=
間
口
日
窓
口
思

E
C回
目
ブ

E
5
3
tこ
白
苦
言
急
事
H
B
R
q
昌弘同臼

h
s
E
2
3
-ぎ
た

E
苦
-
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な
さ

-EEi~し札
口

hME『
目
的
・
司
∞
R
S
Z
5・
5
8
が
お
そ
ら
く
最
も
詳
細
な
叙
述
を
行
な
っ
て
い
る
。
な
お
、
同
書
は
、

E
-
s
a
s芯
且

2
品
8
3・

K
5
3
3門的
S
R
S師会弘、

E

S』
な
た

E
3・同》即『
F
F
明，

F
コD
『呂田・

5
8・
の
増
補
版
で
あ
る
。

(
口
)
以
上
は
、
基
本
的
に
の
常
時
門
田
F
〉
富
山
田

-
g
v
p
き
h
h

ヘ岳、司

azo-の
ま
と
め
を
参
考
に
し
た
。
な
お
、
同
所
に
引
用
さ
れ
て
い
る
、
当
時

の
内
務
官
僚
〉

Z
E
Z
U開山
2
C同
日
開
叶
に
よ
る
次
の
よ
う
な
記
述
も
参
照
。
「
将
来
を
見
通
せ
る
賢
明
な
行
政
に
と
っ
て
は
、
家
賃
危
機
と
闘
う

こ
と
が
で
き
る
の
は
、
自
ら
が
保
有
す
る
手
段
の
限
度
に
お
い
て
だ
け
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
市
域
の
す
べ
て
の
地
点
に
建
築
物
の
受
入
れ
が

可
能
な
場
所
を
可
能
な
限
り
多
く
準
備
す
る
こ
と
、
都
心
部
か
ら
周
辺
部
に
多
数
の
交
通
路
を
開
設
す
る
こ
と
、
そ
の
よ
う
に
し
て
そ
れ
ま
で

接
近
不
能
の
ゆ
え
に
未
開
発
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
空
間
を
建
築
用
地
に
変
更
す
る
こ
と
、
で
あ
る
」
。
な
お
、
宮
一
言
目
白
は
、
こ
の
引
用
に
つ
い

て
出
典
を
明
記
し
て
い
な
い
。
参
考
文
献
の
挙
示
か
ら
し
て
、
〉
=mE印丹市

U
E
2
5
5
J
E
S
S
Kこ
と
さ
ま
」
「
。
3
S
白円

gi--J
包

hY0・
き
な
へ
1
3・

か
ら
の
引
用
と
推
測
さ
れ
る
。
し
か
し
、
同
書
を
通
覧
し
た
が
、
遺
憾
な
が
ら
該
当
箇
所
を
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

(
花
)
吉
田
・
前
掲
注

(
6
)
八
七
頁
l
九
O
頁。

(
刀
)
』

2
ロ
ロ
吊
の
〉
F
F
〉問。

-
gマ
白
、
き
芯
ヘ
Gw
℃
斗

mvas-〈
・
が
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
住
宅
の
領
域
で
の
公
的
介
入
と
の
対
比
に
お
い
て
強
調
す
る
点
で
あ
る
。

な
お
、
補
足
す
れ
ば
、
ク
レ
デ
ィ
・
フ
ォ
ン
シ
エ
の
融
資
も
、
こ
の
時
期
に
は
、
労
働
者
向
け
住
宅
建
設
の
た
め
に
実
行
さ
れ
る
こ
と
は
な
か

っ
た
。

(
九
)
一
八
六

O
年
二
一
月
に
セ

l
ヌ
県
評
議
会
(
わ

Ez--間
宮
今
回
二
巾

zrEm)
に
提
出
し
た
覚
書
の
中
で
、
オ
ス
マ
ン
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
。
「
世
論
の
有
害
な
ア
ジ
テ

l
シ
ヨ
ン
に
基
づ
い
て
建
築
者
の
意
気
を
殺
い
で
し
ま
わ
な
い
よ
う
注
意
し
よ
う
。
証
券
取
引
所
の
魅
力
に
引

か
れ
て
、
多
く
の
資
本
が
建
築
か
ら
遠
ざ
か
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
証
券
取
引
所
で
の
投
機
熱
が
冷
め
る
に
つ
れ
て
、
そ
れ
ら
の
資
本
は
不
動
産

へ
の
投
資
に
一
戻
っ
て
き
て
い
る
。
建
物
の
所
有
者
を
乱
暴
な
手
段
で
脅
し
て
そ
の
不
安
感
を
醸
成
す
る
の
は
止
め
て
い
た
だ
き
た
い
。
そ
う
す

れ
ば
、
資
本
は
、
現
在
パ
リ
を
変
貌
さ
せ
て
い
る
偉
大
な
試
み
に
す
す
ん
で
こ
れ
ま
で
以
上
に
か
か
わ
る
よ
う
に
な
ろ
う
」
0

2広
宮
『
「

の
日
〉

5
・
gミ
デ
き
た
へ
3
・司

-
N
2・
8
丹
市
(
∞
斗
)
・
不
動
産
投
資
金
般
に
つ
い
て
の
発
言
で
あ
る
が
、
家
賃
規
制
が
現
実
に
問
題
に
な
る
の
は
、
労

働
者
住
宅
に
つ
い
て
だ
け
で
あ
る
。

(
百
)
』

E
口
口
市
の
と
戸
〉
河
口

-
gミ
白
・
ぎ
た
へ
N
ト
唱
。
叶
・

(
花
)
切
り
出
し
石
材
と
煉
瓦
の
建
築
資
材
と
し
て
の
意
味
の
違
い
な
ど
を
含
め
、

き
た
豆
、
司
・

S
2
2
Z
-
参
照
。

一九世紀フランスにおける建物賃貸借とオスマンのパリ改造事業 (2)

こ
の
間
題
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
』
窓
口
出
刊
の
と
戸
〉
問
。
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説

(作

)
C
Fコ的門戸田口、吋
0
2
5〈
-
袋
、
P
き
な

2G-
匂
-
E∞
2
2
2・

(
花
)
第
二
帝
政
期
さ
ら
に
は
一
九
世
紀
の
住
宅
供
給
構
造
に
つ
い
て
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
住
宅
と
労
働
者
住
宅
の
二
つ
の
市
場
が
存
在
す
る
こ
と
に
つ

い
て
は
、
多
く
の
論
者
が
つ
と
に
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、

r
g
∞
〉
百
円
日

Y
E
ミ
ミ
紅
白
室
町
内
位
向
』

b
gミ
尽
輔
君
苫
3
包
き
ま
・
目
M

d
・

-y-HmVA--
℃
同
∞
叶
巾
門
回
三
〈
一
宮
片
町
内
】
∞
己
、
『
、
『
何
回
戸
円
以
喝
さ
君
。
守
ご
呂

-Jnm口
々
巾
円
開
門
口
己
巾
巾
円
【
凶
巾

phOBDZCロ
己
巾

S
F
2
Z
5・日
v
R
F
Hゅ、
E
-
匂
-NOmw
一

』
g
ロ
ロ
刊
の
と

F
E問
U
L
Hも
戸
き
た
へ
h
p
u・
寸
印
巾

Z
E〈
J
E
n
F巾一戸何回
2
E
-
ト俗的臼

S
E
Z苦
遣
。
窓
尽
き
ア

:
j
g守
P
き
な
へ

hs-官
-
E
2
2
2
な

ど
参
照
。
ト
パ
ロ
フ
の
メ
リ
ッ
ト
は
、
そ
の
二
つ
の
住
宅
市
場
の
構
造
に
ま
で
立
ち
入
り
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
住
宅
市
場
と
分
画
事
業
お
よ
び
不
動

産
資
本
に
よ
る
住
宅
供
給
、
労
働
者
住
宅
市
場
と
土
地
所
有
者
を
主
体
と
す
る
住
宅
供
給
と
を
結
び
つ
け
て
説
明
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。

(
乃
)
こ
の
市
場
の
存
在
を
強
調
す
る
文
献
と
し
て
、
』
・

0
・
何
回

F
巴
室
主
ζ
言
ご
室
内
志
向
笠
芯

E
Y
Rミ
二
時

E
S
S
N
R略的
H

符な・

2
2少
の

g-

円
『
巾
号
∞

020-D包
巾
ロ
『

Z
-
5・
H句、吋戸【
)U-Hめ
ωtHA凶
ム
が
あ
る
。

(
別
)
多
く
の
文
献
が
こ
の
存
在
を
指
摘
す
る
が
、
例
示
的
に
、
虫
ミ
誌
の

2
2
2〉
-HJZRF中
E
E】
巾
何
回
〉

-CF開
↓
巾
門
戸
、

Z
2
R
O〉
-
F
F
E
O
O
H
b
b
E
H

塁、‘
E
こ
が
白

E
E
F
E
-
5
5
品
巾
冨

B
-
R
R・
5
∞
Y
℃

NH
を
挙
げ
て
お
く
。
同
書
古
田

NN
に
収
録
さ
れ
て
い
る
図
版
も
、
「
混
合
不
動
産
」
の

イ
メ
ー
ジ
を
摘
む
た
め
に
参
考
に
な
る
。
ま
た
、
品
回
早
水
・
前
掲
注

(
2
)
一
一
一
一
四
頁
も
参
照
。
な
お
、
住
戸
が
所
在
す
る
階
に
よ
っ
て
家
賃
が

顕
著
に
違
う
理
由
は
、
い
ま
だ
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
も
住
戸
内
の
給
水
設
備
も
存
在
し
な
か
っ
た
と
い
う
当
時
の
建
築
技
術
水
準
を
前
提
に
す
れ
ば
、

容
易
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
れ
ら
の
技
術
が
一
九
世
紀
後
半
期
に
導
入
さ
れ
て
い
く
こ
と
は
、
「
混
合
不
動
産
」

の
基
礎
を
掘
り
崩
し
て
い
く
こ
と
を
意
味
し
た
わ
け
で
あ
る
。

(
剖
)
「
混
合
不
動
産
」
の
普
遍
的
な
存
在
に
つ
い
て
最
も
懐
疑
的
な
見
解
を
示
し
て
い
る
の
は
、
』
・

0
・
河
口
戸

-
g可
申
・
き
な
ミ
h

亡
、
右
コ
ヤ
コ
N

で
あ
ろ
う
。

(
回
)
た
と
え
ば
、
「
混
合
不
動
産
」
に
お
い
て
は
労
働
者
住
宅
に
充
て
ら
れ
る
典
型
的
な
部
分
で
あ
っ
た
屋
根
裏
部
屋
も
、
オ
ス
マ
ン
・
タ
イ
プ
の

不
動
産
に
お
い
て
は
、
下
層
階
の
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
住
宅
に
付
属
す
る
召
使
部
屋
と
な
っ
て
く
る
。

(
回
)
ぜ
目
白
コ
巾
『
の

2
2号
、
巾
河
〉
J

言
。
zu-h白
官
。
』
注
意
向
』

g
z
-
2
5
p
n
mロ
門
『
巾
色
町
河

R
Z
R
Z
q
C円
E
E回
日
夕

H
U
E
-
匂-∞

ω・
な
お
、
そ
の
よ
う
な
発
想

は
、
決
し
て
孤
立
し
た
も
の
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
当
時
の
商
業
会
議
所
も
、
一
八
五
五
年
に
、
主
と
し
て
治
安
政
策
的
観
点
か
ら
、
「
社
会
的

隔
離
」
現
象
の
問
題
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
「
労
働
者
が
パ
リ
都
心
部
か
ら
強
制
的
に
遠
ざ
け
ら
れ
る
と
い
う
状
況
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
彼
ら

の
行
動
と
道
徳
性
に
及
ぽ
す
悪
影
響
が
広
く
指
摘
さ
れ
た
。
か
つ
て
は
、
労
働
者
は
、
一
般
的
に
家
屋
の
高
層
階
に
居
住
し
て
お
り
、
そ
の
家

~ 
両岡
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屋
の
残
り
の
部
分
に
は
、
企
業
主
や
そ
の
他
の
比
較
的
裕
福
な
家
族
が
居
住
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
同
一
の
家
屋
内
で
一
種
の
連
帯

性
が
確
立
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
二
疋
の
サ
ー
ビ
ス
が
相
互
的
に
提
供
さ
れ
て
い
た
。
労
働
者
は
、
病
気
の
際
や
失
業
時
に
は
多
く
の
介
助
と

扶
助
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
反
面
、
人
間
的
な
尊
敬
の
感
情
が
、
労
働
者
の
習
慣
に
規
律
正
さ
と
い
う
性
格
を
刻
印
し
て
い
た
。
サ
ン
・

マ
ル
タ
ン
運
河
の
北
に
、
さ
ら
に
は
パ
リ
市
域
の
外
に
流
さ
れ
る
と
と
に
よ
っ
て
、
労
働
者
は
、
ブ
ル
ジ
ヨ
ワ
の
家
族
が
い
な
い
と
こ
ろ
に
居

住
す
る
こ
と
に
な
る
。
労
働
者
は
、
そ
こ
で
、
介
助
と
扶
助
を
奪
わ
れ
、
ま
た
、
か
つ
て
近
隣
者
が
彼
ら
に
課
し
て
い
た
制
約
か
ら
も
解
放
さ

れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
」
。
河
白
℃
℃
O
ユ
己
巾
]
曲
。
F
E
M
F
Z
己巾

g
呂
田

q
B
島
市
司
R
3
2
門
戸
己
司
「
広
巾
同
島
市

UD--円巾印己『

Z
D
E巾印
2
0
口
己
巾
凶
印
同
-2『巾回
0
5ア

ユ巾『凶喝円日巾で白己問自巾ロ門担門戸
O
口品巾閉山-白山、
mMH・凹巾門

ι巾印己巾口「九山市帥担
--B巾ロ
g-F『巾印刷・〉『円}】守巾印

ZMW立
。
ロ
回
一
巾
少
司
∞
lNωmynH広
司
hw
『
FD己
目
的
(
リ
出
向
〈
〉
ロ
何
回
・
。
Eho

史
的
目
白
F
S玄
室
旬
、
伺
ミ
ロ
白

aa岳噴
ph司
3
5
2・
「
静
岡
田
沼
「
巾
回
色
白
ロ
・
国
民
2
2
F
E∞
hr
℃・

ω品
N・

(
悦
)
都
市
改
造
事
業
を
経
た
後
の
都
心
部
の
地
価
高
騰
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
簡
単
に
は
、
の
b
E
E
E
E同
E
-
S
H司
白
、
き
な
さ
-
E
E
C
-

ニHJ

F
C
E印
国
O
C
U何〈
-FE-
可
室
、
宮
昌
司

3
3目
礼
旬
臼
玄
室
号
』

JF白守
H
E
F
F
g
開

E
E
D
5
0口
〈
『
芯
「
巾
タ

5

2岨

U-
品{)'一の
g
「
岡
町
印
去
何
mEZ-
句
、
守
臼
君
主
HG
ミ

E
hぬ

5
3
F
K
A
E目
、
師
、
弘
、
怠
意
向
5
F
Fコ
印
唱
司
己
・
司
J
S
S
-
司
E
E・
を
参
照
。
伝
え
る
数
値
が
必
ず
し
も

同
一
で
は
な
い
が
、
問
。
c
u何〈
F
E
に
よ
っ
て
紹
介
す
る
と
、
セ
バ
ス
ト
ボ
ル
大
通
り
で
9

は
一
八
五

五
年
に
一

2m
二
五
フ
ラ
ン
で
あ
っ
た
地
価
が
二
年
後
の
一
八
五
七
年
に
は
一

0
0
0
フ
ラ
ン
に
高

騰
し
た
。
オ
ペ
ラ
大
通
り
で
は
、
一
八
六

O
年
か
ら
)
入
六
五
年
に
か
け
て
一

d
の
地
価
は
五

0

フ
ラ
ン
か
ら
二
五

0
0
フ
ラ
ン
に
高
騰
し
た
。
九
月
四
日
通
り
で
は
、
一
八
六
九
年
に
一

2m
一
八

0
0
フ
ラ
ン
で
取
引
が
行
な
わ
れ
た
:
:
:
。
よ
り
詳
し
く
は
、
玄
白
ロ
ユ
ロ
巾
戸
手
田
君
〉
の
宮
司
臼

S
Y白、

き
芯
詮
司
巳
叶
え
富
山
ぐ
ロ
D
E
B呂
町
三

E
Z
H
Iお
ふ
を
参
照
。

(
部
)
簡
単
に
は
、
宏
司
ミ
ι
「
〉
言
語
F
S
H
q
p
き
な
豆
、
匂
工
戸
参
照
。
な
お
、

4
・
「
。
己
〉
占
耳
目
品
巾
印

Z
コ山
F
g
m
2
2
2
5
ι
巾凹呂田一日
G
E
E
S
-
m凹
全
2
3
D
E『
5

3
含
同
M
R
F
H喜
一
芸
自
白
色
白
目
白
川
町
泊
三
事

号
句
宮
町
H皇
室
内
含

2
3旬、同∞
2
・匂
-N
印
斗
・
に
、
一
八
六
六
年
と
一
八
六
七
年
に
お
け
る
パ
リ
の
各

区
の
地
価
状
況
が
報
告
さ
れ
て
い
る
の
で
、
一
八
六
七
年
分
に
つ
い
て
上
に
掲
げ
て
お
く
(
一

2m

の
地
価
、
単
位
は
フ
ラ
ン
。
二
区
と
四
区
の
み
は
一
八
六
八
年
の
数
値
)
。
都
心
部
と
外
縁
部
と
で

地
価
に
差
異
が
あ
る
の
は
当
然
で
あ
る
が
、
そ
の
差
異
の
大
き
さ
が
注
目
さ
れ
る
。
(
未
完
)

一九世紀フランスにおける建物賃貸借とオスマンのパリ改造事業 (2)

パリの地価状況

1区 1，066 11区 129 

2区 1，500 12区 74 

3区 732 13区 17 

4区 540 14区 52 

5区 205 15区 34 

6区 231 16区 75 

7区 238 17区 102 

8区 278 18区 53 

9区 636 19区 45 

10区 332 20区 25 
(フラン/m')
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